
第 １ 回 定 例 町 議 会



- 1 -

平 成 １ ９ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第１日）

３月９日（金曜日）午前１０時００分 開 会

午後 ３時１５分 散 会

〇議事日程 第１号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 会期決定について

３月９日～３月２３日

１５日間

第 ３ 諸般の報告

１）議会政務報告

２）空知中部広域連合議会第１回定

例会結果報告（大内議員）

３）砂川地区保健衛生組合議会第１

回定例会結果報告（大内議員）

４）中空知広域市町村圏組合議会第

１回定例会結果報告（副議長）

５）石狩川流域下水道組合議会第１

回定例会結果報告（議長）

６）例月出納検査結果報告

（１２・１・２月分）

第 ４ 発議第 ３号 上砂川町議会委員会

条例の一部を改正する条例制定につ

いて

第 ５ 常任委員会委員の選任について

第 ６ 議会運営委員会委員の選任について

第 ７ 議長の常任委員会委員辞任について

※ 常任委員会及び議会運営委員会

正・副委員長互選結果報告につい

て

第 ８ 町長行政報告

第 ９ 教育長教育行政報告

第１０ 発議第 １号 上砂川町議会議員の

報酬の臨時措置に関する条例の一部

を改正する条例制定について

第１１ 発議第 ２号 上砂川町議会会議規

則の一部を改正する規則制定につい

て

第１２ 議案第 ３号 公の施設に係る指定

管理者の指定について

第１３ 議案第 ４号 財産処分について

第１４ 議案第 ５号 上砂川町副町長定数

条例制定について

第１５ 議案第 ６号 地方自治法の一部を

改正する法律の施行にともなう関係

条例の整理に関する条例制定につい

て

第１６ 議案第 ７号 町民保養施設等の売

払いにともなう関係条例の整理に関

する条例制定について

第１７ 議案第 ８号 上砂川町特別会計条

例の一部を改正する条例制定につい

て

第１８ 議案第 ９号 上砂川町職員定数条

例等の一部を改正する条例制定につ

いて

第１９ 議案第１０号 特別職の職員及び教

育長の給与の臨時措置に関する条例

等の一部を改正する条例制定につい

て

第２０ 議案第１１号 一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例

制定について

第２１ 議案第１２号 上砂川町税条例の一

部を改正する条例制定について

第２２ 議案第１３号 上砂川町手数料条例
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の一部を改正する条例制定について

第２３ 議案第１４号 空知中部広域連合規

約の一部を改正する規約について

第２４ 議案第１５号 平成１８年度上砂川

町一般会計補正予算（第７号）

第２５ 議案第１６号 平成１８年度上砂川

（ ）町国民健康保険特別会計 事業勘定

補正予算（第１号）

第２６ 議案第１７号 平成１８年度上砂川

町土地開発造成事業特別会計（事業

勘定）補正予算（第１号）

第２７ 議案第１８号 平成１８年度上砂川

町立診療所事業特別会計補正予算

（第２号）

第２８ 議案第１９号 平成１８年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計補正予

算（第２号）

第２９ 議案第２０号 平成１８年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）

第３０ 議案第２１号 平成１８年度上砂川

町保養施設事業特別会計補正予算

（第２号）

第３１ 議案第２２号 平成１８年度上砂川

町水道事業会計補正予算（第３号）

※ 発議第１号～第３号、議案第３

号～第２２号までは、提案理由・

内容説明までとする。

第３２ 町政執行方針

第３３ 教育行政執行方針

〇会議録署名議員

２番 堀 内 哲 夫

３番 高 橋 成 和

◎開会の宣告

ただいまの出席議員は９名〇議長（貝沼宏幸）

であります。

横溝議員は、所用のため午前中欠席の旨届け出

がありました。

なお、理事者側につきましては、全員出席して

おります。

定足数に達しておりますので、平成１９年第１

回上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、

開会いたします。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

直ちに本日の会議を開きま〇議長（貝沼宏幸）

す。

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（貝沼宏幸）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定

によって、２番、堀内議員、３番、高橋議員を指

名いたします。よろしくお願いいたします。

◎会期決定について

日程第２、会期決定につい〇議長（貝沼宏幸）

て議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら３月２３日までの１５日間にしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、会期は、本日から３月２３日までの１

５日間に決定いたしました。

なお、会期中の会議の予定につきましては、お

手元に配付の日程表のとおりであります。

◎諸般の報告

日程第３、諸般の報告を行〇議長（貝沼宏幸）

います。

議会政務報告を行います。報告事項につきまし

ては、それぞれ印刷してお手元に配付していると
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おりでありますので、ごらんになっていただき、

報告にかえさせていただきます。

次、空知中部広域連合議会第１回定例会結果報

告と砂川地区保健衛生組合議会第１回定例会結果

報告について、大内議員。

空知中部広域連合議会につ〇４番（大内兆春）

いて。

標記の件につき、平成１９年空知中部広域連合

議会第１回定例会が下記のとおり開催されました

ので、ご報告します。

記、日時でございますが、平成１９年２月２８

日水曜日午後２時。場所につきましては、空知中

部広域連合広域介護予防支援センター世代間交流

室。

議件でございます。議案第１号 空知中部広域

連合国民健康保険条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることについて。議案第２号

平成１８年度空知中部広域連合一般会計補正予

算（第３号 。議案第３号 平成１８年度空知中）

（ ）。部広域連合介護保険事業会計補正予算 第２号

議案第４号 平成１８年度空知中部広域連合国民

健康保険事業会計補正予算（第２号 。議案第５）

号 平成１８年度空知中部広域連合老人保健特別

会計補正予算（第３号 。議案第６号 平成１８）

年度空知中部広域連合障害支援事業会計補正予算

（第１号 。議案第１２号 地方自治法の一部を）

改正する法律の施行に伴なう関係条例の整理に関

する条例。議案第７号 平成１９年度空知中部広

域連合一般会計予算について。議案第８号 平成

１９年度空知中部広域連合介護保険事業会計予算

について。議案第９号 平成１９年度空知中部広

域連合国民健康保険事業会計予算について。議案

第１０号 平成１９年度空知中部広域連合老人保

健特別会計予算について。議案第１１号 平成１

９年度空知中部広域連合障害支援事業会計予算に

ついて。

結果でありますが、慎重審議の結果、各議件と

も全会一致、原案のとおり可決されましたので、

ご報告いたします。

砂川地区保健衛生組合議会について。

標記の件につき、平成１９年砂川地区保健衛生

組合議会第１回定例会が下記のとおり開催されま

したので、ご報告いたします。

記、日時でございますが、平成１９年３月１日

木曜日午後３時。場所につきましては、砂川市役

所議会委員会室。

議件でございます。議案第１号 平成１８年度

砂川地区保健衛生組合会計補正予算。議案第３号

砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を

改正する条例の制定について。議案第２号 平成

１９年度砂川地区保健衛生組合会計予算。報告第

１号 例月出納検査報告。

結果でありますが、慎重審議の結果、各議件と

も全会一致、原案のとおり可決されましたので、

ご報告いたします。

次、中空知広域市町村圏組〇議長（貝沼宏幸）

合議会第１回定例会結果報告について、堀内副議

長。

中空知広域市町村圏組合〇副議長（堀内哲夫）

議会について。

標記の件につき、平成１９年中空知広域市町村

圏組合議会第１回定例会が下記のとおり開催され

ましたので、ご報告いたします。

日時でございますが、平成１９年３月２日午前

１０時３０分。場所につきましては、滝川市総合

福祉センター集会室。

議件でございます。議案第１号 中空知広域市

町村圏組合職員定数条例の一部を改正する条例。

議案第２号 平成１９年度中空知広域市町村圏組

合一般会計予算。議案第３号 平成１９年度中空

知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計予算。

議案第４号 平成１９年度中空知広域市町村圏組

合交通遺児奨学事業特別会計予算。議案第５号

平成１９年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市

町村圏基金事業特別会計予算。

以上、慎重審議の結果、各議件とも全会一致、
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原案のとおり可決いたしました。

以上、報告いたします。

次、石狩川流域下水道組合〇議長（貝沼宏幸）

議会第１回定例会結果報告につきましては、私か

らご報告申し上げます。

本定例会は、去る３月２日、滝川市総合福祉セ

ンターにおいて開催されました。

案件につきましては、報告第１号 例月現金出

納検査報告について。議案第２号 平成１８年度

石狩川流域下水道組合一般会計補正予算（第２

号 。議案第４号 石狩川流域下水道組合負担金）

の負担割合及び徴収条例の一部を改正する条例。

議案第１号 平成１９年度石狩川流域下水道組合

一般会計予算。議案第３号 職員定数条例の一部

を改正する条例の５件であります。

結果につきましては、いずれも全会一致で承認

あるいは原案のとおり可決することにいたしてお

ります。

以上、報告といたします。

次、例月出納検査結果報告を行います。

本件につきましては、お手元に配付の報告書の

１２、１、２月分のとおりでありますので、ごら

んいただき、報告といたします。

以上で諸般の報告を終わります。

◎日程変更について

ここで日程変更についてお〇議長（貝沼宏幸）

諮りいたします。

日程第１１を日程第４に変更するものでありま

す。日程第１１の発議第３号 上砂川町議会委員

会条例の一部を改正する条例制定について議題と

いたしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

◎発議第３号

日程第４、発議第３号 上〇議長（貝沼宏幸）

砂川町議会委員会条例の一部を改正する条例制定

について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。９番、森議員。

発議第３号 上砂川町議会〇９番（森 国三）

委員会条例の一部を改正する条例制定について。

上記議案を地方自治法第１１２条及び上砂川町

議会会議規則第１３条の規定により別紙のとおり

提出する。

平成１９年３月９日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 森 国 三

賛成議員 椿 原 満 春 大 内 兆 春

川 上 三 男 高 橋 成 和

提案理由、地方自治法の一部が改正されたこと

に伴い、これに準拠している本条例の一部を改正

するとともに、議会運営委員会の定数を減じるも

のである。

内容の説明に入ります。上砂川町議会委員会条

例の一部を改正する条例。

上砂川町議会委員会条例（昭和６２年上砂川町

条例第９号）の一部を次のように改正する。

第４条の２第２項中「６人」を「５人」に改め

る。

第７条第１項に次のただし書を加える。

ただし、閉会中においては、議長が指名するこ

とができる。

第７条第３項に次のただし書を加える。

ただし、閉会中においては、議長が指名するこ

とができる。

第１２条の見出し中「委員長、副委員長、議会

運営委員及び特別委員の辞任」を「委員長、副委

員長及び委員の辞任」に改め、同条第２項を次の

ように改める。

２ 委員が辞任しようとするときは、議会の許

可を得なければならない。ただし、閉会中におい

ては、議長が許可することができる。

第１９条中「その他法令又は条例」を「その他

法律」に改める。
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附則

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

この発議第３号については〇議長（貝沼宏幸）

即決してまいりたいと思いますので、本件に対す

る質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより発議第３号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は原案のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、発議第３号 上砂川町議会委員会

条例の一部を改正する条例制定については、原案

のとおり決定いたしました。

◎日程番号変更について

議事日程表の順序を日程第〇議長（貝沼宏幸）

４を第５に変更してください。次、一つずつずら

していただきたいと思います。そして、日程第１

１を削除していただきたいと思います。

◎常任委員会委員の選任について

次、日程第５、常任委員会〇議長（貝沼宏幸）

委員の選任について議題といたします。

常任委員会委員の選任につきましては、委員会

条例第７条第１項の規定により、議長において指

名したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより指名をいたします。

総務文教常任委員会委員につきましては、椿原

、 、 、 、 、議員 川上議員 横溝議員 小林議員 高橋議員

貝沼議員、以上６名を指名いたします。

次、厚生建設常任委員会委員には、大内議員、

森議員、柳川議員、堀内議員、以上４名を指名い

たします。

以上のとおり指名したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、ただいま指名いたしましたとおり、常

任委員会委員に選任することに決定いたしまし

た。

◎議会運営委員会委員の選任について

次、日程第６、議会運営委〇議長（貝沼宏幸）

員会委員の選任について議題といたします。

議会運営委員会委員の選任についても、委員会

条例第７条第１項の規定により、議長において指

名したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより指名をいたします。

議会運営委員会委員には、森議員、大内議員、

椿原議員、川上議員、高橋議員、以上５名を指名

したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、ただいま指名しましたとおり議会運営

委員会委員に選任することに決定いたしました。

ここで暫時休憩いたします

休憩 午前１０時２０分

再開 午前１０時２１分

休憩を解きまして、休憩〇副議長（堀内哲夫）

前に引き続き会議を開きます。

◎議長の常任委員辞任について
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日程第７、議長の常任委〇副議長（堀内哲夫）

員会委員辞任について議題といたします。

議長は、地方自治法第１１７条の規定により除

斥の対象となりますので、退席をお願いいたしま

す。

〔１番 貝沼宏幸議員 退場〕

ただいま総務文教常任委〇副議長（堀内哲夫）

員会委員に選任されました議長から、委員を辞任

したい旨の申し出がございました。

議長は、その職責上どの委員会にも出席する権

限を有しているほか、可否同数の際における裁決

権など議長固有の権限を考慮するとき、１個の委

員会に委員として所属することは適当でないし、

また行政実例でも議長については辞任を認めてい

るところでありますので、総務文教常任委員会委

員を辞任したいとするものであります。

お諮りいたします。辞任について許可すること

にご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇副議長（堀内哲夫）

したがって、議長の総務文教常任委員会委員の

辞任を許可することに決定いたしました。

ここで暫時休憩いたします。

〔１番 貝沼宏幸議員 入場〕

休憩 午前１０時２２分

再開 午前１０時２３分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

各常任委員会及び議会運営委員会の正副委員長

の互選でありますが、会派代表者会議において申

し合わせをしておりますので、議長から報告した

いと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

それでは、報告いたします。総務文教常任委員

会委員長、椿原議員、副委員長、川上議員。

厚生建設常任委員会委員長、大内議員、副委員

長、森議員。

議会運営委員会委員長、森議員、副委員長、大

内議員。

以上のとおり報告いたします。

、 、なお 各附属機関の委員の選任につきましても

申し合わせにより別途配付いたします委員名簿の

、 。とおり決定しておりますので ご報告いたします

◎町長行政報告

次、日程第８、町長の行政〇議長（貝沼宏幸）

報告を行います。町長。

町長行政報告をいたしま〇町長（加賀谷政清）

す。

今回報告いたします平成１８年１２月の第４回

定例会から本定例会までの町政執行に当たっての

町内外の会議並びに行事等につきましては、お手

元に配付しております報告書により報告いたしま

すが、そのほか２件について報告をさせていただ

きたいと思います。１点目が空知産炭地域総合発

展基金の運用問題と、もう一点が上砂川町休日救

急医療体制についてであります。

初めに、空知産炭地域総合発展基金の問題につ

いてご報告をいたします。空知産炭地域総合発展

基金につきましては、去る２月８日開催の議員全

員協議会におきまして、本町が旧基金の取り崩し

事業として要望しておりました健康の里づくり推

進プロジェクト事業が産炭地域振興センターの基

金活用事業審査委員会におきまして承認されたこ

とについてご説明をしたところでありますが、そ

の後２月１４日に開催されました振興センターの

臨時総会で承認議決され、さらに最終的に知事の

承認が得られ、２月２８日付で交付決定がされた

ところであります。これによりまして、本町が一

括返済する１４億４,０００万円の財源を確保す

ることができ、この問題について一応の解決がな

され、財政再建団体への転落は回避することがで

きました。しかし、この旧基金の取り崩しに当た

り、道から人件費の削減や住民負担の適正化など

を盛り込んだ財政健全化計画の策定が求められた
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ことから、第３次行財政改革を見直しする財政健

全化計画を策定したところであります。

今後の基金の取り崩しに当たっての事務作業で

ありますが、町と上砂川振興公社の間におきまし

て、町有財産である温泉施設及びふるさと交流プ

ラザの建物と附帯設備を含め１３億７,４００万

円と、土地につきましてはこの２施設の土地並び

に日本庭園の土地と附帯設備を含めまして１億

４,６００万円、合わせまして合計で１５億２,０

００万円で売却する売買契約を締結することにな

りますが、地方自治法の９６条第１項第７号の規

定によりまして議会の議決に付さなければならな

いことから、後ほど財産処分の議案を提案させて

いただいております。議会議決後、売買契約を締

結することといたしております。この売買契約に

よって、事業費の４分の３の額、１１億４,００

０万円の助成を受けるものであります。

今後におきましても、大変厳しい財政運営を強

、 、いられることになりますが 今回道から求められ

策定した財政健全化計画に沿って行財政運営を図

、 。り 財政立て直しに全力を尽くす所存であります

昨年の６月から発生した基金の問題につきまし

て、皆さんの大変なご協力をいただきながら一定

の解決を見ることができました。心から厚くお礼

申し上げたいと思います。

次、２点目の休日救急医療体制についてであり

ますが、昭和５２年から町と空知医師会上砂川部

会との協定によりまして、日曜日と祝日を町内医

療機関の当番制で実施しておりましたが、平成１

０年からは町内の医療機関が２カ所となったこと

から、空知医師会と砂川市立病院の協力をいただ

いて、月２回の休日は町内の医療機関、それ以外

の休日は砂川市立病院が実施することとなり、現

在に至っているところでありますが、最近の休日

受診状況につきましては、平成１６年度では５８

名、平成１７年度では４８人、平成１８年２月末

では３８人と年々減少しているのが現状でありま

す。

去る３月７日に北海道勤労者医療協会の石田副

専務理事が来庁いたしまして、１９年４月から休

日診療ができなくなることについての説明がござ

いました。その内容でありますが、医師不足の現

状の中、さまざまな方策により医師の確保に努め

ており、確保できないところには札幌から月交代

で派遣するなどして対応しているということです

が、それでも道内では６カ所の診療所で医師が確

保されていない状況となっているということであ

ります。しかしながら、上砂川診療所につきまし

ては昭和２４年から開設しており、歴史も長く、

患者も多く、また勤医協の発祥の地とも言える町

なので、医師の確保にこれまで努めて、何とか１

年間の雇用契約の嘱託医師を確保することができ

まして、４月から勤務することになりましたが、

日曜日と祝日は診療しないということがこの医師

の確保の勤務条件となっておりまして、そういっ

たことから、町と医師会との協定により実施して

おります月１回の休日診療ができなくなるという

ことであります。しかし、年度途中でも、もし実

施できる体制になった場合については今後も再度

町と協議させていただきたいということでありま

す。また、現在実施しております週１回の夜間診

療と、それから第１、第３、第５の土曜日の午前

の診療につきましては、今までどおり歌志内の診

療所の医師とも連携をし、継続していきたいとい

うことでありました。

町といたしましては、地方での医師不足が深刻

化する状況の中で医師を確保された努力について

は感謝をいたしたいと思いますが、最近の休日診

療状況などを判断いたしまして、勤医協が休日診

療できないことについては理解せざるを得ないと

考えております。しかし、住民への説明を徹底い

たしまして、混乱を招かないようにお願いをいた

したところでございます。なお、今後は、休日救

急医療体制のあり方等につきまして、空知医師会

と協議しながら対応してまいりたいと考えており

ます。
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以上２点について行政報告といたします。

以上でございます。

以上で町長の行政報告を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

◎教育長教育行政報告

次、日程第９、教育長の教〇議長（貝沼宏幸）

育行政報告を行います。教育長。

教育行政報告を申し上げ〇教育長（樫 満雄）

ます。平成１８年１２月第４回定例会以降の町内

外の主要な会議、行事につきましては、お手元に

配付をさせていただいております報告書によりご

報告をさせていただきます。ごらんをいただきた

いと思います。

特別に報告することはございませんので、以上

で教育行政報告とさせていただきます。

以上で町長の行政報告並び〇議長（貝沼宏幸）

に教育長の教育行政報告を終わります。

◎発議第１号

次、日程第１０、発議第１〇議長（貝沼宏幸）

号 上砂川町議会議員の報酬の臨時措置に関する

条例の一部を改正する条例制定について議題とい

たします。

提案理由並びに内容の説明を求めます。９番、

森議員。

発議第１号 上砂川町議会〇９番（森 国三）

議員の報酬の臨時措置に関する条例の一部を改正

する条例制定について。

上記議案を地方自治法第１１２条及び上砂川町

議会会議規則第１３条の規定により別紙のとおり

提出する。

平成１９年３月９日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 森 国 三

賛成議員 大 内 兆 春 椿 原 満 春

川 上 三 男 高 橋 成 和

提案理由、町行財政改革の一環として議会議員

の報酬月額について減額するため、本条例の一部

を改正するものとする。

内容の説明に入ります。上砂川町議会議員の報

酬の臨時措置に関する条例の一部を改正する条

例。

上砂川町議会議員の報酬の臨時措置に関する条

例（平成１８年上砂川町条例第１８号）の一部を

次のように改正する。

第３条第１項中「１６万６,５００円」を「１

５万９,０００円」に改め、同条第２項第１号中

「８万４,６００円」を「６万５,８００円」に改

め、同項第２号中「３万２,４００円」を「２万

８,８００円」に改め、同項第３号中「１万４,４

００円」を「１万２,８００円」に改め、同条第

３項中「平成１９年１月」を「平成１９年４月」

に改める。

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

◎発議第２号

次、日程第１１、発議第２〇議長（貝沼宏幸）

号 上砂川町議会会議規則の一部を改正する規則

制定について議題といたします。

提案理由並びに内容の説明を求めます。９番、

森議員。

発議第２号 上砂川町議会〇９番（森 国三）

会議規則の一部を改正する規則制定について。

上記議案を地方自治法第１１２条及び上砂川町

議会会議規則第１３条の規定により別紙のとおり

提出する。

平成１９年３月９日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 森 国 三

賛成議員 椿 原 満 春 大 内 兆 春

川 上 三 男 高 橋 成 和

提案理由、標準町村会議規則の一部が改正され

たことに伴い、これに準拠している本規則の一部

を改正するものである。

内容の説明に入ります。上砂川町議会会議規則
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の一部を改正する規則。

上砂川町議会会議規則（昭和６２年上砂川町議

） 。会会議規則第２号 の一部を次のように改正する

第１３条第２項の次に次の１項を加える。

３ 委員会が議案を提出しようとするときは、

その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提

出しなければならない。

、「 」第７２条第２項中 法第１０９条の２第３項

を「法第１０９条の２第４項」に改める。

附則

、 。この規則は 平成１９年４月１日から施行する

以上であります。

以上で提案理由並びに内容〇議長（貝沼宏幸）

の説明を終わります。

◎議案第３号

次、日程第１２、議案第３〇議長（貝沼宏幸）

号 公の施設に係る指定管理者の指定について議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第３号 公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて、提案理由を申し述べますので、ご審議く

ださるようお願いを申し上げたいと思います。

公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定す

るものとする。

提案理由といたしましては、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規

定に基づき、生活館などに係る指定管理者を指定

、 。したいので 議会の議決を求めるものであること

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）

して、議案第３号について内容の説明をいたしま

す。

各町生活館等の管理につきましては、地方自治

法の改正により、昨年度から公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例及び生活館の設

置及び管理に関する条例に基づき、各町自治会を

指定管理者として指定し、各町生活館、集会所の

管理運営業務を行っておりますが、本年３月で指

定期間が満了となることから、本年４月からも引

き続き各町自治会が管理運営業務を行うために指

定管理者の指定を承認いただくものでございま

す。

なお、指定管理者にありましては、原則公募に

よるとされておりますが、生活館等につきまして

は地域の集会施設との性格が強く、細部にわたる

住民サービスの確保、向上を期する観点から、公

募によらず各町自治会を指定管理者として指定い

たしたく、ご提案申し上げますので、ご理解を賜

りたく、お願い申し上げます。

それでは、本文に入らせていただきます。公の

施設に係る指定管理者の指定について。

１ 指定管理者の名称及び管理を行わせる施設

の名称・所在地

指定管理者の名称、管理を行わせる施設、施設

の名称、施設の所在地。鶉本町自治会、鶉本町生

活館、上砂川町字鶉２４０番地１。東町自治会、

東町生活館、上砂川町字西山１５番地１。下鶉自

治会、下鶉生活館、上砂川町字鶉７４番地１。鶉

、 、 。自治会 鶉若葉生活館 上砂川町字鶉２６５番地

東鶉自治会、中央ふれあいセンター、上砂川町字

鶉３３８番地１。緑が丘自治会、緑が丘集会所、

上砂川町字鶉９０番地１。朝駒町内会、朝駒集会

所、上砂川町字上砂川３番地１６。

２ 管理を行わせる期間

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日

まで

３ 管理業務の範囲

（１）生活館等の施設及び設備の維持・管理

（２）利用の許可
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（３）利用料金の収受

（４）上記業務に付随する業務

４ 利用料金に関する事項

上砂川町生活館等の設置及び管理に関する条例

（平成１８年上砂川町条例第１号）第７条の規定

に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収

受させる。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第４号

次、日程第１３、議案第４〇議長（貝沼宏幸）

号 財産処分について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第４号 財産処分について、提案理由を申し

述べますので、ご審議くださるようお願いをいた

します。

提案理由といたしましては、町民保養施設等の

売り払いについて、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づ

き、議会の議決に付するものであること。

以下、内容の説明は助役からいたしますので、

よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示により、〇助役（貝田喜雄）

議案第４号について内容の説明をいたします。

このたびの議案につきましては、町長の行政報

告でも説明いたしましたとおり、空知産炭地域総

合発展基金の取り崩しに当たり、温泉施設並びに

周辺施設を株式会社上砂川振興公社へ売却し、振

興公社はこれら施設を活用いたしまして健康の里

づくり推進プロジェクトを展開することとしてお

りますことから、財産の処分について審議をお願

いするものでございます。

なお、本件につきましては、去る３月７日に開

催いたしました観光・国民休養施設審議会におき

ましてもご審議を賜り、財産を処分することにつ

いて答申いただいたところでございます。

処分の対象は、建物につきましては温泉施設で

ありますパンケの湯、３,７６３.４９平方メート

ルとロッジでありますふるさと交流プラザ９９・

３４平方メートルの２施設合計で４,７６・８３

平方メートルを売却し、土地につきましては、こ

れらの用地に日本庭園の用地を加え合計で５万

７,０９２平方メートルを売却するものでござい

ます。

売買価格につきましては、不動産鑑定士による

不動産鑑定価格をもとに、パンケの湯とふるさと

交流プラザの建物、附帯設備を含めまして１３億

７,４００万で、土地につきましては日本庭園の

附帯設備を含め１億４,６００万、合計１５億２,

０００万で処分したいと考えてございます。

売買契約につきましては、本議案議決後、締結

することといたします。

なお、振興公社にありましては、これら施設の

購入に当たり、購入価格１５億２,０００万円の

４分の３の１１億４,０００万円を空知産炭地域

総合発展基金より助成を受け、残り４分の１の３

億８,０００万円につきましては町が道の振興基

金活性金を活用して増資を行い、財源確保するも

のでございます。

それでは、本文に入らせていただきます。財産

処分について。

次のとおり土地及び建物を処分する。

１、土地及び建物の所在地・種別・面積、別紙

のとおり。

２、処分の内容、売り払い。

、 、 。３ 売り払い予定価格 １５億２,０００万円

４、売り払いの相手方、空知郡上砂川町字上砂

川６５番地１０６、株式会社上砂川振興公社代表

取締役社長、貝田喜雄。
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次のページでございます。別紙、土地、所在、

地番、種別、地積。空知郡上砂川町字上砂川６５

、 、 。番地１０６ 山林 １万７,５８９平方メートル

空知郡上砂川町字上砂川６５番地１３９、山林、

４,６２５平方メートル。空知郡上砂川町字西山

、 、 。４３番地７ 山林 ３万４,８７８平方メートル

合計５万７,０９２平方メートル。

建物、所在地、構造、種別、面積。空知郡上砂

川町字上砂川６５番地１０６、鉄筋コンクリート

づくり３階建て、旅館、３,７６３.４９平方メー

トル。空知郡上砂川町字上砂川６５番地１３９、

鉄骨づくり２階建て、集会所、９９８.３４平方

メートル。合計４,７６１.８３平方メートル。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１１時００分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

◎議案第５号 議案第６号

日程第１４、議案第５号、〇議長（貝沼宏幸）

日程第１５、議案第６号については関連性がござ

いますので、一括議題とし、提案理由並びに内容

の説明を求めてまいりたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第５号 上砂川町副町長定数

条例制定について、議案第６号 地方自治法の一

部を改正する法律の施行にともなう関連条例の整

理に関する条例制定について、一括議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま一括上程されま〇町長（加賀谷政清）

した議案第５号、第６号について、提案理由を申

し述べますので、ご審議くださるようお願いをい

たします。

議案第５号 上砂川町副町長定数条例制定につ

いて。

提案理由といたしましては、地方自治法第１６

１条第２項の規定に基づき、本町の副町長の定数

を定めるものであること。

次に、議案第６号 地方自治法の一部を改正す

る法律の施行にともなう関係条例の整理に関する

条例制定について。

地方自治法の一部を改正する法律の施行にとも

なう関係条例の整理に関する条例を次のとおり制

定するものとする。

提案理由といたしましては、地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整理を

行うものであること。

以下、内容の説明については助役からいたしま

すので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）

して、議案第５号及び第６号につきまして、一括

して内容の説明をいたします。

このたびの議案は、地方自治法の一部を改正す

る法律が平成１９年４月１日に施行されることに

伴いまして、本町の条例の関連規定についての制

定、変更が必要となることから、条例制定及び一

部改正を行うものでございます。

今回の地方自治法の改正は、地方公共団体の自

主性、自立性を図るための措置とされ、具体的に

は助役の名称が副市町村長に改められ、副市町村

長設置の有無、設置した場合の人数を条例で任意

に定めることができるとともに、副市町村長の職

務として、長の命を受け、政策及び企画をつかさ

どること並びに長の権限に属する事務の一部につ

いて委任を受け、その事務を執行することと規定
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が追加されたところでございます。これまでは、

市町村の助役は原則１人置くこととされておりま

したが、市町村の自主性、自立性の拡大の観点か

ら、そして市町村の体制は市町村の実情に合わせ

て市町村みずから構築することが望ましいという

、 、ことで このたびの改正では法定数は定められず

条例によって定数を定めることとされたため、本

町では副町長の定数を１人とする条例を制定する

ものでございます。

また、収入役制度につきましては、公会計の適

正な執行を確保する特別職として設置されてきま

したが、近年会計事務の電算化や監査制度の充実

等により適正な執行を確保することが可能になっ

てきたことなどから、特別職の収入役を廃止し、

一般職である会計管理者を置くこととされまし

た。

さらに、職員の区分に関しまして、現在の事務

の複雑化、多様化により明確な区分ができなくな

っている実態などから照らし合わせ、吏員とその

他の職員の区分、事務吏員と技術吏員の区分を廃

止し、一律に職員として統一されるものでござい

ます。なお、地方税法上の徴税吏員、消防法上の

消防吏員については変更されず、従前のまま使用

されることとなってございます。

今回の地方自治法の改正にかかわりまして、本

町の関係条例の整理を地方自治法の一部を改正す

る法律の施行にともなう関係条例の整理に関する

条例として行うものでございます。

施行日につきましては、平成１９年４月１日と

するものでございます。

なお、この議案とは別に、本会議で改正議案を

提出しております条例につきましては、それぞれ

の議案に自治法改正による修正分をあわせて提案

させていただくものでありますので、ご了承いた

だきたいと思います。

それでは、本文に入らせていただきます。最初

に、議案第５号でございます。

上砂川町副町長定数条例。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６

１条第２項の規定に基づき、副町長の定数を１人

とする。

附則

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

次に、議案第６号でございます。地方自治法の

一部を改正する法律の施行にともなう関係条例の

整理に関する条例。

（ ）特別職の職員の給与に関する条例の一部改正

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭

和２６年上砂川町条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第２号中ウを削り、エをウとし、イを次

のように改める。

イ 副町長

別表中「助役」を「副町長」に改め 「収入役、

６３万円」を削る。

（教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部改正）

第２条 教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例（昭和３１年上砂川町条例第２４号）の一部

を次のように改正する。

第３条中「収入役」を「副町長」に改める。

（ ）上砂川町特別職報酬等審議会条例の一部改正

第３条 上砂川町特別職報酬等審議会条例（平

成１２年上砂川町条例第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。

「 、 」 「 」第２条中 助役 収入役及び を 副町長及び

に改める。

（ ）上砂川町職員の旅費に関する条例の一部改正

第４条 上砂川町職員の旅費に関する条例（昭

和３３年上砂川町条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１中「助役、収入役」を「副町長」に、

「吏員その他の職員」を「職員」に改める。

別表第２中「助役、収入役」を「副町長」に改

める。

（公法上の収入金の徴収に関する条例の一部改
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正）

第５条 公法上の収入金の徴収に関する条例

（昭和２８年上砂川町条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

第２条第２号中「委任を受けた吏員」を「委任

を受けた職員」に改める。

（上砂川町畜犬取締及び野犬掃とう条例の一部

改正）

第６条 上砂川町畜犬取締及び野犬掃とう条例

（平成４年上砂川町条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。

、 「 」第１０条 第１１条及び第１２条中 当該吏員

を「当該職員」に改める。

（上砂川町営住宅条例の一部改正）

第７条 上砂川町営住宅条例（平成９年上砂川

町条例第７号）の一部を次のように改正する。

第６５条第２項中「町吏員」を「町職員」に改

める。

（上砂川町収入役の事務の兼掌に関する条例の

廃止）

第８条 上砂川町収入役の事務の兼掌に関する

条例（平成１３年上砂川町条例第４号）は、廃止

する。

附則

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第７号

次、日程第１６、議案第７〇議長（貝沼宏幸）

号 町民保養施設等の売払いにともなう関係条例

の整理に関する条例制定について議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第７号 町民保養施設等の売払いにともなう

関係条例の整理に関する条例制定について、提案

理由を申し述べますので、ご審議くださるようお

願いをいたします。

町民保養施設等の売払いにともなう関係条例の

整理に関する条例を次のとおり制定するものとす

る。

提案理由といたしましては、町民保養施設等の

売り払いに伴い、関係条例の整理をするものであ

ること。

以下、内容の説明は助役からいたしますので、

よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）

して、議案第７号につきまして内容の説明をいた

します。

このたびの改正は、議案第４号 財産処分につ

いてご提案いたしました、町民保養施設、ふるさ

、 、と交流プラザ 日本庭園の売り払いに伴いまして

関係条例の廃止及び改正を行うものでございま

す。

町民保養施設（パンケの湯 、ふるさと交流プ）

ラザ（ロッジ 、日本庭園の３施設の処分に当た）

りまして、それぞれ町の施設としての設置等に関

して規定しております町民保養施設条例、ふるさ

と交流プラザ条例、日本庭園公園設置条例の廃止

を行いまして、また公共施設の暴力団排除に関す

る条例から３施設の規定を削除するものでござい

ます。

施行日につきましては、平成１９年４月１日と

するものでございます。

それでは、条例本文に入らせていただきます。

町民保養施設等の売払いにともなう関係条例の整

理に関する条例。

（上砂川町民保養施設条例の廃止）

第１条 上砂川町民保養施設条例（平成９年上

砂川町条例第９号）は、廃止する。
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（上砂川町ふるさと交流プラザ条例の廃止）

第２条 上砂川町ふるさと交流プラザ条例（平

成７年上砂川町条例第１４号）は、廃止する。

（上砂川町日本庭園公園設置条例の廃止）

第３条 上砂川町日本庭園公園設置条例（昭和

６０年上砂川町条例第４号）は、廃止する。

（上砂川町公共施設の暴力団排除に関する条例

の一部改正）

第４条 上砂川町公共施設の暴力団排除に関す

る条例（平成１０年上砂川町条例第１号）の一部

を次のように改正する。

第３条中第１０号から第１２号を削り、第１３

号を第１０号とし、第１４号を第１１号とする。

附則

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第８号

次、日程第１７、議案第８〇議長（貝沼宏幸）

号 上砂川町特別会計条例の一部を改正する条例

制定について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第８号 上砂川町特別会計条例の一部を改正

する条例制定について、提案理由を申し述べます

ので、ご審議くださるようお願いをいたします。

上砂川町特別会計条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、町民保養施設の売

り払いに伴い、施設の会計処理をしている保養施

設事業会計を廃止するため、本条例の一部を改正

するものであること。

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）

して、議案第８号について内容の説明をいたしま

す。

このたびの改正は、議案第４号 財産処分につ

いてにてご説明いたしましたが、保養施設などを

上砂川振興公社に売却することにより、保養施設

事業会計を廃止するものでございます。この会計

は、平成９年度に現在の町民保養施設の開設に伴

い、地方自治法及び地方財政法の規定に基づき、

特別会計により経理等の事務を処理するため設置

いたしたところでございますが、同施設等を上砂

川振興公社に売却することにより、経理事務が平

成１９年４月１日より上砂川振興公社に移行され

るため、保養施設事業会計を廃止するためのもの

でございます。

なお、この条例の改正の規定にかかわらず、平

成１８年度分の会計につきましては、出納整理期

間であります５月３１日までその効力を有するこ

ととなりますので、附則にてその旨を規定させて

いただいておるところでございます。

それでは、本文に入らせていただきます。上砂

川町特別会計条例の一部を改正する条例。

上砂川町特別会計条例（昭和３９年上砂川町条

例第１３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「、下水道事業及び保養施設事業」を

「及び下水道事業」に改める。

第２条第６号を削る。

附則

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行

する。

２ 改正後の条例の規定に基づき廃止する保養

施設事業会計に係る平成１８年度分の会計につい

ては、この条例の規定にかかわらずなおその効力

を有する。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）
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ます。

◎議案第９号

次、日程第１８、議案第９〇議長（貝沼宏幸）

号 上砂川町職員定数条例等の一部を改正する条

例制定について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第９号 上砂川町職員定数条例等の一部を改

正する条例制定について、提案理由を申し述べま

すので、ご審議くださるようお願いいたします。

上砂川町職員定数条例等の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、保養施設事業特別

会計の廃止及び地方自治法の一部改正に伴い、関

係条項を改正するものであること。

以下、内容の説明については助役からいたしま

すので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第９号の内容の説明をいたします。

このたびの改正は、町民保養施設の売り払い及

び保養施設事業特別会計の廃止に伴いまして、職

員定数条例に規定している保養施設事業特別会計

に属する職員定数（２人）の削除を行い、課設置

条例に規定する企画産業課の分掌事務のうち町民

保養施設に関するものを国民休養地に関するもの

と改めるものでございます。

それでは、本文に入らせていただきます。上砂

川町職員定数条例等の一部を改正する条例。

（上砂川町職員定数条例の一部改正）

第１条 上砂川町職員定数条例（昭和３７年上

） 。砂川町条例第３号 の一部を次のように改正する

「 、 」 「 」第１条中 助役 収入役及び を 副町長及び

に改める。

第２条第１号中「１１８人」を「１１６人」に

改め、エを削り、オをエとする。

（上砂川町課設置条例の一部改正）

第２条 上砂川町課設置条例（平成元年上砂川

町条例第１３号）の一部を次のように改正する。

第２条企画産業課の項第１２号中「町民保養施

設」を「国民休養施設」に改める。

附則

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１０号

次、日程第１９、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

０号 特別職の職員及び教育長の給与の臨時措置

に関する条例等の一部を改正する条例制定につい

て議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１０号 特別職の職員及び教育長の給与の

臨時措置に関する条例等の一部を改正する条例制

定について、提案理由を申し述べますので、ご審

議くださるようお願いをいたします。

特別職の職員及び教育長の給与の臨時措置に関

する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。

提案理由といたしましては、町行財政改革の一

環として常勤特別職の給料及び非常勤特別職の報

酬等について縮減措置を講ずるため、関係条例の

一部を改正するものであること。

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）
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して、議案第１０号につきまして内容の説明をい

たします。

このたびの改正は、町行財政改革の一環として

平成１９年４月から常勤特別職であります町長、

助役、教育長の給料、非常勤特別職であります監

査委員、教育委員の報酬の見直し、さらには特別

職、非常勤職員、消防団員等の会議出席にかかわ

ります費用弁償の廃止を行い、あわせて地方自治

法の一部改正に伴う変更を行うため、特別職の職

員及び教育長の給与の臨時措置に関する条例、特

別職の職員の報酬及び費用弁償等支給に関する条

例、附属機関構成員及び非常勤職員等の報酬及び

費用弁償条例、消防団条例の一部を改正するもの

でございます。

費用弁償につきましては、現在、町議会議員を

除く各種委員会、審議会等の委員に対しまして、

町の区域内での会議等の開催に際しまして日額

１,０００円を支給しておりますが、これを本年

４月より廃止し、支給しないこととするものでご

ざいます。特別職給料及び報酬の見直しにつきま

しては、お手元に配付してございます資料のナン

バー１をご参照いただきたいと思います。資料ナ

ンバー１につきましては、平成１９年４月、特別

職給料・報酬改定資料ということでございます。

町長、助役、教育長の給料につきましては、臨時

措置条例を制定し、平成１７年４月から減額、削

減措置を講じており、平成１９年１月に削減率を

上乗せいたしまして、現在は町長２３％、助役、

教育長１７％の削減を行っているところでござい

ますが、本年４月から平成２０年１２月までの臨

時措置給与額を町長で３０％、助役、教育長で２

５％削減した額とするものでございます。監査委

員及び教育委員の報酬額につきましては、本年１

月に町職員の独自削減分と同率の１０％の額を減

ずる改定をいたしましたが、再度見直しを図りま

して、現時点で空知管内１５町の中での最低額と

すべく、金額の改定をするものでございます。

施行日は、平成１９年４月１日とするものでご

ざいます。

資料の下段には、先ほど発議第１号にて提案さ

れました議会議員の報酬改定につきまして参考に

記載してございます。裏面に空知管内１５町の特

別職の給料、報酬についての月額と順位を調べた

資料を提出しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。この資料は、平成１９年１月現在

における町特別職の給料、監査委員、教育委員及

び議会議員の報酬額の状況と高額からの順位を表

にまとめたものでございます。町長の給料月額が

空知１５町の中で一番低いのは南幌町の６３万

３,０００円、最高額となるのが栗山町の８８万

３,０００円となっております。本町の町長の給

料につきましては、現在６６万８,０００円で、

空知１５町中１４番目の順位に位置しております

が、表の一番下の欄に記載しております今回の改

定後は６０万７,０００円となりまして、南幌町

を下回り、空知１５町中の最低額となる見込みで

ございます。以下同様に、助役、教育長につきま

しては現在１４番目が改定後最低額に、監査委員

の学識経験委員は現在５番目が改定後に秩父別町

と並んで最低額に、議会選出委員につきましても

現在１４番目が最低額に、教育委員長につきまし

ては現在８番目が最低額に、教育委員につきまし

ても現在３番目が改定後は、これも秩父別と並ぶ

最低額になるものでございます。議会議員につき

ましては、現在の１３番から１４番目が改定後は

すべて最低額となる見込みでございます。

特別職の給与及び報酬につきましては、今後も

他市町の状況や本町の財政状況を見きわめながら

見直しの検討をしてまいりたいと考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

それでは、本文に入らせていただきます。特別

職の職員及び教育長の給与の臨時措置に関する条

例等の一部を改正する条例。

（特別職の職員及び教育長の給与の臨時措置に

関する条例の一部改正）

第１条 特別職の職員及び教育長の給与の臨時
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措置に関する条例（平成１７年上砂川町条例第４

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「助役」を「副町長」に改める。

第３条第１項第１号中「６６万８,０００円」

を「６０万７,０００円」に改め、同項第２号中

「助役」を「副町長」に 「５８万円」を「５２、

万４,０００円」に改め、同項第３号中「５２万

３,０００円」を「４７万２,０００円」に改め、

同条第２項中「平成１９年１月」を「平成１９年

４月」に改める。

（特別職の職員の報酬及び費用弁償等支給に関

する条例の一部改正）

第２条 特別職の職員の報酬及び費用弁償等支

（ ）給に関する条例 昭和２６年上砂川町条例第６号

の一部を次のように改正する。

第４条第３項を削る。

第８条中「、会議」を削る。

別表（第３条関係）監査委員の項中「５万４,

９００円」を「４万５,０００円」に 「３万８,、

７００円」を「３万７,０００円」に改め、同表

教育委員の項中「４万５,０００円」を「３万３,

０００円」に改める。

（上砂川町附属機関構成員及び非常勤職員等の

報酬及び費用弁償条例の一部改正）

第３条 上砂川町附属機関構成員及び非常勤職

員等の報酬及び費用弁償条例（昭和３１年上砂川

町条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第４条第３項を削る。

第７条中「、会議」を削る。

（上砂川町消防団条例の一部改正）

第４条 上砂川町消防団条例（平成元年上砂川

町条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第１４条第２項を削る。

附則

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１１号

日程第２０、議案第１１号〇議長（貝沼宏幸）

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１１号 一般職の職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について、提案理由を

申し述べますので、ご審議くださるようお願いを

いたします。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、町行財政改革の一

環として、一般職の職員の給与についての削減を

行い、あわせて国家公務員に準じた扶養手当の改

正を行うため、本条例の一部を改正するものであ

る。

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第１１号につきまして内容の説明をいたします。

このたびの改正は、平成１９年４月１日から、

人事院勧告に基づきます国家公務員の給与改正に

準じた本町職員の扶養手当の改定、さらには町行

財政改革の一環として、当分の間、本町独自の給

与削減措置を行うものでございます。

初めに、扶養手当の改定でございますが、少子

化対策が国全体で取り組まれている中で、扶養手

当における３人目以降の子と２人目までの子の手

当額の差を改める必要があるとして、国家公務員

の扶養手当が改正されることから、本町職員の扶

養手当につきましても本年４月から、国家公務員

に準じ、３人目以降の子などの支給月額を現行の
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５,０００円から、２人目までの手当額と同額の

６,０００円とし、月額で１,０００円引き上げる

ものでございます。

次に、職員給与の独自削減でございますが、行

財政改革の一環として、本町独自の給与抑制措置

を講ずるものでございます。一般職の職員の給料

につきましては、現在１０％の削減を行ってござ

、 、いますが この削減率にさらに１０％を追加して

本年４月から職員の給料を２０％の削減とするも

のでございます。職員の給与の独自削減につきま

しても、当分の間としてございますが、今後の財

政状況に応じて見直しを検討してまいりたいと考

えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

それでは、本文でございます。一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例。

一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年

上砂川町条例第４号）の一部を次のように改正す

る。

第８条第３項中 のうち２人まで を削り そ「 」 、「

れぞれ」を「１人につき」に改め 「、その他の、

扶養親族については１人につき５,０００円」を

削る。

附則第３項中「１００分の１０」を「１００分

の２０」に改める。

附則

、 。この条例は 平成１９年４月１日から施行する

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１２号

次、日程第２１、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

２号 上砂川町税条例の一部を改正する条例制定

について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１２号 上砂川町税条例の一部を改正する

、 、条例制定について 提案理由を申し述べますので

よろしくご審議くださるようお願いいたします。

上砂川町税条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。

提案理由といたしましては、行財政改革の一環

として軽自動車税の税率引き上げと地方自治法の

一部改正に伴う関係規定を整備するため、本条例

の一部を改正するものであること。

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）

して、議案第１２号について内容の説明をいたし

ます。

お手元に配付してございます資料ナンバー２の

軽自動車税の税率の引き上げ案をご参照いただき

たいと思います。このたびの条例改正は、第３次

行財政改革による歳入確保の一環として軽自動車

税の税率を引き上げることにするものでございま

す。税率を定めるに当たりましては、標準税率を

１.０といたしまして、その１.２倍が限度という

制限税率がありましたが、地方税法の改正で平成

１８年度分からこれが１.５倍に引き上げられた

ところでございます。これを受けまして、税収確

保のため、隣接の歌志内市を初め、全国的にも制

限税率である１.５倍を視野にした見直しが今後

加速されることが予想されるところでございま

す。本町の軽自動車税の現行税率は標準税率を採

用しており、このたびの見直しに当たっては、急

激な負担増を緩和する観点から、１.５倍ではな

く旧制限税率の１.２倍を限度として引き上げる

ものでございます。

上段の表をご参照願います。車種別ごとの現行

税率、改定案税率、引き上げ額及び引き上げ率を

記載してございます。登録台数の比較的多いもの
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を抜粋し、説明させていただきますと （１）の、

原動機付自転車、１行目の５０cc以下のバイク等

の場合、年税額が１,０００円を１,２００円と２

００円の引き上げ （２ 、アの軽自動車、５行、 ）

目の乗用軽自動車の場合、年税額が７,２００円

を８,６００円と１,４００円の引き上げ、７行目

の貨物用軽自動車の場合、年税額４,０００円を

４,８００円と８００円の引き上げで、いずれも

引き上げ率は２０％となるものでございます。

施行日につきましては、平成１９年４月１日と

いたしまして、１９年度分の軽自動車税から適用

となるものでございます。

なお、参考といたしまして、下段の表に近隣市

町の税率の状況を掲載してございます。市につき

ましては、既に改定または今後改定予定というこ

とでございまして、町につきましては標準税率が

多いという現在の状況でございますが、さきに申

し上げましたとおり近隣市町におきましても今後

見直しが進むと予想されるものでございます。

それでは、条例本文にまいります。上砂川町税

条例の一部を改正する条例。

上砂川町税条例（昭和２５年上砂川町条例第１

３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「町吏員」を「町職員」に改め

る。

第８２条第１号ア中「１,０００円」を「１,２

００円 に改め 同号イ中 １,２００円 を １,」 、 「 」 「

４００円」に改め、同号ウ中「１,６００円」を

「 」 、 「 」１,９００円 に改め 同号エ中 ２,５００円

を「３,０００円」に改め、同条第２号ア中「２,

」 「 」 、「 」４００円 を ２,８００円 に ３,１００円

を「３,７００円」に 「５,５００円」を「６,、

」 、「 」 「 」６００円 に ７,２００円 を ８,６００円

に 「３,０００円」を「３,６００円」に 「４,、 、

０００円」を「４,８００円」に改め、同号イ中

「１,６００円」を「１,９００円」に 「４,７、

００円」を「５,６００円」に 「４,０００円」、

を「４,８００円」に改める。

附則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成１９年４月１日から

施行する。

（経過措置）

第２条 改正後の上砂川町税条例の規定は、平

成１９年度以後の年度分の軽自動車税について適

用し、平成１８年度分までの軽自動車税について

は、なお従前の例による。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１３号

次、日程第２２、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

３号 上砂川町手数料条例の一部を改正する条例

制定について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１３号 上砂川町手数料条例の一部を改正

する条例制定について、提案理由を申し述べます

ので、ご審議くださるようお願いいたします。

上砂川町手数料条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。

提案理由といたしましては、行財政改革の一環

としての各種手数料の引き上げと旧ホームヘルプ

サービス手数料削除等の関係規定を整備するた

め、本条例の一部を改正するものであること。

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めてまいりますが、本

件の条例本文の内容は相当量となっておりますの

、 、で 読み上げについては省略したいと思いますが

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
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異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

それでは、助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第１３号について内容の説明をいたします。

お手元に配付してございます資料ナンバー３を

ごらんいただきたいと思います。このたびの改正

は、１の理由のとおり、第３次行財政改革による

各種利用料金の見直しに準じ、住民票の交付手数

料や諸証明の交付手数料につきまして平成１９年

４月から改定することとし、近隣市町と同水準と

するものでございます。２の見直しの対象と見直

しの件数でございますが、大部分は平成１０年４

月に改定して以後改定していないものでございま

して、全８１件の手数料のうち、戸籍手数料や消

防法の許認可手数料等のように国、道から基準額

が示されているものを除いた２７件について見直

し対象とし、検討したところでございます。結果

といたしまして、１６件を今回引き上げるもので

ございます。引き上げ率の平均は、突出の登録免

許税軽減該当家屋証明を除き、４２％程度となる

ものでございます。

裏面の各種手数料改定（案）一覧表をご参照い

ただきたいと思います。見直しの対象といたしま

した２７件の一覧表でございまして、中ほどの列

に上砂川町の欄があり、現行と改定案の金額を記

載しておりますが、改定案の横線は改定しないと

いう表示でございます。１番から５番までの住民

票関係では、２００円を３５０円とする１番の閲

、 、覧手数料以外 ２００円を３００円とするもので

。 、引き上げ率は５５％でございます ８番から９番

そして１２番の外国人登録関係と印鑑登録証明

、 。は ３００円を４００円とするものでございます

１３番の家屋登記の際の登録免許税の軽減に該当

する旨の家屋証明は、３００円から１,３００円

と引き上げ率が３倍強と突出するものですが、こ

れにつきましても近隣市町に合わせるものでござ

います。１４番から２３番の課税証明書等の諸証

明は、３００円を４００円といたしまして、引き

上げ率については３３％になるものでございま

。 、 、す ２２番目の居住に関する証明は 他市町同様

次の２３番のその他諸証明に含めるため、２００

円が４００円となるところでございます。

資料の方にお戻りいただきたいと思いますが、

このたびの条例改正に合わせまして、資料の３番

に記載のとおり、①の住民基本台帳閲覧の単位を

１世帯から１件へ実質人数単位に改めること、二

つ目に②の主に非居住であったことを証明するた

めの居住に関する証明をその他の証明に包含する

ことの２点については、他市町と同様とするもの

でございます。③は、別表中で引用しております

法律名について、法改正により改めるものでござ

います。④のホームヘルプサービス手数料につき

ましては、介護保険適用外の高齢者や身体障害者

のホームヘルプサービスを想定いたしまして、介

護保険制度発足後も暫定的に存続させていたもの

でございますが、終了させるものでございます。

以上が内容の説明でございますが、議長のお取

り計らいによりまして、条例本文の読み上げにつ

きましては省略させていただきます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１４号

次、日程第２３、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

４号 空知中部広域連合規約の一部を改正する規

約について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１４号 空知中部広域連合規約の一部を改

正する規約について、提案理由を申し述べますの

で、ご審議くださるようお願いいたします。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９

１条の３第１項の規定により、空知中部広域連合

規約の一部を次のとおり改正する。

提案理由といたしましては、地方自治法の一部
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を改正する法律の施行等に伴い、規約の一部を改

正するものであること。

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第１４号につきまして内容の説明をいたします。

このたびの議案は、地方自治法の一部を改正す

る法律の平成１９年４月１日施行に伴いまして、

空知中部広域連合の関連規定につきまして規約変

更を行うため、広域連合構成市町の議会議決を求

めるものでございます。

各一部事務組合の規約改正につきましては、各

組合においての北海道への規約変更手続、各組合

議会のスケジュールの都合上、昨年１２月の定例

議会におきまして議決をいただいたところでござ

いますが、広域連合の規約につきましては道への

規約変更手続後の連合議会での議決が必要ないと

されておりますことから、３月、本議会での議決

をお願いするものでございます。

今回の地方自治法の一部改正の内容につきまし

ては、先ほど議案第５号及び第６号にて説明をさ

せていただきました町の関係条例について、助役

を副町長に変更する等の改正議案を提出したとこ

ろでございますが、空知中部広域連合におきまし

ては現規約で連合長、副連合長、助役の規定を設

けておりますが、現在助役が空席であることから

廃止をすることとし、かわりまして現在連合長が

行っております会計事務を行う会計管理者を置く

こととする改正でございます。

それでは、本文に入らせていただきます。空知

中部広域連合規約の一部を改正する規約。

（ ）空知中部広域連合規約 平成１０年規約第１号

の一部を次のように改正する。

第１１条中「助役」を「会計管理者１人」に改

め、同条に次の１項を加える。

２ 副広域連合長は、広域連合長を補佐し、広

域連合長に事故があるとき、又は広域連合長が欠

けたときは、その職務を代理する。

第１２条第４項を次のように改める。

４ 会計管理者は、関係市町の会計管理者のう

ちから広域連合長が命ずる。

第１３条中「、副広域連合長及び助役」を「及

び副広域連合長」に改め 「及び助役」を削る。、

第１４条中「吏員その他の」を削る。

附則

、 。この規約は 平成１９年４月１日から施行する

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４３分

再開 午後 １時００分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

◎議案第１５号

日程第２４、議案第１５号〇議長（貝沼宏幸）

平成１８年度上砂川町一般会計補正予算（第７

号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１５号 平成１８年度上砂川町一般会計補

正予算（第７号）について、提案理由を申し述べ

ますので、ご審議くださるようお願いをいたしま

す。

予算書本文をご参照願いたいと思います。平成

（ ） 、１８年度上砂川町一般会計補正予算 第７号 は

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１６億９,６００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６２億５９万円とす
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る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

（地方債の補正）

「 」第２条 地方債の変更は 第２表 地方債補正

による。

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）

して、議案第１５号について内容の説明をいたし

ます。

２ページをごらんください。第１表、歳入歳出

予算補正。１、歳入、１款町税５０３万８,００

０円の減額で、１億６,４９４万３,０００円とな

ります。

１項町民税１４７万１,０００円の減額で、６,

６４７万円となります。

、２項固定資産税２４０万９,０００円の減額で

６,３０６万３,０００円となります。

４項町たばこ税７０万円の減額で、２,５１２

万７,０００円となります。

５項鉱産税２１万６,０００円の減額で、６９

万９,０００円となります。

６項入湯税２４万２,０００円の減額で、５１

０万８,０００円となります。

８款地方特例交付金１１５万５,０００円の減

額で、２８４万５,０００円となります。

１項地方特例交付金、同額でございます。

９款地方交付税５,０３０万８,０００円の追加

で、１５億７,０３０万８,０００円となります。

１項地方交付税、同額です。

１０款交通安全対策特別交付金７４万８,００

０円の減額で、２５万２,０００円となります。

１項交通安全対策特別交付金、同額でございま

す。

１１款分担金及負担金１９万８,０００円の追

加で、１,１９７万９,０００円となります。

１項負担金、同額です。

、１２款使用料及手数料１,２７４万円の減額で

２億２,７７５万６０００円となります。

１項使用料６４９万５,０００円の減額で、１

億９,４０９万９,０００円となります。

３項証紙収入６２４万５,０００円の減額で、

２,９９５万２,０００円となります。

１３款国庫支出金４０８万３,０００円の減額

で、７,５０５万円となります。

、１項国庫負担金３７６万６,０００円の減額で

５,９８８万２,０００円となります。

２項国庫補助金３１万７,０００円の減額で、

１,２９１万１,０００円となります。

、１４款道支出金４３４万９,０００円の減額で

８,２１９万６,０００円となります。

１項道負担金１４９万４,０００円の減額で、

６,３４５万６,０００円となります。

２項道補助金２８０万円の減額で、１,４５４

万円となります。

３項道委託金５万５,０００円の減額で、４２

０万円となります。

１５款財産収入１５億２,２５５万８,０００円

の追加で、１５億４,４９７万９,０００円となり

ます。

、１項財産運用収入４６万７,０００円の減額で

２,１９２万３,０００円となります。

２項財産売払収入１５億２,３０２万５,０００

円の追加で、１５億２,３０５万６,０００円とな

ります。

１６款寄附金３００万円の追加で ３００万１,、

０００円となります。

１項寄附金、同額です。

１７款繰入金３,３１７万６,０００円の追加
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で、４億７,３１７万６,０００円となります。

１項基金繰入金３,０００万円の追加で、４億

７,０００万円となります。

２項特別会計繰入金３１７万６,０００円の追

加で、３１７万６,０００円となります。

１８款諸収入２億５,２０７万７,０００円の減

、 。額で １４億１,２００万９,０００円となります

２項町預金利子１０万円の減額でございます。

３項貸付金元利収入２８０万円の減額で、２,

０３５万８,０００円となります。

４項雑入２億４,９１７万７,０００円の減額

で、１３億９,１６４万円となります。

１９款町債３億５,８８０万円の追加で、４億

８,７８０万円となります。

１項町債、同額です。

２０款繰越金８１５万円の追加で、３,７８９

万６,０００円となります。

１項繰越金、同額です。

歳入合計が１６億９,６００万円の追加で、６

２億５９万円でございます。

２、歳出、１款議会費２７万７,０００円の減

額で、４,００５万円となります。

１項議会費、同額でございます。

２款総務費１億６,４６９万６,０００円の減額

で、２億５９２万５,０００円となります。

１項総務管理費１億６,４６６万９,０００円の

、 。減額で １億９,６９１万５,０００円となります

５項統計調査費５万６,０００円の減額で、２

８万３,０００円となります。

６項監査委員費２万９,０００円の追加で、１

３６万６,０００円となります。

３款民生費２,２７７万５,０００円の減額で、

６億２６２万９,０００円となります。

１項社会福祉費２,１０９万３,０００円の減額

で、５億６,３４１万２,０００円となります。

、２項児童福祉費１６８万２,０００円の減額で

３,８６４万６,０００円となります。

４款衛生費６４１万６,０００円の追加で、２

億１,０５５万４,０００円となります。

、１項保健衛生費７６９万１,０００円の追加で

９,２０２万７,０００円となります。

２項清掃費１２７万５,０００円の減額で、１

億１,８５２万７,０００円となります。

７款商工費１５億５,１８８万円の追加で、１

６億２,４５０万２,０００円となります。

１項商工費、同額です。

８款土木費９３０万２,０００円の追加で、２

億６,４６０万９,０００円となります。

、１項土木管理費９３０万２,０００円の追加で

１億４,５３７万円となります。

９款消防費７万９,０００円の減額で、１億３,

２３８万５,０００円となります。

１項消防費、同額です。

１０款教育費８１万６,０００円の減額で、８,

１９３万６,０００円となります。

１項教育総務費１２万４,０００円の減額で、

５８２万１,０００円となります。

３項中学校費４８万４,０００円の減額で、３,

３１７万７,０００円となります。

４項社会教育費２０万８,０００円の減額で、

７２７万１,０００円となります。

１２款公債費３億１,７０４万５,０００円の追

加で、２６億６８０万９,０００円となります。

１項公債費、同額です。

歳出合計が１６億９,６００万円の追加で６２

億５９万円となります。

第２表、地方債補正。１、変更、起債の目的、

補正前限度額、補正後限度額。臨時財政対策、１

億１,７８０万円、１億１,５６０万円。

次に、事項別明細書、１２ページの歳出でござ

います。このたびの補正につきましては、いずれ

も３月補正ということで精査となるものでござい

ますので、追加補正となるものを中心に減額の大

きいもののみ説明させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。

３、歳出、議会費、議会費、１目議会費２７万
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、 。７,０００円の減額で ４,００５万円となります

１節の報酬１２万円の追加は、議会構成がえによ

る経費を見込み、計上したものでございます。

総務費、総務管理費、１目一般管理費５,０２

５万５,０００円の追加で、９,３８５万１,００

０円となります。１３節委託料につきましては、

温泉施設等を振興公社へ売却するための不動産鑑

定委託料でございます。次の２５節積立金は、減

債基金５,０００万円の積み立てが主なものでご

ざいまして、温泉施設の売却に伴う平成１９年度

への繰上償還の財源とするべき積み立てでござい

ます。

２目文書広報費２００万円の追加で、８３９万

８,０００円となります。

４目会計管理費２５万円の減額で １３２万９,、

０００円となります。

５目財産管理費５０万円の追加で、５,６１７

万４,０００円となります。需用費の庁舎修繕で

ございますが、平成１９年４月実施予定の夜間警

備機器導入に伴う修繕料の計上でございます。

９目諸費３０万円の追加で、４２１万７,００

０円となります。３月末退職予定の嘱託員１名分

の退職功労金でございます。

１０目町民センター管理費２５万５,０００円

の減額で、１,５９８万２,０００円となります。

１１目地域振興費２億１,７２１万９,０００円

の減額で、６９２万１,０００円となります。負

担金でございます。空知産炭地域総合発展機構負

担金につきまして、昨年１２月におきまして一括

返済されておりますので、当初計上の２億１,９

２１万９,９００円について減額するものでござ

。 、います 中央バス路線維持助成金につきましては

例年どおりの助成措置でございます。

総務費 統計調査費 １目諸統計調査費５万６,、 、

０００円の減額で、２８万３,０００円となりま

す。

総務費、監査委員費、１目監査委員費２万９,

０００円の追加で、１３６万６,０００円となり

ます。報酬の追加につきましては、構成がえによ

る経費を見込み、計上するものでございます。

民生費、社会福祉費、１目社会福祉総務費８６

０万６,０００円の減額で、２億１,４１２万４,

０００円となります。１９節でございます。１５

９万追加、地域生活支援事業等々の精査、追加で

ございます。２０節の扶助費につきましても、身

体障害者補装具給付事業等々の精査でございま

す。

２目へまいります。老人福祉費６６３万１,０

００円の減額で、７,９８８万８,０００円となり

ます。すべて精査でございますが、１９節の負担

金補助及交付金６２４万７,０００円の減額が主

なものでございます。老人保健の広域連合負担金

で、医療費減による返還が生じて減額となったも

のでございます。

４目でございます。特別養護老人ホーム費１４

９万５,０００円の減額で、１億３,４１４万２,

０００円となります。需用費の賄い材料費等、単

価見直しによる精査でございます。なお、１８節

の備品購入費につきましては、エアマット２台更

新のための予算措置でございます。

６目デイサービスセンター費５７万円の追加

で、２,１０６万１,０００円となります。精査で

ございます。

、７目介護保険費２８４万５,０００円の減額で

７,９９４万９,０００円となります。

８目地域包括支援センター費２０８万６,００

０円の減額で、２,３１２万８,０００円となりま

す。

民生費、児童福祉費、１目児童福祉総務費２０

万円の減額で、２,６０６万５,０００円となりま

す。

、２目の保育所費１４８万２,０００円の減額で

１,２５８万１,０００円となります。園児数減少

等による精査でございます。

衛生費、保健衛生費、１目保健衛生総務費６９

１万３,０００円の追加で、６,９７８万８,００
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０円となります。各特別会計への繰出金でござい

ます。

２目予防費５８万円の減額で、１,１１０万６,

０００円となります。

３目の環境衛生費１３５万８,０００円の追加

で、１,１１３万３,０００円となります。需用費

の修繕料で下鶉共同浴場の燃料管等の修繕計上で

ございます。

衛生費、清掃費、２目じん芥処理費８４万７,

０００円の減額で、７,６７３万６,０００円とな

ります。ごみ処分量減による精査です。

３目し尿処理費４２万８,０００円の減額で、

４,１５６万３,０００円となります。し尿、汚水

処理量の減少等々に伴います精査でございます。

商工費、商工費、１目商工振興費２９２万円の

減額で、３,６５１万６,０００円となります。新

規事業が生じなかったというようなことから、貸

付金の中小企業融資原資預託金２８０万円の減額

が主なものでございます。

２目の企業開発費１１億３,９８０万円の追加

で、１１億５,０１３万３,０００円となります。

誘致企業補助金につきまして精査をいたしますと

ともに、振興公社がパンケの湯等町有財産を購入

し、健康づくりプロジェクトを進めることから、

空知総合発展基金の取り崩し金を原資として１１

億４,０００万円について振興公社へ助成するも

のでございます。

３目へまいります。観光費４億１,５００万円

の追加で、４億３,７８５万３,０００円となりま

す。２４節の投資及出資金でございますが、３億

、 。８,０００万 振興公社への増資分でございます

このたびの措置によりまして、公社の資本金は４

億６,４９５万円となるものでございます。２８

節の繰出金につきましては、町有財産売り払いに

かかわります振興公社負担の公租公課について本

会計を通して助成するものでございます。

土木費、土木管理費、１目土木総務費９３０万

２,０００円の追加で、１億４,５３７万円となり

ます。各特別会計への繰出金です。

消防費、消防費、２目非常備費３０万９,００

、 。０円の減額で ７９６万５,０００円となります

３目消防施設費２３万円の追加で １１５万７,、

０００円となります。庁舎ボイラーの修繕料の追

加でございます。

教育費、教育総務費、２目事務局費１２万４,

０００円の減額で、４１４万９,０００円となり

ます。

教育費、中学校費、１目学校管理費２３万４,

０００円の減額で、２,４２３万７,０００円とな

ります。

２目教育振興費２５万円の減額で、８９４万円

となります。

教育費、社会教育費、２目公民館費２０万８,

０００円の減額で、３２６万８,０００円となり

ます。

公債費、公債費、１目元金２億８,８１２万円

の追加で、２４億６,９９３万８,０００円となり

ます。パンケの湯等町有財産の公社への売り払い

に伴う財務局への長期繰上償還金の追加でござい

ます。

２目利子２,８９２万５,０００円の追加で、１

億３,６６９万３,０００円となります。これにつ

きましても、発展基金の一括返済により長期債の

償還利子１,６９２万５,０００円を追加いたしま

すとともに、繰上償還に伴う補償金７００万円等

を追加するものでございます。

、 、 。 、 、次に ７ページ 歳入でございます ２ 歳入

町税、町民税、１目個人１６１万３,０００円の

追加で、５,５４１万８,０００円となります。所

得割の追加です。

２目法人３０８万４,０００円の減額で、１,１

０５万２,０００円となります。精査でございま

す。

町税、固定資産税、１目固定資産税２３６万円

の減額で、６,２１７万７,０００円となります。

２目国有資産等所在市町村交付金及納付金４万
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９,０００円の減額で、８８万６,０００円となり

ます。

町税、町たばこ税、１目町たばこ税７０万円の

減額で、２,５１２万７,０００円となります。

町税、鉱産税、１目鉱産税２１万６,０００円

の減額で、６９万９,０００円となります。

町税、入湯税、１目入湯税２４万２,０００円

の減額で、５１０万８,０００円となります。

地方特例交付金、地方特例交付金、１目地方特

例交付金１１５万５,０００円の減額で、２８４

万５,０００円となります。

地方交付税でございます。地方交付税、１目地

方交付税５,０３０万８,０００円の追加で、１５

億７,０３０万８,０００円となります。普通交付

税につきまして、交付決定額の差額で８,５３０

万８,０００円を追加いたしまして、特別交付税

で当初より２０％減の３,５００万円を減額する

ものでございます。

交通安全対策特別交付金、交通安全対策特別交

付金、１目交通安全対策特別交付金７４万８,０

、 。００円の減額で ２５万２,０００円となります

分担金及負担金、負担金、１目民生費負担金１

９万８,０００円の追加で、１,１９７万９,００

０円となります。

使用料及手数料、使用料、４目土木使用料６１

８万４,０００円の減額で、１億９,０９２万円と

なります。公営住宅等空戸発生による精査でござ

います。

５目教育使用料３１万１,０００円の減額で、

１５９万９,０００円となります。

使用料及手数料、証紙収入、１目証紙収入６２

４万５,０００円の減額で、２,９９５万２,００

０円になります。し尿、ごみともに、処理量減の

精査です。

国庫支出金、国庫負担金、１目民生費負担金３

７６万６,０００円の減額で、５,９２３万８,０

００円となります。１節の社会福祉費負担金で、

障害者自立支援費等の対象者の異動により精査を

するものでございます。

国庫支出金、国庫補助金、１目民生費補助金３

１万７,０００円の減額で、７２５万９,０００円

となります。

道支出金へまいります。道負担金、１目民生費

負担金１４９万４,０００円の減額で、６,２６７

万６,０００円となります。精査でございます。

道支出金、道補助金、２目民生費補助金２８０

、 。万の減額で １,４３７万２,０００円となります

精査でございます。

道支出金 道委託金 １目総務費委託金５万５,、 、

０００円の減額で、４１６万３,０００円となり

ます。

財産収入でございます。財産運用収入、１目財

産貸付収入５６万４,０００円の減額で、２,１８

２万４,０００円となります。

２目利子及配当金９万７,０００円の追加で、

９万８,０００円となります。

財産収入、財産売払収入、２目不動産売払収入

１５億２,３０２万５,０００円の追加で、１５億

２,３０２万６,０００円となります。１節土地売

払収入１億４,９０２万５,０００円の追加につき

ましては、町有地売り払い、個人向け住宅用地４

、件分で３０２万５,０００円を追加いたしまして

町有地施設等、振興公社への売り払いといたしま

して１４億６,０００万円で振興公社へ売却する

ものでございます。２節の建物売払収入につきま

して１３億７,４００万円でございますが、土地

売り払い同様、パンケの湯とスキー場ロッジ等を

振興公社へ売却するものでございます。

寄附金でございます。寄附金、１目一般寄附金

３００万円の追加で、３００万１,０００円とな

ります。１０件の寄附金についての計上でござい

ます。

繰入金、基金繰入金、１目基金繰入金３,００

、 。０万円の追加で ４億７,０００万円となります

財政調整基金繰入金につきまして、発展基金の一

括返済財源として自助努力分３億円の捻出に当た
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っての最終事務処理でございます。これにより、

財政調整基金はすべて支消となるものでございま

す。

繰入金、特別会計繰入金、１目特別会計繰入金

３１７万６,０００円の追加でございます。老人

保健施設特別会計より、歳入超過分について繰り

入れするものでございます。

諸収入、町預金利子、１目町預金利子１０万円

の減額でございます。

諸収入、貸付金元利収入、１目中小企業融資資

金貸付金収入２８０万円の減額で、１,３７０万

。 。円となります 歳出と連動する精査でございます

諸収入、雑入、５目雑入２億４,９１７万７,０

００円の減額で、１３億９,１６３万６,０００円

となります。介護サービス収入等々につきまして

精査をいたしますとともに、空知中部広域連合老

人保健負担金前年度精算金で９００万３,０００

円の精算還付を受けるものでございます。空知産

炭地域総合発展基金助成金１１億４,０００万円

の追加は、歳出でも説明いたしましたが、パンケ

の湯等の施設売却１５億２,０００万円に対する

４分の３の基金取り崩しによる助成金でございま

す。空知産炭地域総合発展基金運用収入につきま

しては、当初計上してございました２億５,００

０万円について減額をするものでございます。歳

入不足補てん収入１１億４,４００万円の減額に

つきましては、昨年１１月の臨時議会で一括返済

に当たり財源措置をしたものでございますが、基

金取り崩し確定により、全額減額するものでござ

います。空知産炭地域振興事業助成金、これにつ

きましても基金取り崩しということで２７０万円

を減額するものでございます。

町債、町債、１目総務債２２０万円の減額で、

１億１,６９０万円となります。臨時財政対策債

の精査でございます。

３目商工債３億６,１００万円の追加で、３億

６,１００万円となります。振興公社への３億８,

０００万の出資に当たりまして、道の振興基金を

充当するということで計上したものでございま

す。

繰越金、繰越金、１目繰越金８１５万円の追加

で、３,７８９万６,０００円となります。このた

びの追加により、全額計上となるものでございま

す。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１６号

次、日程第２５、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

６号 平成１８年度上砂川町国民健康保険特別会

計（事業勘定）補正予算（第１号）について議題

といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１６号 平成１８年度上砂川町国民健康保

険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）につ

いて、提案の理由を申し述べますので、ご審議く

ださるようお願いいたします。

予算書本文をご参照ください。平成１８年度上

砂川町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ６７２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億４,０８７万９,０

００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）
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わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第１６号に〇助役（貝田喜雄）

つきまして内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、１款国民健康保険税１,４１４

万８,０００円の減額で、１億６,９２６万６,０

００円となります。

１項国民健康保険税、同額です。

３款繰入金６２万６,０００円の減額で、５,０

０９万５,０００円となります。

１項一般会計繰入金、同額でございます。

４款諸収入２,１５０万１,０００円の追加で、

２,１５０万６,０００円となります。

２項雑入、２,１５０万１,０００円の追加で、

２,１５０万４,０００円となります。

歳入合計が６７２万７,０００円の追加で、２

億４,０８７万９,０００円となります。

２、歳出、１款総務費６７２万７,０００円の

、 。追加で ２億４,０７２万４,０００円となります

１項総務管理費６７２万７,０００円の追加で、

２億４,００２万７,０００円となります。

歳出合計が６７２万７,０００円の追加で、２

億４,０８７万９,０００円となります。

事項別明細書、５ページ、歳出でございます。

３、歳出、総務費、総務管理費、１目一般管理費

６７２万７,０００円の追加で、２億４,００２万

７,０００円となります。１９節の負担金補助及

交付金４,３２７万３,０００円の減額は、空知中

部広域連合分賦金の減額でございまして、医療費

の減少に伴うものでございます。積立金５,００

０万円の追加は、分賦金の減額ほか、歳入を受け

る連合からの前年度精算還付金が生じたため、基

金へ積み立てるものでございます。

４ページ、歳入でございます。２、歳入、国民

健康保険税、国民健康保険税、１目一般被保険者

国民健康保険税９０５万３,０００円の減額で、

１億１,６８８万円となります。１節医療給付費

分現年課税分、対象世帯、人員と所得の減による

ものでございます。３節の医療給付費分滞納繰越

分につきましては、２３２万円の追加となります

が、収納対策強化によるものでございます。

２目退職被保険者等国民健康保険税５０９万

５,０００円の減額で、５,２３８万６,０００円

となります。それぞれ課税対象者の所得の減によ

るものでございます。

繰入金、一般会計繰入金、１目一般会計繰入金

６２万６,０００円の減額で、５,００９万５,０

００円となります。

諸収入、雑入、３目雑入２,１５０万１,０００

、 。円の追加で ２,１５０万２,０００円となります

空知中部広域連合の前年度精算還付分でございま

す。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１７号

次、日程第２６、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

７号 平成１８年度上砂川町土地開発造成事業特

別会計（事業勘定）補正予算（第１号）について

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１７号 平成１８年度上砂川町土地開発造

成事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）

について、提案理由を申し述べますので、ご審議

くださるようお願いいたします。

予算書本文をご参照ください。平成１８年度上

砂川町土地開発造成事業特別会計（事業勘定）補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入予算の補正）

第１条 歳入予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入予算の金額は 「第、

１表 歳入予算補正」による。

平成１９年３月９日提出
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北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役から説明

いたしますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第１７号について内容の説明をいたします。

。 、２ページをごらんください このたびの補正は

歳入予算の組み替えとなるものでございます。

第１表、歳入予算補正。１、歳入、１款財産収

入１,４９０万５,０００円の減額でございます。

１項財産売払収入、同額でございます。

２款繰入金１,４９０万５,０００円の追加で、

２,５２８万１,０００円となります。

１項他会計繰入金、同額でございます。

歳入合計は、２,５２８万１,０００円となりま

す。

事項別明細書、３ページでございます。２、歳

入、財産収入、財産売払収入、１目宅地売払収入

１,４９０万５,０００円の減額でございます。当

初予算におきまして１０区画分を計上してござい

ましたが、未売却ということで１,４９０万５,０

００円全額減額するものでございます。

繰入金 他会計繰入金 １目一般会計繰入金１,、 、

４９０万５,０００円の追加で、２,５２８万１,

０００円となります。宅地売払収入の減にかえま

して、一般会計繰入金により収支の均衡を図るも

のでございます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１８号

次、日程第２７、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

８号 平成１８年度上砂川町立診療所事業特別会

（ ） 。計補正予算 第２号 について議題といたします

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１８号 平成１８年度上砂川町立診療所事

業特別会計補正予算（第２号）について、提案理

由を申し述べますので、ご審議くださるようお願

いいたします

予算書本文をご参照ください。平成１８年度上

砂川町立診療所事業特別会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ７００万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億９８８万９,０００円とす

る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第１８号に〇助役（貝田喜雄）

つきまして内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、１款医療収入１,０５０万円の

減額で、７,２５０万１,０００円となります。

１項診療収入、同額でございます。

４款繰入金３５０万円の追加で、１,２３０万

円となります。

１項一般会計繰入金、同額でございます。

歳入合計が７００万円の減額で、１億９８８万

９,０００円となります。

２ 歳出 ２款医業費７００万円の減額で ４,、 、 、

６１２万円となります。
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１項医業費、同額でございます。

歳出合計が７００万円の減額で、１億９８８万

９,０００円となります。

事項別明細書、４ページ、歳出でございます。

３、歳出、医業費、医業費、１目医業費７００万

円の減額で、４,６１２万円となります。薬品費

と検査業務委託の精査でございます。

歳入であります。２、歳入、医療収入、診療収

入、１目患者負担収入５６７万円の減額で、１,

０５９万９,０００円となります。当初１日当た

り患者数４５.４人を見込み、計上いたしました

が、４０.９人となったということでの減額でご

ざいます。

２目保険者負担収入４８３万円の減額で、６,

１９０万２,０００円となります。患者数減によ

る精査でございます。

繰入金、一般会計繰入金、１目一般会計繰入金

、 。３５０万円の追加で １,２３０万円となります

一般会計繰入金を充当し、収支の均衡を図るもの

でございます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第１９号

次、日程第２８、議案第１〇議長（貝沼宏幸）

９号 平成１８年度上砂川町老人保健施設事業特

別会計補正予算（第２号）について議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第１９号 平成１８年度上砂川町老人保健施

設事業特別会計補正予算（第２号）について、提

案の理由を申し述べますので、ご審議くださるよ

うお願いをいたします。

予算書本文をご参照ください。平成１８年度上

砂川町老人保健施設事業特別会計補正予算（第２

号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１１０万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億７,６４１万円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第１９号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。１、歳入、１款施設サービス収入３６９万

７,０００円の追加で、１億５,４８９万４,００

０円となります。

１項介護給付費収入３５７万円の追加で、１億

４,０７０万９,０００円となります。

２項自己負担金収入１２万７,０００円の追加

で、１,４１８万５,０００円となります。

２款利用料３４２万６,０００円の減額で、２,

０１６万２,０００円となります。

１項利用料、同額でございます。

４款繰越金８３万１,０００円の追加で、１２

１万４,０００円となります。

１項繰越金、同額でございます。

歳入合計が１１０万２,０００円の追加で、１

億７,６４１万円となります。

２、歳出、１款の老人保健施設費１１０万２,

０００円の追加で、１億５,１８１万３,０００円

となります。

１項総務費、同額でございます。
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歳出合計が１１０万２,０００円の追加で、１

億７,６４１万円となります。

事項別明細書、５ページでございます。３、歳

出、老人保健施設費、総務費、１目一般管理費１

１０万２,０００円の追加で １億５,１８１万３,、

０００円となります。賃金から使用料及賃借料ま

で、それぞれ精査でございますが、１１節需用費

の賄い材料費１２７万２,０００円の減額は、食

材単価見直し等による減額でございます。

４ページの歳入でございます。２、歳入、施設

サービス収入、介護給付費収入、１目施設介護サ

ービス費収入４７５万円の追加で、１億４,０１

９万円となります。利用者増による追加でござい

ます。

２目居宅介護サービス費収入１１８万円の減額

でございます。精査でございます。

施設サービス収入、自己負担金収入、１目自己

負担金収入１２万７,０００円の追加で、１,４１

８万５,０００円となります。精査です。

利用料、利用料、１目利用料３４２万６,００

０円の減額で、２,０１６万２,０００円となりま

す。日用品費等の一部見直し等によります精査で

ございます。

繰越金、繰越金、１目繰越金８３万１,０００

円の追加で、１２１万４,０００円となります。

このたびの措置によりまして、繰越金全額計上と

なるものでございます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２０号

次、日程第２９、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

０号 平成１８年度上砂川町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第２０号 平成１８年度上砂川町下水道事業

特別会計補正予算（第２号）について、提案理由

を申し述べますので、ご審議くださるようお願い

をいたします。

予算書本文をご参照ください。平成１８年度上

（ ） 、砂川町下水道事業特別会計補正予算 第２号 は

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ３４０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２億８,５７８万７,０００円と

する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は 「第２表 地方債補、

正」による。

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第２０号について内容の説明をいたします。

２ページでございます。第１表、歳入歳出予算

補正。歳入、１款分担金及負担金１８６万９,０

００円の追加で、８７９万９,０００円となりま

す。

１項受益者分担金、同額です。

２款使用料及手数料６２万円の減額で、２,２

６９万９,０００円となります。

１項使用料、同額です。

４款繰入金５６０万３,０００円の減額で、１

億２,００３万３,０００円となります。

１項他会計繰入金、同額でございます。

５款諸収入６５万４,０００円の追加で、６５
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万６,０００円となります。

２項雑入６５万４,０００円の追加で、６５万

５,０００円となります。

６款町債３０万円の追加で、６,８６０万円と

なります。

１項町債、同額でございます。

歳入合計が３４０万円の減額で、２億８,５７

８万７,０００円となります。

歳出です。１款下水道費３２３万４,０００円

の減額で、１億６,９９５万７,０００円となりま

す。

１項下水道整備費２５６万９,０００円の減額

で、１億６,５４４万２,０００円となります。

、２項下水道維持費６６万５,０００円の減額で

４５１万５,０００円となります。

２款公債費１６万６,０００円の減額で、１億

１,５７３万円となります。

１項公債費、同額でございます。

歳出合計が３４０万円の減額で、２億８,５７

８万７,０００円となります。

、 。 、 、 、第２表 地方債の補正 １ 変更 起債の目的

補正前限度額、補正後限度額。流域下水道事業、

３３０万円、３６０万円。

事項別明細書、５ページ、歳出でございます。

３、歳出、下水道費、下水道整備費、１目総務管

理費８４万６,０００円の減額で、７９０万３,０

００円となります。精査でございます。

２目下水道建設費１７２万３,０００円の減額

で、１億５,７５３万９,０００円となります。石

狩川流域下水道建設負担金等の精査でございま

す。

下水道費、下水道維持費、１目維持管理費６６

万５,０００円の減額で、４５１万５,０００円と

なります。執行残の整理でございます。

公債費、公債費、２目利子１６万６,０００円

の減額で、２,５８４万６,０００円となります。

長期債償還利子精査でございます。

４ページの歳入でございます。２、歳入、分担

金及負担金、受益者分担金、１目受益者分担金１

８６万９,０００円の追加で、８７９万９,０００

円となります。受益者分担金一括納入等による増

でございます。

使用料及手数料、使用料、１目下水道使用料６

２万円の減額で、２,２６９万９,０００円となり

ます。精査でございます。

繰入金、他会計繰入金、１目他会計繰入金５６

０万３,０００円の減額で、１億２,００３万３,

０００円となります。歳出の減額と受益者分担金

との調整によりまして、一般会計繰入金を減額す

るものでございます。

諸収入、雑入、１目雑入６５万４,０００円の

追加で、６５万５,０００円となります。下水道

組合からの精査の還付金の追加でございます。

町債、町債、１目下水道事業債３０万円の追加

で、６,８６０万円となります。流域下水道起債

対象額の増によるものでございます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２１号

次、日程第３０、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

１号 平成１８年度上砂川町保養施設事業特別会

（ ） 。計補正予算 第２号 について議題といたします

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第２１号 平成１８年度上砂川町保養施設事

業特別会計補正予算（第２号）について、提案理

由を申し述べますので、ご審議くださるようお願

いをいたします。

予算書本文をご参照ください。平成１８年度上

砂川町保養施設事業特別会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２,８９０万７,０００円を追加し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,０１２万５,

０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は 「第１表 歳入歳出予算補正」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、ご指示によりま〇助役（貝田喜雄）

して、議案第２１号について内容の説明をいたし

ます。

２ページをお開きいただきたいと思います。第

１表、歳入歳出予算補正。１、歳入、１款使用料

及手数料６０９万３,０００円の減額で、６,０７

６万６,０００円となります。

１項使用料、同額でございます。

２款繰入金３,５００万円の追加で、５,２３７

万１,０００円となります。

１項他会計繰入金、同額でございます。

歳入合計が２,８９０万７,０００円の追加で、

１億２,０１２万５,０００円となります。

２、歳出、１款保養施設費２,８９０万７,００

０円の追加で、１億２,００２万５,０００円とな

ります。

１項保養施設費、同額でございます。

歳出合計が２,８９０万７,０００円の追加で、

１億２,０１２万５,０００円となります。

事項別明細書、４ページの歳出でございます。

３、歳出、保養施設費、保養施設費、１目保養施

設事業費２,８９０万７,０００円の追加で、１億

２,００２万５,０００円となります。１１節の需

用費５００万円の追加は、ボイラー関連ポンプと

共同福祉施設等の各所修繕料の追加でございま

す。１３節の委託料８００万円につきましては、

４月から公社がパンケの湯等を経営するに当たり

まして、浴場等々大規模な修繕も発生するという

ようなことでございまして、本会計を通しまして

これらについて業務を委託するということで８０

０万円を追加するものでございます。１９節の負

担金補助及交付金につきましては、町有財産売り

払いに伴い、公社にて不動産取得税の公租公課等

のほか、各種免許の更新等々の手数料が生じるこ

とから これらについて助成するということで１,、

６０２万１,０００円を追加するものでございま

す。

。 、 、 、歳入でございます ２ 歳入 使用料及手数料

使用料、１目保養施設使用料６０９万３,０００

、 。円の減額で ６,０７６万６,０００円となります

宿泊人員の落ち込みによりまして、宿泊料で４２

８万６,０００円を減額するほか、日帰り入館等

につきましても回数券利用への転嫁等について精

査するものでございます。

繰入金、他会計繰入金、１目他会計繰入金３,

５００万円の追加で、５,２３７万１,０００円と

なります。歳出での公社助成金のほか、減収補て

んも含めまして一般会計繰入金によって収支の均

衡を図るものでございます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２２号

次、日程第３１、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

２号 平成１８年度上砂川町水道事業会計補正予

算（第３号）について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

ただいま上程されました〇町長（加賀谷政清）

議案第２２号 平成１８年度上砂川町水道事業会

計補正予算（第３号）について、提案理由を申し

述べますので、ご審議くださるようお願いをいた

します。
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予算書本文に入ります。

（総則）

第１条 平成１８年度上砂川町水道事業会計補

正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成１８年度上砂川町水道事業会計予

算（以下「予算」という ）第３条に定めた収益。

、 。的収入及び支出の予定額を 次のとおり補正する

（収入）

科目、既決予定額、補正予定額、計。第１款水

道事業収益、１億８,９４５万１,０００円、８２

万２,０００円の減額、１億８,８６２万９,００

０円。

、 、第１項営業収益 １億４,１９７万６,０００円

４２５万１,０００円の減額 １億３,７７２万５,、

０００円。

第２項営業外収益、４,７４７万５,０００円、

３４２万９,０００円の追加、５,０９０万４,０

００円。

（支出）

科目、既決予定額、補正予定額、計。第１款水

道事業費用、１億８,９４５万１,０００円、１９

３万２,０００円の減額、１億８,７５１万９,０

００円。

第２項営業外費用、６,６７９万５,０００円、

１９３万２,０００円の減額、６,４８６万３,０

００円。

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支

出の予定額を、次のとおり補正する。

（収入）

科目、既決予定額、補正予定額、計。第１款資

本的収入、２,７４１万２,０００円、７４万３,

０００円の減額、２,６６６万９,０００円。

第２項企業債、１,６２０万円、５０万円の減

額、１,５７０万円。

第３項他会計補助金、６１万円、１万６,００

０円の減額、５９万４,０００円。

第４項国庫補助金、７２４万４,０００円、２

２万７,０００円の減額、７０１万７,０００円。

次のページです。

（支出）

科目、既決予定額、補正予定額、計。第１款資

本的支出、９,２３０万８,０００円、７４万３,

０００円の減額、９,１５６万５,０００円。

第２項建設改良費、２,４０５万４,０００円、

７４万３,０００円の減額、２,３３１万１,００

０円。

（他会計からの補助金）

第４条 予算第７条で定めた企業債利息償還等

のため、一般会計からこの会計へ繰入を受ける金

額「４,５８６万８,０００円」を「４,９２９万

７,０００円」に改め、建設改良のため一般会計

からこの会計へ補助を受ける金額「６１万円」を

「５９万４,０００円」に改める。

（企業債）

第５条 平成１８年度上砂川町水道事業会計予

算補正予算（第２号）第５条で定めた、企業債の

限度額「１,６２０万円」を「１,５７０万円」に

改める。

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町水道事業管理者

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

ご指示によりまして、議案〇助役（貝田喜雄）

第２２号について内容の説明をいたします。

３ページでございます。平成１８年度水道事業

会計予算実施補正計画書。収益的収入及び支出。

収益的収入、１款水道事業収益８２万２,０００

円の減額で、１億８,８６２万９,０００円となり

ます。
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１項営業収益４２５万１,０００円の減額で、

１億３,７７２万５,０００円となります。

１目給水収益４２５万１,０００円の減額で、

１億３,７５８万３,０００円となります。

、２項営業外収益３４２万９,０００円の追加で

５,０９０万４,０００円となります。

２目繰入金３４２万９,０００円の追加で、４,

９２９万７,０００円となります。

収益的支出、１款水道事業費用１９３万２,０

００円の減額で、１億８,７５１万９,０００円と

なります。

、２項営業外費用１９３万２,０００円の減額で

６,４８６万３,０００円となります。

１目支払利息及び企業債取扱費２１万円の減額

で、５,９４６万８,０００円となります。

２目雑支出５２万２,０００円の減額で、１０

９万５,０００円となります。

３目消費税及び地方消費税１２０万円の減額

で、４３０万円となります。

資本的収入及び支出。資本的収入、１款資本的

収入７４万３,０００円の減額で ２,６６６万９,、

０００円となります。

２項企業債５０万円の減額で、１,５７０万円

となります。

１目企業債、同額でございます。

３項他会計補助金１万６,０００円の減額で、

５９万４,０００円となります。

１目他会計補助金、同額です。

４項国庫補助金２２万７,０００円の減額で、

７０１万７,０００円となります。

１目国庫補助金、同額であります。

資本的支出、１款資本的支出７４万３,０００

、 。円の減額で ９,１５６万５,０００円となります

２項建設改良費７４万３,０００円の減額で、

２,３３１万１,０００円となります。

１目簡易水道等施設整備事業費、同額でござい

ます。

事項別明細書、５ページの収益的支出でありま

す。収益的支出、水道事業費用、営業外費用、１

目支払利息及び企業債取扱費２１万円の減額で、

５,９４６万８,０００円となります。精査でござ

います。

２目雑支出５２万２,０００円の減額で、１０

９万５,０００円となります。５２万２,０００円

の減額でございますが、料金不納欠損金として当

初４９件分を計上してございましたが、収納対策

強化により８件分を減額するものでございます。

３目消費税及び地方消費税１２０万円の減額

で、４３０万円となります。精査でございます。

５ページへお戻りください。収益的収入でござ

います。収益的収入、水道事業収益、営業収益、

１目給水収益４２５万１,０００円の減額で、１

億３,７５８万３,０００円となります。家事用等

の使用量減少による精査でございます。

水道事業収益、営業外収益、２目繰入金３４２

万９,０００円の追加で、４,９２９万７,０００

円となります。給水収益の減に対しまして、一般

会計繰入金にて収支の均衡を図るものでございま

す。

７ページの資本的支出でございます。資本的支

出、資本的支出、建設改良費、１目簡易水道等施

設整備事業費７４万３,０００円の減額で、２,３

３１万１,０００円となります。鶉地区の相生橋

の水管橋の橋梁添架工事の執行残整理でございま

す。

６ページの資本的収入でございます。資本的収

入、企業債、１目企業債５０万円の減額で、１,

５７０万円となります。支出連動の精査でござい

ます。

資本的収入、他会計補助金、１目他会計補助金

１万６,０００円の減額で、５９万４,０００円と

なります。精査でございます。

資本的収入、国庫補助金、１目国庫補助金２２

万７,０００円の減額で、７０１万７,０００円と

なります。精査でございます。

以上でございます。
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以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５６分

再開 午後 ２時０５分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

◎町政執行方針

日程第３２、町政執行方針〇議長（貝沼宏幸）

について議題といたします。

説明を求めます。町長。

平成１９年度の町政執行〇町長（加賀谷政清）

方針を申し上げます。お手元の資料を読み上げま

、 。して 説明にかえさせていただきたいと思います

町議会議員並びに町民の皆さん

平成１９年上砂川町議会第１回定例会の開会に

当たり、平成１９年度の町政執行について、私の

所信と施策の大綱を申し述べ、皆さんのご理解と

ご協力を賜りたいと存じます。

昨年４月に町政の重責を担わせていただき、は

や１年を迎えようといたしております。この一年

を顧みますと、昨年３月に吉田前町長が病気治療

のため辞任され、４月の町長選挙におきまして、

町民各位、各層、各団体の皆さん方の温かいご支

援によりまして町長に就任し、その後６月に旧産

炭地である夕張市が財政再建団体への申請を機

に、産炭地域総合発展基金の問題が大きくマスコ

ミに取り上げられ、以来連日のように新聞で報道

され、町民の皆さんには大変ご心配をおかけいた

しました。

この解決に当たり旧産炭地５市１町が連携をし

て、国や道などに対する要望行動などに奔走した

一年であり、また、１０月に越前議員、１２月に

は吉田前町長がご逝去するなど私にとってまさに

激動の一年でありました。

政府は、昨年戦後最長の「いざなぎ景気」を超

えたと発表いたしましたが、現在景気の年平均経

済成長率は２.４％しかなく、いざなぎ景気の５

、 、分の１程度にとどまり 好景気という実感がなく

さらに構造改革によって進んだ所得格差や都市と

地方の地域間格差がさらに拡大をいたしておりま

す。

本町にとっての最重要課題は財政再建問題であ

り、財政再建問題につきましては、町民の皆さん

のご理解とご協力をいただき平成１３年度から行

財政改革に取り組み、現在平成２０年度までの第

３次行財政改革を進めておりますが、産炭地域総

合発展基金の問題で道から財政健全化計画の策定

を求められたことにより第３次行財政改革を見直

しする財政健全化計画を策定したところでありま

す。

発展基金の問題につきましては、本町を含めた

旧産炭地５市１町の炭鉱閉山後の産炭地域振興対

策として国や道、民間そして５市１町も出資して

つくられた基金で、本町においても１０年返済で

借り入れをして地域振興のために有効に活用して

きたところでありますが、これが知事の許可を得

ない不適切な長期借り入れと指摘され、国から一

括返済などによる早期是正を強く求められたとこ

ろであります。

本町の長期借入金につきましては、１４億４,

０００万円で人件費削減などの自助努力によって

３億円は確保いたしましたが、なお不足する１１

億４,０００万円について町の指定金融機関から

一時借り入れをすることで１１月の臨時議会で返

済財源の予算議決をいただき、１２月に振興セン

ターに一括返済をしたところであります。

、 、しかし 一時借入金の返済財源につきましては

旧基金を取り崩ししなければ一括返済できないこ

とから、道と５市１町で国に対し旧基金の取り崩

しについて要望したところ、昨年９月に旧基金の

取り崩しが認められました。

旧基金の取り崩しに当たっては、町有施設であ

る温泉施設並びに周辺施設を振興公社に売却し

て、振興公社がこれらの施設を活用し「健康の里
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づくり」推進プロジェクトを展開して地域の活性

化を図る事業計画で旧基金の取り崩しを要望し、

最終的に知事の承認が得られ、旧基金の取り崩し

事業として認められました。これにより財政再建

団体への転落は回避することができました。

しかし、厳しい財政状況に変わりはなく、今後

も財政の立て直しを図るため、道から求められた

財政健全化計画につきましては、平成１８年度か

ら２２年度までの５年間の計画期間となってお

り、市町村合併も視野に入れ現行法令期間であり

ます平成２１年度において単年度収支の均衡を図

り、平成２２年度までに累積赤字の解消を図る計

画となっております。

内容につきましては、現在進めている第３次行

財政改革の見直しを含め、道の指導のもとに策定

したもので、職員数や人件費の削減を中心に、住

民に係る制度施策の一部見直しや建設事業にあっ

ては、事業効果を考慮した事業選択を行うなど必

要最小限とした持続可能な財政運営の確保を基本

姿勢といたしております。

具体的内容につきましては、後述の行財政の中

でご説明いたします。

私は、町議会や町民の皆さんの意見を拝聴し、

町民の幸せと将来を考え、住みなれた上砂川町で

安心して暮らせる地域を目指して全力を傾注して

まいる所存であります。

本年度においても、大変厳しい財政運営を強い

られることになりますが、行財政改革を進め、限

られた財源を有効に活用しながら、費用対効果を

考え、住民生活に大きく影響する事項や高齢者な

どの生活弱者に配慮し、限られた財源の中でみず

からの創意工夫のもと、町政運営を推進してまい

りたいと考えております。

以下、本年度に予定しております主要事業・施

策について申し上げます。

第１にみんなが健康で生き生きと生活するまち

づくりについて申し上げます。

初めに住民福祉について申し上げます。

高齢者福祉につきましては、配食・ふれあい電

話・除雪サービスなどの生活支援事業は継続して

実施してまいります。

母子及び児童福祉につきましては、保育園通園

バスは、入園申し込み時の説明などでご理解をい

ただき、第３次行財政改革のとおり本年度から廃

止いたしますが、新たに少子化対策として、現在

保育園で実施しているゼロ歳児から受け入れる乳

児保育のほかに、保護者の就労形態の多様化に対

応するため、午後６時までの保育時間を午後７時

までに延長し、さらに保護者が傷病などにより一

時的に保育が必要となる児童を受け入れる一時保

育も導入することとし、町民のニーズに対応して

まいります。

また、妊婦健康診査についても、昨年度、休止

から１回助成に見直し継続しておりますが、少子

化対策や母子保健対策が求められていることか

ら、現行の１回を４回に拡大し助成してまいりま

す。

ふれあい号の運行につきましては、第３次行財

政改革において本年度から廃止することといたし

ておりましたが、無料団体の見直しを行い、継続

して運行することといたしました。

障害者福祉につきましては、障害者自立支援法

が平成１８年１０月から完全施行され、利用負担

上限額の引き下げや報酬単価の日割り化に伴い、

市町村負担の増加となりますが、平成１９年度及

び平成２０年度において国の特別対策措置が講じ

られますので、詳細が示され次第、補正予算で対

応してまいります。

、 「 」なお 障害者デイサービス事業所 エルムの里

、 、につきましては 障害者自立支援法の施行に伴い

現行のデイサービス事業所としての運営は本年３

月までとなりますが、事業所との協議により４月

からは事業内容の変更はありませんが、名称を地

域活動支援センターとして運営してまいります。

住民の健康づくりについて申し上げます。

健康づくりにつきましては、国を挙げての予防
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重視の視点を踏まえ、保健・医療・福祉・教育の

連携を図り、町民の健康維持・増進のため虐待予

防、生活習慣病予防、介護予防など時代のニーズ

と環境の変化に応じた対応に努めてまいります。

住民の健康づくり活動の体制整備のため、本年

度から振興公社が新たに進める温泉施設などを活

用した健康の里づくり推進プロジェクトに対し、

各種事業を温泉施設で実施するなど、公社と一体

となって事業の推進に努めるとともに、各地域で

自主的に健康づくりを進めるグループ活動を側面

から支援し健康増進を図ってまいります。

６５歳以上の高齢者に対しては地域包括支援セ

ンターとの連携を強化し、特定高齢者の把握と効

率的な事業推進に努めてまいります。

また 「健康日本２１」地方計画として平成１、

８年度に策定した第４期保健計画に基づき、関係

機関との連携の中でライフサイクルごとの各地域

ケア体制整備を進めてまいります。

福祉医療センターについて申し上げます。

特別養護老人ホームは、入所者のゆとりある快

適な生活環境とサービスの質の向上などを図ると

ともに、今後も入所者一人一人の生活を尊重し、

思いやりある心の介護と生活の質を高めるきめ細

かな個別ケアプランを作成して、より快適な施設

サービスの推進を図ってまいります。

デイサービスセンターは、利用者本位の視点に

立つ介護予防サービス事業の充実と新規利用者の

確保に努めるとともに、身障デイサービス事業に

つきましても、引き続き利用者の拡大を図ってま

いります。

地域包括支援センターは、要支援・要介護状態

になるおそれのある虚弱高齢者を対象とした特定

高齢者対策事業や介護度が低く改善の可能性の高

い高齢者を対象とした介護予防サービス事業を推

進し、介護予防事業の充実強化を図るとともに、

介護サービス計画作成などの居宅介護支援事業や

家族介護相談を含めた総合相談業務を推進してま

いります。

町立診療所は、地域的な特異性を大切にしなが

ら町民の身近な疾病の治療や予防・健康相談等を

行っておりますが、今後も医師の専門性を生かし

患者が安心して受診できる地域医療体制を維持し

てまいります。

老人保健施設は、入所者のニーズに即した施設

サービスを提供できるよう、充実した医療ケアや

信頼と質の高い介護サービスの提供に努め、今後

も入所者の利用促進を図るとともに、通所リハビ

リテーション事業や介護予防サービス事業の利用

促進も図ってまいります。

次に、国民健康保険事業などについて申し上げ

ます。

国民健康保険事業は、空知中部広域連合を保険

者として運営しておりますが、医療費の動向等に

留意しながら共同運営に対処してまいります。

なお、広域連合への分賦金を主とする本年度の

国民健康保険特別会計も、一般会計繰入金のルー

ル分を充当して収支の均衡が図れるよう努めてま

いります。

７５歳以上の医療においては、国が進める医療

制度改革により平成２０年４月から現行の老人保

健制度は廃止され、新たに後期高齢者医療制度が

創設されることになり、北海道を保険者とする北

海道後期高齢者広域連合を設置し事務の効率化を

図るとされており、事務事業に支障のないよう準

備を進めてまいります。

次に、教育の振興について申し上げます。

学校教育においては、今後学校教育法等の改正

がなされ、現在、文部科学省が掲げている「ゆと

り教育」による学力の低下が問題視されているこ

とによりこれの見直しが予想され、義務教育のあ

り方に変革があると考えられますが、いつの時代

でも将来を担う児童生徒の育成に向け、確かな学

力をはぐくむとともに、一人一人の児童生徒の発

、 、達段階に応じ 豊かな人間性と社会性が両立でき

いじめの未然防止が図られる教育並びに学校づく

りを推進してまいります。
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また、情報教育のかなめであります小・中学校

のコンピューターを、現在の端末メモリー容量を

増設し、積極的な活用が図られるよう対応してま

いります。

社会教育においては、第４次社会教育中期計画

に基づき推進し、生涯学習の観点に立ち、乳幼児

教育から高齢者教育まで町民が求める多様な学習

要求にこたえつつ、あわせて文化・スポーツ活動

の振興を図ってまいります。

このほか、具体的な教育行政の施策につきまし

ては、教育行政執行方針で述べられますので省か

せていただきます。

第２にみんなが安全・安心で快適に暮らせる町

づくりについて申し上げます。

企業誘致並びに工業の振興について申し上げま

す。

本町は、企業の立地条件としての地理的環境は

必ずしも恵まれているとは言えず、さらに現在の

経済情勢の中で誘致を進めるのは極めて厳しい環

境にあります。

しかしながら、本町には遊休公共施設や空き工

場、工業団地の空き区画があることから、これら

の施設などをインターネットを通じて情報発信す

るとともに、昨年行ったダイレクトメールの追跡

調査などを行い、情報の提供と収集に努め、有効

な資源として生かしながら企業誘致の推進を図っ

てまいります。

次に、商業の振興について申し上げます。

本町の商業は、人口の減少や近隣市への大型店

の進出による消費購買力の町外流出などにより極

めて厳しい状況にあります。

この状況を脱するため、平成１４年度に今後の

商店街のあり方や消費者ニーズに対応した地域密

、 、着型サービスの向上について商業者 商工会議所

消費者及び行政で設立した「明日の商店街を考え

る研究会」において、昨年１０月に各関係機関に

「商店街活性化に向けた取り組み」に関する提言

がなされましたので、その提言に基づき関係機関

と連携して商店街の活性化を支援、促進してまい

ります。

次に、観光・イベントについて申し上げます。

上砂川岳温泉パンケの湯は、周辺施設とあわせ

て振興公社に売却いたしましたので、今後は振興

公社が管理運営を行うとともに「健康の里づくり

プロジェクト」を展開することになりますが、町

としては健康関連事業を温泉施設周辺で行うなど

の支援をして、パートナーシップの構築を図り、

官民一体となってプロジェクトの推進をしてまい

ります。

スキー場につきましては、平成１８年度から休

止いたしましたが、昨年末、スキー場の管理・運

営をしたいとの申し入れのあったボランティア団

体については、期限の問題で実現できませんでし

たが、今後もこの団体や各企業に働きかけ、スキ

ー場の再開について検討してまいります。

イベントにつきましては、町の振興・発展に寄

与する全町的なイベントなどに対し、町職員の人

的支援や昨年創設した「ふるさと活性化サポート

助成事業」などの支援をしてまいります。

また、昨年、産業活性化センター東側に、町民

とボランティア団体などの協力を得て、えぞ山桜

を２５本植栽いたしましたが、今後も補助採択の

動向を見て、えぞ山桜などを町民と協働で植栽す

るなどして、この地域を本町の新たな町民の憩い

の場としての利用や新たなイベントの創出につな

げていきたいと考えております。

健康の里づくり推進プロジェクトについて申し

上げます。

健康の里づくり推進プロジェクトにつきまして

は、上砂川振興公社が平成１８年度に町から購入

した温泉、スキー場ロッジ、日本庭園を有効に活

用して健康に関する事業を展開し、地域の活性化

を図るものであります。

具体的な事業としては、スポーツ・予防の健康

として健康相談の実施やトレーニングルームの設

置、食の健康として地元山菜を活用したヘルシー
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料理の提供や親子クッキング教室、生きがい・交

流の健康としてそば打ち体験教室や高齢者寄り合

い場所の開設、自然・環境の健康としてはウオー

キングコースの設定や体験型の三世代交流塾など

の事業を展開するものであります。

事業を展開するに当たっては、パークゴルフ場

などの温泉周辺施設の活用や地元企業との連携に

より住民福祉・サービスの向上と施設利用者の増

加により、町民の健康づくりの推進や交流人口の

増加に伴い地域経済の活性化にも寄与するものと

考えます。

町といたしましても、このプロジェクトを推進

するに当たっては、町の事業を温泉周辺施設で実

施するなどの支援や各関係機関との調整、職員派

遣も含めた人的支援及び事業助成金等の財政支援

を行うとともに、町と振興公社においてパートナ

ーシップの構築を図り、町職員と公社職員による

プロジェクト委員会を設置し、各事業の検証・評

価を行うなど、官民一体となってプロジェクトを

推進してまいります。

また、振興公社につきましては、年々経営状況

が厳しくなってきたことから平成１８年度専門家

、 「 」による経営診断を受け 診断士からは 自主自立

「自立自営」に向けた独立採算制の経営スタイル

に移行するための再生スキームが示され、社員比

率・組織体制の見直しや営業面の強化などが指摘

されましたので、今後は振興公社と診断士から指

摘のあった事項について協議し、経営改善や経営

体質の指導・強化を図ってまいります。

。〇議長 貝沼宏幸（ ） ここで暫時休憩いたします

休憩 午後 ２時３０分

再開 午後 ２時４０分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

町長。

それでは、引き続き説明〇町長（加賀谷政清）

をいたします。９ページ。

労働福祉について申し上げます。

長引く景気の低迷により、雇用情勢は極めて厳

しい状況にあります。

こうした中、今後も新たな企業の誘致、既存企

業の育成などによって就労機会の拡大を図るた

め、関係機関との連携をとりながら雇用情勢の改

善に努めてまいります。

さらに、人材の定着と労働力確保のため、就労

条件の改善や労働環境の整備について企業の指導

に努めてまいります。

また、季節労働者冬期雇用援護制度につきまし

ては、本年度より特例一時金の給付が削減される

方向にあることから、町村会等を通じて制度の存

続・維持及び雇用対策の抜本的な拡充強化につい

て国・道に対し要望してまいります。

環境衛生について申し上げます。

循環型社会形成のため、一般廃棄物や資源ごみ

の適正処理や減量化について住民周知を図り、関

係機関との連携により住みよい環境づくりに努め

てまいります。

また、ごみの分別収集は、ほぼ定着化しつつあ

りますが、一層の分別と洗浄の徹底に向け、衛生

協力会との連携を密にしながら住民への啓発と円

滑な収集の推進に努めてまいります。

砂川地区保健衛生組合の負担金は、クリーンプ

ラザの大規模補修年度に当たることの増と、し尿

分の負担率の見直しにより平成２１年度までに段

階的に負担増となることから、し尿処理委託料も

含めた処理経費の節減に引き続き努めてまいりま

す。

公衆浴場対策では、組合員数の激減と施設老朽

化により運営困難である緑が丘共同浴場につい

て、これを閉鎖し、他浴場利用を促す当面の対策

として組合員を対象に交通費助成制度を設けて対

応してまいります。

次に、防災・防犯・消防体制と交通安全対策に

ついて申し上げます。

地震などの大規模災害時に対応できる地域防災

計画の策定につきましては、事前協議が調い事項
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、 、修正し 正式協議する段階まで作業が進んでおり

次に北海道防災会議の承認を得ることにより完了

となりますので、引き続き道と協議を進めてまい

ります。

また、武力攻撃などから住民を守る国民保護計

画につきましても、道から示されているモデル計

画を参考として地域防災計画同様に取り進めてま

いります。

防犯体制につきましては、昨年から防犯協会と

連携して実施の「子ども見守り事業」について、

効果等を検証しつつ事業内容の充実を目指しま

す。

消防体制につきましては、気管挿管を実施する

ことができる救急救命士の養成をさらに推進する

とともに、火災を未然に防止するために消防団及

び婦人防火クラブとの連携を図りながら、防火意

識の高揚に努めてまいります。

また、本年６月２４日には中空知管内５市５町

による第５３回中空知分会連合消防演習が当町に

おいて開催されますことから、これらの準備・設

営などについて万全を期してまいります。

交通安全対策につきましては、平成１８年１１

月１日に発生した交通死亡事故により交通事故死

ゼロの日が３,７４３日で途絶えましたが、この

事例を教訓に、危険箇所の把握や事故防止に向け

た効果的な対策について、交通関係機関や団体と

の連携をより密にし、交通安全運動の一層の推進

を図ってまいります。

次、土地利用計画について申し上げます。

土地利用計画につきましては、町内に点在する

公共遊休地の利活用を定めた土地利用計画に基づ

き、今後も町や地域の特性を十分に考慮し、分譲

団地や工業団地など計画的な土地利用を進めてま

いります。

道路網の整備について申し上げます。

町民生活に最も密接な交通機能である町道の整

備につきましては、年次計画で進めている町道鶉

北線の東鶉・鶉本町地区の洪水対策である側溝改

修工事を実施してまいります。

道路の舗装補修、維持工事につきましても、鶉

本町団地線の道路補修工事を実施するなど歩行者

や車の安全を図るため、緊急を要するものを優先

的に整備してまいります。

道道の整備につきましては、要望箇所の早期着

手に向けた整備促進を引き続き要請してまいりま

す。

冬期間の除排雪につきましては、除排雪体制の

委託化も視野に入れながら、より効率的、効果的

な除排雪体制を構築し、住民の足を確保してまい

ります。

街路灯の整備につきましては、年次計画で進め

ております老朽化した街路灯の支柱などの整備に

ついて、本年度も引き続き実施いたします。

次に、交通利便対策について申し上げます。

地域住民の唯一の公共交通機関であります路線

バスは、人口の減少やモータリゼーションの進展

により年々利用者が減少し、乗車率の低下が顕著

になっております。

しかし、公共交通機関は、通勤、通学、通院、

買い物などの地域住民の日常生活を支える重要な

「地域の足」でありますので、利用者に不便が生

じないように便数確保についてバス会社と調整を

してまいります。

水道事業について申し上げます。

簡易水道等施設整備事業につきましては、整備

期間を１０年間として申請しておりますが、財政

状況が大変厳しいことから事業実施に当たっては

都度財政状況を見きわめ、緊急を要する事業から

実施することとし、本年度は、老朽化が著しい温

泉沢取水施設及び浄水施設の流量計・水位計など

計装設備の更新を行ってまいります。

水道事業に係る実質収支不足額は、依然として

一般会計に依存しなければならず、厳しい経営状

況が続きますので、施設の効率的な運営と維持管

理により経費の節減を図りますとともに、給水停

止処分など水道料金未納者対策の強化により財源
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確保を行い、健全経営に努めてまいります。

次に、下水道整備事業の推進について申し上げ

ます。

下水道事業につきましては、昨年までに朝駒以

西の地区において総延長２１キロメートルの整備

を終えているところでありますが、本年度も引き

続き緑が丘・鶉地区において延長１,０５０メー

トルの汚水管の整備を行ってまいります。

また、鶉・鶉本町地区公的住宅の水洗化並びに

浄化槽を設置している町民センターや鶉本町生活

館及び中央ふれあいセンターの下水道への接続を

行うことといたします。

下水道の経営状況につきましても、水道事業同

様に厳しい状況が続きますが、本年度から新たに

資本費平準化債の借り入れにより、一般会計繰入

金の一部を削減することといたしました。

また、建設コストの縮減など効率的な整備を行

うとともに、早期水洗化を促進するために町広報

などにより融資あっせん制度の活用奨励を行い、

施設の利用効率を高めながら使用料収入の確保と

健全経営に努めてまいります。

次に、居住環境の整備について申し上げます。

公的住宅の水洗化事業につきましては 「町営、

」 、住宅ストック総合活用計画 により推進しており

本年度については、鶉５２年改良住宅５棟２４戸

及び鶉本町５１・５２年度の公営住宅３棟１２戸

の整備を行い、下水道の普及促進に努めてまいり

ます。

既存住宅の居住環境整備のため年次計画で実施

している屋根のふきかえ事業につきましては、下

鶉６１年公営住宅１棟を行うとともに、一般維持

補修につきましては、入居者の要望にできるだけ

こたえるよう対応してまいります。

消防法の改正に伴い、各住宅への火災報知機の

設置が必要となり、本町において対象となる公的

住宅１,１２４戸あることから、入居者の安全性

、 、を確保をするため 年次計画で整備することとし

本年度については、補助採択の動向を見て補正予

算にて対応してまいります。

空戸住宅除排雪事業につきましては、周辺住民

の理解と協力を得ながら、引き続き実施してまい

ります。

また、公的住宅につきましては、２００戸近い

空戸住宅が町内に点在しているため、下水道整備

などに影響を及ぼしていることから、住宅の集約

化について検討してまいります。

宅地造成事業につきましては、現在、本町・中

町・鶉本町・中央地区で１０区画が未売却地とし

て残っておりますので、分譲条件緩和などを検討

し、町広報や新聞折り込みチラシなどによりＰＲ

を行い、完売に努めてまいります。

第３にみんなで進める町づくりについて申し上

げます。

住民コミュニティーについて申し上げます。

地域住民の自主的な独自の諸活動を推進するた

め、自治会連絡協議会と連携を図り、地域活動を

支援するとともに、町民と行政とのパートナーシ

ップの構築を図り、それぞれの役割を明確にし、

町民と行政が協働で行う町づくりの推進に努めて

まいります。

また 「まちづくり町民会議 「町長に手紙を、 」

出す運動」などの広聴活動を通じて、町政に対す

る意見の把握に努め、さらには「町広報 「自治」

体ホームページ」などの広報活動により、情報の

共有化に努めてまいります。

移住・定住対策として、本年１月からホームペ

ージで町外居住者に対して住宅・分譲団地の状況

や周辺地域の状況等を情報発信しておりますの

で、今後も内容を拡充するなどして移住・定住の

促進に努めてまいりますとともに、ホームページ

に広告掲載コーナーを設置し、地元の商店や企業

などのＰＲ活動を展開してまいります。

次に、情報通信対策について申し上げます。

地上デジタル放送につきましては、昨年６月よ

り札幌親局の放送開始を皮切りに主要都市から順

。 、次開始されております 上砂川局につきましては
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札幌親局からの中継局である歌志内局が整備され

なければデジタル放送が受信できない状況にある

ことから、歌志内局の整備時期を見きわめながら

本町の地上デジタル放送施設の整備時期について

検討してまいります。

次に、行財政について申し上げます。

本町の財政運営につきましては、行財政改革を

平成１３年度から推進し、一定の成果を上げてお

りますが、国の三位一体改革による交付税の減額

や国庫補助金の削減によりまして、困難な財政運

営を強いられている状況となっております。さら

に本年度は新型交付税制度の導入が予定されてお

り、さらなる交付税の減額予想されるところであ

ります。

また、昨年、発展基金の問題による解決策とい

たしまして旧基金の取り崩しが承認されたところ

、 、でありますが 今後の財政の立て直しを図るため

道より財政再建計画の策定が求められ、人件費の

さらなる削減を中心とした財政健全化計画を策定

したところであり、この計画に基づいた行財政運

営を行うところであります。

財政再建計画における具体的な内容でございま

すが、人件費の削減といたしまして職員の退職者

不補充のほか、特別職の報酬につきましては町長

で３０％削減、助役・教育長で２５％削減のほか

職員の給料についても２０％の削減をすることと

しております。

また、町民の理解と協力のもと、公共施設の休

止、制度施策及び手数料の見直しを実施し、経費

の抑制と歳入の確保に努め、再建団体に陥らない

ような緊縮型予算の編成としたところでありま

す。

本年度の一般会計、特別会計の予算規模は総額

で３５億８,８３４万３,０００円で前年度対比１

５.３％の減となり、一般会計では２５億２００

万円で１７.６％減、特別会計では保養施設事業

特別会計が廃止となり７特別会計合計で１０億

８,６３４万３,０００円、前年度対比９.６％減

の超緊縮型予算となるものであります。

この内容につきましては、予算の大綱とあわせ

提出しております財政資料に基づき予算審議の中

で詳しく申し上げます。

今後の財政運営につきましては、財政健全化計

画に基づき大変厳しい行財政運営を強いられます

が、町の置かれている財政状況について町民へ情

報提供を行い、町民の理解と協力を求めつつ、議

員各位との十分なる協議を重ね、財政の健全化に

努めてまいる所存であります。

自主財源確保に向け、諸税等の徴収については

全職員による臨戸徴収等の体制充実や、より効果

的な体制の構築を図るとともに、悪質滞納者に対

するサービス制限などの滞納処分や住宅料の調停

申し立てを進め、国民健康保険の資格証及び短期

証交付についてはより適正な運用を期してまいり

ます。

また、かねてから空知支庁が提唱していた悪質

滞納者に対する広域的な徴収組織設立に向けた協

議会が発足する運びとなりましたので、これに参

加する中で協議や情報収集を重ねてまいります。

次に、市町村合併問題について申し上げます。

市町村合併問題につきましては、昨年７月に公

表された「北海道市町村合併推進構想」の中で、

中空知においても砂川市、歌志内市、奈井江町、

浦臼町、上砂川町の合併組み合わせ案が示され、

この組み合わせにより２市３町で地域づくり懇談

会を発足させ、合併後の財政についてシミュレー

ションに取り組んできましたが、現在活動休止状

態にあります。

本町としては、今後懇談会が再開されることに

なれば、合併の方向で引き続き参加し、議員並び

に町民の皆さんと協議をして対応してまいりま

す。

また、効率的な行政運営を進めるため、関係市

町と連携を図り、広域行政の推進に努めてまいり

ます。

以上、平成１９年度の町政執行に当たっての私
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の所信と町政への基本的な考え方を述べさせてい

ただきました。

、 、冒頭申し上げましたとおり 本年度においても

地方交付税の削減などにより大変厳しい行財政運

営となりますが、町議会議員や町民の皆さんの英

知を賜り、職員と一丸となって「町民とともに考

え行動する協働のまちづくり」を進め、町民の皆

さんが住みなれた上砂川町で安心して暮らせる地

域を目指して、全力で取り組んでまいる所存であ

ります。

最後に、町議会議員各位を初め町民の皆さんの

町政に対する、より一層のご理解ご協力を賜りま

すよう、心からお願いを申し上げまして、町政執

行の方針といたします。

以上をもって終わります。大変ありがとうござ

いました。

以上で町政執行方針を終わ〇議長（貝沼宏幸）

ります。

◎教育行政執行方針

引き続き、日程第３３、教〇議長（貝沼宏幸）

育行政執行方針について議題といたします。

説明を求めます。教育長。

平成１９年第１回定例町〇教育長（樫 満雄）

議会の開会に当たり、平成１９年度の教育行政の

執行方針を申し上げ、町民の意思を代表する議員

各位のご理解とご協力のもと諸施策の推進に努め

てまいります。

昨今の教育の状況に目を向けますと、教育基本

法の問題を初めとして、教育諸制度の見直しが国

民的議論を呼んでおります。国では教育再生会議

が設置され具体的な改正についての議論が進んで

おります。教育は国の根幹にかかわる重要事項で

すから、それぞれの議論が十分に尽くされること

を強く期待をし、今後の動向に注視していかなけ

ればなりません。

現在、子供をめぐる状況、子育てにかかわる状

。「 」況が大きな社会問題になっております いじめ

「虐待 「親子関係での殺人」など、子供の健全」

育成にほど遠い事件が多発し、その報道も過熱ぎ

みになっています。特に「いじめ」と「いじめが

原因の自殺」に関する過熱化は、子供、保護者、

学校に大きな動揺をもたらすことになってしまい

ました。日本の将来を担う子供たちが健全に育っ

ていけるように、この状態を何とか改善しなけれ

。 、ばなりません あらゆる立場の大人たちが連携し

大いに知恵を出し合い、身近なところから進めて

いく必要があります。

また、価値観の多様化などに伴い、人々はそれ

ぞれのライフスタイルを選択し、生涯を通じて、

文化、スポーツなどに親しむとともに、絶えず新

たな知識や技能を習得するなど、自己を豊かにす

ることが求められています。町といたしましては

特別な支援はできませんが、町民一人一人が生涯

にわたって学び続け、その学習成果を、地域社会

づくりに主体的に発揮され、ふるさとを開くため

のいわゆる生涯学習の考えを基本にその環境づく

りを進めます。最近、団体活動等にこれらの意識

行動が多く見られることはまことに好ましいこと

と認識しているところです。

１．学校教育

（１）学習指導

学習指導では 「確かな学力」を育て、みずか、

ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能

、 、力の育成や 基礎・基本の確実な定着はもとより

一人一人を大切にしたきめ細かな指導、わかる喜

び、学ぶ楽しさを実感できる授業の実践に努めて

まいります。このため、学校においては、教科ご

との授業時数の確保や教育課程の改善、個別指導

を意識した指導法や指導体制の創意工夫に取り組

み、学習環境の整備を図ってまいります。このた

め家庭との連携を深め、家庭では家庭教育の充実

を図るとともに教育に関する関心を高めてまいり

ます。学校は社会的存在ですので、地域は学校を

サポートするとともに子供をはぐくむという認識

を共有する必要があります。また、学校は家庭や
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地域に開かれていくことが求められており、保護

者や地域住民の強い信頼と協力にこたえ開かれた

学校に努めなければなりません。

また 「総合的な学習の時間」においては、そ、

の趣旨やねらいを踏まえ、豊かな学習活動を展開

するため、地域素材の発掘や地域人材の積極的活

用など、ふるさとを意識した取り組みが図られる

よう、指導・支援してまいります。

平成１８年６月に「学校教育法の一部改正」が

あり、これからの特殊教育は通常の学級に在籍す

るＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥・多動

性障害）など高機能自閉症等を持つ児童生徒一人

一人の障害の実態や教育要求を把握し、適切な教

育や指導を通じて必要な支援を行う「特別支援教

育」への転換が図られることになりました。この

ため 「特別支援教育」への、校内の体制整備が、

課題とされており、学校や関係機関と連携を密に

して支援体制の整備に努めてまいります。

食に関する指導については、家庭とともに、学

校においても児童生徒が望ましい食習慣や食に関

する自己管理能力を身につけられるよう、その充

実を図ってまいります。そのため、栄養教諭の配

置に向けた体制も準備されつつありますので導入

について積極的に検討を進めてまいります。

英語教育の充実のため、引き続き英語指導助手

の民間派遣制度を活用し、中学校での生きた英語

指導を行うほか、従前同様、小学校訪問や社会教

育活動への活用を行ってまいります。

教職員の資質向上については、教育は人となり

と言われますが、一人の教師の人間性や専門性に

大きく左右されるところがあります。教師の専門

性や指導技術は研修の場で鍛えられ、みずから学

ぶことで身につくものであり、まさに教師には指

導力向上のための不断の努力が求められていま

す。それぞれが使命を自覚し、自己研修はもとよ

り校内研修を基盤とする各種研修会への積極的な

参加奨励、学校教育振興会活動への支援などによ

り、専門職としての力量を高めるための教職員の

資質向上に努めてまいります。

（２）児童・生徒の指導

何よりも生命を大切にし、他人を思いやる心や

何事にも感動する心、正義感や公正を重んじる心

など、豊かな心を持ちたくましく生きる人間を育

てることは重要なことです。

このため、家庭や地域と連携を図り、ボランテ

ィア活動や自然体験活動などを通じ、子供の道徳

性を日々の教育活動の中ではぐくむとともに、み

ずから考え、正しく判断し、実践できるよう学校

を通じて児童生徒の指導に努めてまいります。

最近は、いじめを苦にした自殺が全国で相次い

で発生し、いじめの未然防止や早期発見・対応の

重要性が求められております。このため、教職員

が情報の共有化と連携を密にし、子供たちへの指

導を適切に行うとともに 「いじめを見逃さな、

い 「いじめを起こさせない」ために家庭・学」、

校・地域社会の連携・協力を図り対応してまいり

ます。

また、児童生徒の健やかな成長は、学校を初め

とする環境が安全で安心であることは極めて重要

なことであり、学校内はもとより社会生活の中で

の凶悪な犯罪や事故を未然に防ぐ必要がありま

す。学校の安全管理や安全教育の充実を図るとと

もに、保護者の協力や地域の防犯意識の高揚と支

援、関係機関・団体との連携及び情報の共有化の

強化を図ってまいります。

（３）教育条件整備

建物の老朽化が顕著である学校施設について

は、修繕を要する箇所の緊急度・必要性を十分考

慮しつつ維持補修に努めてまいります。

施設の耐震化については、必要性は十分認識し

つつも多額の経費を要することから、他市町や国

の動向を十分に見きわめながら対応してまいりま

す。

一方、直接家庭や子供たちにかかわる事柄とし

て、引き続き保護者負担の軽減を図るため教材費

や部活動経費、スキー学習経費等への補助、日本
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スポーツ振興センター（傷害保険）掛金の全額公

費負担などの支援を継続してまいります。

昨年の７月でリース契約を満了した教科用コン

ピューター（小学校２３台 中学校４３台）は、

引き続き情報教育のかなめとして活用していく必

要があることから、よりスムーズな動作が行える

ようすべての端末のメモリー容量を増設し、積極

的な活用ができるよう対応してまいります。

２．社会教育の推進

（１）社会教育

乳幼児教育では、町長部局と連携して行ってい

る「ちるどすく～る」と幼児を持つ親子をつなげ

る施設開放事業「ちるどランド」を中心に、少し

でも多くの親子が参加できる環境を整備してまい

ります。

青少年教育では、子ども会育成連絡協議会と連

携を図りながら 「全町子どもまつり」や「子ど、

も体験教室」など、ボランティア活動・エコ活動

等も視野に入れ、内容に創意工夫を凝らして子供

たちと参画する事業を展開してまいります。

男女共同参画の推進に関しては、男女共同参画

推進協議会が中心になって行っており、推進協議

会の組織強化に協力体制を図るとともに情報の提

供と学習の推進を行ってまいります。

また、家庭教育学級については 「ちるどすく、

～る」やＰＴＡ連合会と連携をとりながら、子供

の発達段階に応じた学習機会を提供いたします。

高齢者教育については、介護予防事業とタイア

ップし 「健康」をテーマに、公開講座を行うな、

ど幅広く事業を展開してまいります。

昨年４月から公民館図書室は、週２回の開室に

なり、町民の皆様にはご不便をおかけしておりま

すが、今後ともサービスの低下を招かないよう配

慮しつつ、現在ある蔵書を検索できる仕組みにつ

いても引き続き取り組んでまいります。

昨年から行っております小学校への図書巡回事

業は、本年度も引き続き実施をいたします。

また、本年４月から町民センターの休館日を祝

祭日に関係なく毎週月曜日に固定をし、利用者が

混乱せずに利用しやすいよう規則を改めてまいり

ます。

（２）芸術・文化の振興

児童・生徒を対象とした芸術鑑賞機会の提供に

ついては、一般住民にも参加を呼びかけ、中学校

において実施いたします。

日本古来の文化である「全町カルタ大会」を本

年度も継続して実施いたします。

また、昨年４０周年を迎えた文化協会について

は、文化活動の中心的組織であることから、町全

体の文化活動発展のため事業支援をしてまいりま

す。

（３）スポーツの振興

スポーツ事業については、体育協会の主催事業

「全町混合ミニバレーボール大会」を本年度も引

き続き支援・協力いたします。

また 「スーパードッジボール大会」について、

は、子供たちに人気の高いことから本年度も引き

続き開催いたします。

以上、本年度における教育行政執行方針の大要

と所信を申し述べましたが、これら実現のため、

関係機関及び教育諸団体との密接な連携を保ち、

執行の万全を期し努力をしてまいります。町議会

議員並びに町理事者各位の格別のご理解とご協力

をお願いを申し上げ、教育行政執行方針といたし

ます。

以上で教育行政執行方針を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

◎散会の宣告

以上で本日の日程は全部終〇議長（貝沼宏幸）

了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。

、 、なお 明日１０日から１１日までは休日のため

また１２日は中学校の卒業式のため休会といたし

ます。１３日は午前１０時から本会議を再開いた

しますので、出席方よろしくお願いいたします。
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本日はどうも大変ご苦労さまでございました。

（散会 午後 ３時１５分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 貝 沼 宏 幸

署 名 議 員 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 高 橋 成 和
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平 成 １ ９ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第２日）

３月１３日（火曜日）午前１０時００分 開 議

午前１１時３０分 散 会

〇議事日程 第２号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 発議第 １号 上砂川町議会議員の

報酬の臨時措置に関する条例の一部

を改正する条例制定について

第 ３ 発議第 ２号 上砂川町議会会議規

則の一部を改正する規則制定につい

て

第 ４ 発議第 ３号 上砂川町議会委員会

条例の一部を改正する条例制定につ

いて

第 ５ 議案第 ３号 公の施設に係る指定

管理者の指定について

第 ６ 議案第 ４号 財産処分について

第 ７ 議案第 ５号 上砂川町副町長定数

条例制定について

第 ８ 議案第 ６号 地方自治法の一部を

改正する法律の施行にともなう関係

条例の整理に関する条例制定につい

て

第 ９ 議案第 ７号 町民保養施設等の売

払いにともなう関係条例の整理に関

する条例制定について

第１０ 議案第 ８号 上砂川町特別会計条

例の一部を改正する条例制定につい

て

第１１ 議案第 ９号 上砂川町職員定数条

例等の一部を改正する条例制定につ

いて

第１２ 議案第１０号 特別職の職員及び教

育長の給与の臨時措置に関する条例

等の一部を改正する条例制定につい

て

第１３ 議案第１１号 一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例

制定について

第１４ 議案第１２号 上砂川町税条例の一

部を改正する条例制定について

第１５ 議案第１３号 上砂川町手数料条例

の一部を改正する条例制定について

第１６ 議案第１４号 空知中部広域連合規

約の一部を改正する規約について

第１７ 議案第１５号 平成１８年度上砂川

町一般会計補正予算（第７号）

第１８ 議案第１６号 平成１８年度上砂川

（ ）町国民健康保険特別会計 事業勘定

補正予算（第１号）

第１９ 議案第１７号 平成１８年度上砂川

町土地開発造成事業特別会計（事業

勘定）補正予算（第１号）

第２０ 議案第１８号 平成１８年度上砂川

町立診療所事業特別会計補正予算

（第２号）

第２１ 議案第１９号 平成１８年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計補正予

算（第２号）

第２２ 議案第２０号 平成１８年度上砂川

町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）

第２３ 議案第２１号 平成１８年度上砂川

町保養施設事業特別会計補正予算

（第２号）
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第２４ 議案第２２号 平成１８年度上砂川

町水道事業会計補正予算（第３号）

※ 発議第１号～第３号、議案第３

号～第２２号までは、質疑・討論

・採決とする。

第２５ 議案第２３号 平成１９年度上砂川

町一般会計予算

第２６ 議案第２４号 平成１９年度上砂川

（ ）町国民健康保険特別会計 事業勘定

予算

第２７ 議案第２５号 平成１９年度上砂川

町土地開発造成事業特別会計（事業

勘定）予算

第２８ 議案第２６号 平成１９年度上砂川

町立診療所事業特別会計予算

第２９ 議案第２７号 平成１９年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計予算

第３０ 議案第２８号 平成１９年度上砂川

町土地取得事業特別会計予算

第３１ 議案第２９号 平成１９年度上砂川

町下水道事業特別会計予算

第３２ 議案第３０号 平成１９年度上砂川

町水道事業会計予算

※ 議案第２３号～第３０号まで

は、提案理由・内容説明までと

し、予算特別委員会に付託する。

第３３ 予算特別委員会設置及び付託につい

て

〇会議録署名議員

２番 堀 内 哲 夫

３番 高 橋 成 和

◎開議の宣告

ただいまの出席議員は１０〇議長（貝沼宏幸）

名であります。

定足数に達しておりますので、平成１９年第１

回上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、

再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（貝沼宏幸）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定

によって、２番、堀内議員、３番、高橋議員を指

名いたします。よろしくお願いいたします。

◎発議第 １号 発議第 ２号 発議第 ３号

議案第 ３号 議案第 ４号 議案第 ５号

議案第 ６号 議案第 ７号 議案第 ８号

議案第 ９号 議案第１０号 議案第１１号

議案第１２号 議案第１３号 議案第１４号

議案第１５号 議案第１６号 議案第１７号

議案第１８号 議案第１９号 議案第２０号

議案第２１号 議案第２２号

次、日程第２、発議１号か〇議長（貝沼宏幸）

、 、ら日程第２４ 議案第２２号までにつきましては

既に提案理由並びに内容説明が終了しております

ので、これより順次質疑、討論、採決を行ってま

いります。

日程第２、発議第１号 上砂川町議会議員の報

酬の臨時措置に関する条例の一部を改正する条例

制定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより発議第１号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定
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することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、発議第１号 上砂川町議会議員の

報酬の臨時措置に関する条例の一部を改正する条

例制定については、原案のとおり決定いたしまし

た。

次、日程第３、発議第２号 上砂川町議会会議

規則の一部を改正する規則制定について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより発議第２号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、発議第２号 上砂川町議会会議規

則の一部を改正する規則制定については、原案の

とおり決定いたしました。

次、日程第４、発議第３号 上砂川町議会委員

会条例の一部を改正する条例制定については、初

日、９日の会議において原案のとおり決定、可決

済みでございますので、次の日程に入ります。

日程第５、議案第３号 公の施設に係る指定管

理者の指定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第３号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第３号 公の施設に係る指定

管理者の指定については、原案のとおり決定いた

しました。

日程第６、議案第４号 財産処分について議題

といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第４号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

、 、したがって 議案第４号 財産処分については

原案のとおり決定いたしました。

次、日程第７、議案第５号 上砂川町副町長定

数条例制定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第５号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第５号 上砂川町副町長定数

条例制定については、原案のとおり決定いたしま

した。

日程第８、議案第６号 地方自治法の一部を改

正する法律の施行にともなう関係条例の整理に関

する条例制定について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第６号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第６号 地方自治法の一部を

改正する法律の施行にともなう関係条例の整理に

関する条例制定については、原案のとおり決定い

たしました。

日程第９、議案第７号 町民保養施設等の売払

いにともなう関係条例の整理に関する条例制定に

ついて議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第７号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第７号 町民保養施設等の売

払いにともなう関係条例の整理に関する条例制定

については、原案のとおり決定いたしました。

日程第１０、議案第８号 上砂川町特別会計条

例の一部を改正する条例制定について議題といた

します。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第８号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第８号 上砂川町特別会計条

例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり決定いたしました。

日程第１１、議案第９号 上砂川町職員定数条

例等の一部を改正する条例制定について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ
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んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第９号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第９号 上砂川町職員定数条

例等の一部を改正する条例制定については、原案

のとおり決定いたしました。

次、日程第１２、議案第１０号 特別職の職員

及び教育長の給与の臨時措置に関する条例等の一

部を改正する条例制定について議題といたしま

す。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１０号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１０号 特別職の職員及び

教育長の給与の臨時措置に関する条例等の一部を

改正する条例制定については、原案のとおり決定

いたしました。

次、日程第１３、議案第１１号 一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１１号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１１号 一般職の職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例制定につい

ては、原案のとおり決定いたしました。

次、日程第１４、議案第１２号 上砂川町税条

例の一部を改正する条例制定について議題といた

します。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１２号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１２号 上砂川町税条例の



- 53 -

一部を改正する条例制定については、原案のとお

り決定いたしました。

次、日程第１５、議案第１３号 上砂川町手数

料条例の一部を改正する条例制定について議題と

いたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１３号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１３号 上砂川町手数料条

例の一部を改正する条例制定については、原案の

とおり決定いたしました。

次、日程第１６、議案第１４号 空知中部広域

連合規約の一部を改正する規約について議題とい

たします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１４号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１４号 空知中部広域連合

規約の一部を改正する規約については、原案のと

おり決定いたしました。

次、日程第１７、議案第１５号 平成１８年度

上砂川町一般会計補正予算（第７号）について議

題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１５号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１５号 平成１８年度上砂

川町一般会計補正予算（第７号）については、原

案のとおり決定いたしました。

次、日程第１８、議案第１６号 平成１８年度

上砂川町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号）について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１６号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定
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することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１６号 平成１８年度上砂

川町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第１号）については、原案のとおり決定いたし

ました。

次、日程第１９、議案第１７号 平成１８年度

上砂川町土地開発造成事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１７号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１７号 平成１８年度上砂

川町土地開発造成事業特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号）については、原案のとおり決定い

たしました。

次、日程第２０、議案第１８号 平成１８年度

（ ）上砂川町立診療所事業特別会計補正予算 第２号

について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１８号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１８号 平成１８年度上砂

川町立診療所事業特別会計補正予算（第２号）に

ついては、原案のとおり決定いたしました。

次、日程第２１、議案第１９号 平成１８年度

上砂川町老人保健施設事業特別会計補正予算（第

２号）について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第１９号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第１９号 平成１８年度上砂

（ ）川町老人保健施設事業特別会計補正予算 第２号

については、原案のとおり決定いたしました。

次、日程第２２、議案第２０号 平成１８年度

上砂川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。
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。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２０号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２０号 平成１８年度上砂

川町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いては、原案のとおり決定いたしました。

次、日程第２３、議案第２１号 平成１８年度

（ ）上砂川町保養施設事業特別会計補正予算 第２号

について議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２１号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２１号 平成１８年度上砂

川町保養施設事業特別会計補正予算（第２号）に

ついては、原案のとおり決定いたしました。

次、日程第２４、議案第２２号 平成１８年度

上砂川町水道事業会計補正予算（第３号）につい

て議題といたします。

本件に対する質疑を受けます。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２２号について採決をいたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２２号 平成１８年度上砂

（ ） 、川町水道事業会計補正予算 第３号 については

原案のとおり決定いたしました。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１７分

再開 午前１０時３０分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

◎議案第２３号

日程第２５、議案第２３号〇議長（貝沼宏幸）

平成１９年度上砂川町一般会計予算について議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

予算書１ページをご参照〇町長（加賀谷政清）

願いたいと思います。ただいま上程されました議

案第２３号 平成１９年度上砂川町一般会計予算

について、提案の理由を申し述べますので、ご審

議くださるようお願いをいたします。

予算書本文に入ります。平成１９年度上砂川町

の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ２５億２００万円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

（地方債）
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第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定に

より起こすことができる地方債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は 「第２表、

地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規

定による一時借入金の借入の最高額は、１５億円

と定める。

次のページです。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書

の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおり定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当等、共済

費及び負担金補助及び交付金（退職手当組合負担

金に限る）に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内で、これらの経費の各項の間の流

用。

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明は助役からいたしますので、

よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第２３号に〇助役（貝田喜雄）

つきまして内容の説明をいたします。

お手元に配付しております平成１９年度一般会

計予算の大綱を読み上げまして説明させていただ

きますが、参考資料のナンバー４、各会計予算規

模、ナンバー５の一般会計歳入予算、そしてナン

バー８の一般会計歳出予算の目的別及び性質別の

表もあわせてごらん願いたいと思います。

平成１９年度一般会計予算の大綱。平成１９年

度一般会計予算は、町政執行方針に基づいて編成

したものであります。

本町の財政運営につきましては、税源移譲によ

り個人町民税は増収が見込めるものの、税源移譲

までの特例措置であった所得譲与税が廃止とな

り、さらに地方交付税については地方財政計画で

前年度比４.４％減、また人口と面積を中心とし

た新型地方交付税制度の導入により大幅な削減が

予想され、加えて産炭地域総合発展基金からの長

期借入金の一括返済により歳入不足分を補う財政

調整基金が皆無に等しいことから、極めて厳しい

財政状況となっております。

本年度におきましては、平成１８年度において

発展基金問題の解決に伴い、道より財政健全化計

画の策定が求められ、執行方針でも述べさせてい

ただきましたとおり、人件費の削減を中心とし、

財政健全化計画を道の指導のもと策定したところ

でございます。平成１９年度は、この健全化計画

の事実上の初年度でありまして、第３次行財政改

革の見直しを含めた追加行財政改革を取り込み、

経費の縮減を図ることといたしました。

具体的には、人件費の削減といたしまして退職

者３人の不補充及び特別職の給料、報酬及び職員

給料の縮減で１億２,０３０万６,０００円、さら

には公共施設の休止と庁舎内節減で２,９１９万

６,０００円の縮減を図っております。また、住

民に直接かかわる制度施策にありましても一部見

直しを図り、団体補助金と合わせて１,５６０万

。４,０００円の経費縮減を図ったものであります

投資的経費にありましては、後年度の財政負担

を増大させないよう、実質公債費比率の適正化を

図るため、必要最小限にとどめるなどの基本方針

により編成作業を終えたものであります。

本年度の予算の執行を含め、今後の財政運営に

つきましては多くの問題を抱えておりますが、財

政の健全化のため最善の努力をいたす所存であり

ます。以下、本年度の予算の概要についてご説明

いたします。

本年度の一般会計予算規模は、資料ナンバー４

のとおり２５億２００万円であり、前年度当初比

１７.６％減となりましたが、主な要因は行財政
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改革による１億６,８３０万６,０００円の経費の

節減と公債元金償還終了等によるものでございま

す。

、 。次に 各項目の内容を要約して説明いたします

最初に、歳入についてでありますが、資料ナンバ

ー５をごらんいただきたいと思います。町税は、

国の三位一体改革による税源移譲により、前年度

当初比１３.３％増の１億９,２５９万２,０００

円を計上いたしました。

地方譲与税は、税源移譲により所得譲与税が廃

止となりましたので、３,０７０万円減額し、自

動車重量税と地方道路譲与税を合わせ２,２００

万円を計上しました。

利子割交付金は、前年度実績から１００万円を

計上しました。

配当割交付金１０万円、株式等譲渡所得割交付

金１０万円、地方消費税交付金４,５００万円、

自動車取得税交付金７００万円は、前年同額の計

上といたしました。

地方特例交付金は、恒久減税の廃止に伴う特別

交付金１０万円を見込み、特例交付金については

前年度より３１０万円減額の９０万円を計上し、

合わせて１００万円を計上したところでございま

す。

地方交付税は、前年度交付決定額及び本年度の

国の予算枠、新型交付税制度の導入による影響を

勘案して、普通交付税で１２億１,５００万円、

特別交付税で１億５,５００万円を見込み、総額

では前年度当初比９.９％減の１３億・０００万

円を計上しました。

交通安全対策特別交付金は前年同額の１００万

円とし、分担金及負担金は前年度実績により１.

５％増の１,１９６万２,０００円を計上しまし

た。

使用料及手数料は、住民票等の交付手数料の引

き上げによる増額分を見込み、公営住宅使用料、

証紙収入等については前年度実績による減額を合

わせ、４.２％の減の２億３,０２７万８,０００

円を計上いたしました。

国庫支出金は、公営住宅家賃対策補助金の一般

財源化による減少を含め、２３.３％減の８,１１

２万３,０００円を計上しました。

道支出金は、知事、道議選挙費、参議院選挙費

及び道税取り扱い事務委託料の増により１２.３

％増の９,６０４万１,０００円を計上いたしまし

た。

財産収入は、職員住宅貸付料、土地建物貸付収

入についての計上であり、６.１％減の２,１０５

万２,０００円を計上しました。

、 。寄附金は 科目存置としたところでございます

繰入金は、公債費の繰上償還等の財源といたし

まして減債基金より５,０００万円を取り崩し、

計上しました。

諸収入は、介護サービス収入、貸付金元利収入

等について年間収入額を積算し見込んでおります

が、産炭地域基金活用収入の減少により、５０％

減の２億５,１１５万１,０００円を計上いたしま

した。

町債は、投資的経費充当の起債のほか、臨時財

政対策債１億円を含め、１億２,０６０万円を計

上しました。

次に歳出でありますが、性質別区分により説明

いたしますので、資料ナンバー８の方もごらんい

ただきたいと思います。義務的経費のうち人件費

は、平成１８年度末退職予定者３人を見込むとと

もに、財政健全化計画に基づき、町長給料で３０

％、助役、教育長で２５％、職員給料で２０％の

削減のほか、議員定数の欠員や議員、監査委員、

教育委員の報酬の削減によりまして１４.７％減

の５億８,６６４万６,０００円を計上いたしまし

た。

扶助費につきましては、現行制度による所要額

を見込み、０.３％減の２億５３３万５,０００円

を計上しました。

公債費は、繰上償還等による償還元金の減少に

より、１６.２％減の７億８５５万２,０００円を
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計上しました。

以上の義務的経費で１３.７％減の１５億５３

万３,０００円となり、歳出に占める割合は５９.

９％となるものであります。

一方、消費的経費のうち物件費は、公共施設管

理体制の見直しのほか庁舎内節減による縮減効果

を見込んで所要の予算措置を講じたところであ

り、総額では９.７％減の３億２,１４２万３,０

００円を計上いたしました。

維持補修費は、公的住宅、公共施設の修繕、除

排雪経費等でありまして、各経費は現行制度を維

持するものとして年間所要額を見込み、２３.９

％増の５,７４６万７,０００円を計上しました。

補助費等は、義務的性質のものは当該機関、団

体の決定により、その他のものは現行制度により

所要額を見込みましたが、産炭地域発展基金負担

金の減額により３・６％減の３億５,８５４万４,

０００円を計上しました。

以上の消費的経費の総額は、２３.１％減の７

億３,７４３万４,０００円で、歳出に占める割合

は２９.５％となるものであります。

投資的経費は、既設公営、改良住宅水洗化事業

１,８２５万２,０００円のほか、公共施設下水道

接続事業により、４８.４％増の５,１６０万７,

０００円の計上となり、歳出に占める割合は２.

１％となるものであります。

その他の経費といたしましては、商店街近代化

特別融資及び中小企業融資の原資預託金、特別会

計への繰出金などがありますが、各特別会計の経

営状況につきましては、それぞれの議案において

ご説明をさせていただきたいと思います。

以上、平成１９年度一般会計予算の大綱につい

て申し述べましたので、よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。

それでは、予算書本文に入ります。３ページ以

降になります。第１表、歳入歳出予算。歳入、１

款町税１億９,２５９万２,０００円、１項町民税

９,１７９万７,０００円、２項固定資産税６,２

９１万２,０００円、３項軽自動車税５７１万９,

０００円、４項町たばこ税２,６１１万円、５項

鉱産税７３万９,０００円、６項入湯税５３１万

５,０００円。

２款地方譲与税２,２００万円、１項自動車重

量譲与税１,６００万円、２項地方道路譲与税６

００万円、所得譲与税は廃項でございます。

３款利子割交付金１００万円、１項利子割交付

金、同額でございます。

、 、４款配当割交付金１０万円 １項配当割交付金

同額でございます。

５款株式等譲渡所得割交付金１０万円、１項株

式等譲渡所得割交付金、同額であります。

６款地方消費税交付金４,５００万円、１項地

方消費税交付金、同額であります。

７款自動車取得税交付金７００万円、１項自動

車取得税交付金、同額であります。

８款地方特例交付金１００万円、１項地方特例

交付金９０万円、２項特別交付金１０万円。

９款地方交付税１３億７,０００万円、１項地

方交付税、同額であります。

１０款交通安全対策特別交付金１００万円、１

項交通安全対策特別交付金、同額であります。

１１款分担金及負担金１,１９６万２,０００

円、１項負担金、同額であります。

１２款使用料及手数料２億３,０２７万８,００

０円、１項使用料１億９,６０８万４,０００円、

２項手数料３９０万４,０００円、３項証紙収入

３,０２９万円。

１３款国庫支出金８,１１２万３,０００円、１

項国庫負担金７,２２４万９,０００円、２項国庫

補助金７３８万３,０００円、３項国庫委託金１

４９万１,０００円。

１４款道支出金９,６０４万１,０００円、１項

道負担金６,９２７万８,０００円、２項道補助金

１,１６９万１,０００円、３項道委託金１,５０

７万２,０００円。

１５款財産収入２,１０５万２,０００円、１項
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財産運用収入２,１０２万１,０００円、２項財産

売払収入３万１,０００円。

１６款寄附金１,０００円、１項寄附金、同額

であります。

、 、１７款繰入金５,０００万円 １項基金繰入金

同額であります。

１８款諸収入２億５,１１５万１,０００円、１

項延滞金加算金及過料１万１,０００円、２項町

預金利子５万円、３項貸付金元利収入１,８２０

万７,０００円、４項雑入２億３,２８８万３,０

００円。

１９款町債１億２,０６０万円、１項町債、同

額であります。

歳入合計２５億２００万円であります。

歳出、１款議会費３,３１８万３,０００円、１

項議会費、同額であります。

２款総務費１億３,１６４万３,０００円、１項

総務管理費１億１,８０７万６,０００円、２項徴

税費２８３万２,０００円、３項戸籍住民基本台

帳費１１９万２,０００円、４項選挙費８１７万

円、５項統計調査費３１万円、６項監査委員費１

０６万３,０００円。

３款民生費６億１,０６５万円、１項社会福祉

費５億６,９８２万８,０００円、２項児童福祉費

４,０２８万３,０００円、３項生活保護費２９万

９,０００円、４項災害救助費２４万円。

４款衛生費１億８,４９０万３,０００円、１項

保健衛生費６,１６６万円、２項清掃費１億２,３

２４万３,０００円。

、 、５款労働費３１１万５,０００円 １項労働費

同額であります。

６款農林水産業費１０万４,０００円、１項林

業費、同額であります。

７款商工費６,６０２万７,０００円、１項商工

費、同額であります。

８款土木費２億１９３万７,０００円、１項土

木管理費８,２０３万７,０００円、２項道路橋り

ょう費４,４７２万４,０００円、３項住宅費７,

５１７万６,０００円。

９款消防費１億１,８６２万７,０００円、１項

消防費、同額であります。

１０款教育費７,３６０万７,０００円、１項教

育総務費４６０万２,０００円、２項小学校費２,

３１３万７,０００円、３項中学校費２,９６７万

７,０００円、４項社会教育費６４９万３,０００

円、５項保健体育費９６９万８,０００円。

１１款災害復旧費１万３,０００円、１項農林

水産業施設災害復旧費、同額であります。

１２款公債費７億８７１万８,０００円、１項

公債費、同額であります。

１３款職員費３億６,６４７万３,０００円、１

項職員費、同額であります。

１４款予備費３００万円、１項予備費、同額で

あります。

歳出合計が２５億２００万円であります。

第２表、地方債。起債の目的、限度額、起債の

方法、利率、償還の方法。臨時財政対策債、１億

円、普通貸借又は証券発行、４.０％以内（ただ

し、利率見直し方式で借り入れる資金の場合、利

率見直し以降については、当該見直し後の利率と

する 、政府資金についてはその融資条件によ。）

り、銀行その他の場合についてはその債権者と協

定するものによる。ただし、町財政の都合により

据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償

還又は低利債に借換することができる。

町民センター下水道接続事業、２１０万円、同

上、同上、同上。

、 、 、鶉本町生活館下水道接続事業 ８０万円 同上

同上、同上。

中央ふれあいセンター下水道接続事業、１１０

万円、同上、同上、同上。

鶉本町団地線改修事業、２６０万円、同上、同

上、同上。

、 、 、 、鶉北線排水改修事業 ３７０万円 同上 同上

同上。

既設改良住宅改善事業、５８０万円、同上、同
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上、同上。

既設公営住宅改善事業、４５０万円、同上、同

上、同上。

合計、１億２,０６０万円。

以下、事項別明細書につきましては後日担当課

長から説明いたしますので、ご審議賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２４号

次、日程第２６、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

４号 平成１９年度上砂川町国民健康保険特別会

計（事業勘定）予算について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

予算書１２１ページをご〇町長（加賀谷政清）

参照願いたいと思います。ただいま上程されまし

た議案第２４号 平成１９年度上砂川町国民健康

保険特別会計（事業勘定）予算について、提案理

由を申し述べますので、ご審議くださるようお願

いをいたします。

平成１９年度上砂川町国民健康保険特別会計

（ ） 、 。事業勘定 の予算は 次に定めるところによる

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ２億３,００７万円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明は助役からいたしますので、

よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第２４号に〇助役（貝田喜雄）

ついて内容の説明をいたします。

概要文を読み上げまして説明をさせていただき

ます。

平成１９年度国民健康保険特別会計予算の概

要。国民健康保険事業につきましては、平成１３

年度から空知中部広域連合を保険者として構成市

町の自賄い方式を基本に過去の医療費の実績を参

考に収支計画を策定し、医療給付事業を運営する

ものであります。

本町では、国保税の賦課徴収事務や各種医療の

受け付け申請事務等の業務を行うこととなり、本

会計ではこれら業務にかかわる予算について計上

するものであります。

本年度予算は、広域連合の通知を受け前年度実

績を勘案して、前年度対比１.７％、４０８万２,

０００円減の２億３,００７万円となるものであ

ります。

以下、主なものについて説明いたします。歳出

でありますが、総務費の総務管理費には、広域連

合に納付する分賦金を計上しており、分賦金総額

は前年度対比１.７％、４０５万４,０００円減の

２億２,９１７万６,０００円を計上しました。

歳入でありますが、被保険者数の減少により前

年度対比２.２％、１,１２５万２,０００円減の

１億７,２１６万２,０００円を見込むとともに、

一般会計からルール分となる５,７８９万１,００

０円を繰り入れして収支の均衡を図ったところで

ございます。

それでは、予算書本文に入ります。１２２ペー

ジでございます。第１表、歳入歳出予算。歳入、

１款国民健康保険税１億７,２１６万２,０００

円、１項国民健康保険税、同額であります。

２款使用料及手数料１万２,０００円、１項手

数料、同額であります。

３款繰入金５,７８９万１,０００円、１項一般

会計繰入金、同額であります。

４款諸収入５,０００円、１項延滞金及過料２,

０００円、２項雑入３,０００円。
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歳入合計２億３,００７万円です。

、 、歳出 １款総務費２億２,９９１万５,０００円

１項総務管理費２億２,９２４万４,０００円、２

項徴税費６７万１,０００円。

２款諸支出金５万５,０００円、１項償還金及

還付加算金、同額であります。

３款予備費１０万円、１項予備費、同額であり

ます。

歳出合計２億３,００７万円。

以下、事項別明細書につきましては後日担当課

主幹から説明いたしますので、ご審議賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２５号

次、日程第２７、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

５号 平成１９年度上砂川町土地開発造成事業特

別会計（事業勘定）予算について議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。町長。

１２９ページをご参照願〇町長（加賀谷政清）

いたいと思います。ただいま上程されました議案

第２５号 平成１９年度上砂川町土地開発造成事

業特別会計（事業勘定）予算について、提案理由

を申し述べますので、ご審議くださるようお願い

をいたします。

平成１９年度上砂川町土地開発造成事業特別会

計（事業勘定）の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ２,４７８万１,０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

議案第２５号について内容〇助役（貝田喜雄）

の説明をいたします。

概要文をごらんいただきたいと思います。平成

１９年度土地開発造成事業特別会計予算の概要。

本会計は、宅地造成事業と工業団地造成事業から

成る特別会計であり、本年度予算額は宅地造成事

業１,６０２万７,０００円と工業団地造成事業８

７５万４,０００円を合わせて、前年度対比２.０

％、５０万円減の２,４７８万１,０００円となる

ものであります。

最初に、宅地造成事業についてでありますが、

町民の持ち家志向に対応するために造成しました

が、本町分譲地に１区画、中町分譲地に３区画、

中央分譲地に１区画、鶉本町分譲地に５区画の計

１０区画の未売却地があり、これらの宅地の売り

払いに努めることとして予算計上したものであり

ます。

以下、主な内容について説明いたします。最初

の宅地造成でございます。歳出でございますが、

未売却地の販売ＰＲ用チラシ代として１４万７,

０００円、公債費は長期債償還元金１,５０７万

４,０００円、償還利子８０万６,０００円の合計

１,６０２万７,０００円を計上しました。

歳入でありますが、未売却地１０区画分の宅地

売払収入１,４９０万５,０００円を計上、不足と

なります１１２万２,０００円について一般会計

から繰り入れし、収支の均衡を図ったところでご

ざいます。

次に、工業団地造成事業について説明いたしま

す。工業団地につきましては、平成３年度と４年

度に中町工業団地、平成９年度に本町工業団地を

整備したところであります。
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歳出でありますが、公債費は平成９年度に借り

入れした本町工業団地分の長期債償還元金８６０

万４,０００円、償還利子１５万円の合計８７５

万４,０００円を計上しました。

歳入でありますが、工業団地の売り払いが見込

めないため、８７５万４,０００円について一般

会計から繰り入れし、収支の均衡を図ったところ

でございます。

予算書本文に入ります。１３０ページでありま

す。第１表、歳入歳出予算。１、歳入、１款財産

、 、収入１,４９０万５,０００円 １項財産売払収入

同額であります。

２款繰入金９８７万６,０００円、１項他会計

繰入金、同額であります。

歳入合計２,４７８万１,０００円。

、 、 、２ 歳出 １款宅地造成費１４万７,０００円

１項宅地造成費、同額であります。

２款公債費２,４６３万４,０００円、１項公債

費、同額であります。

歳出合計２,４７８万１,０００円。

以下、事項別明細書につきましては後日担当課

長から説明いたしますので、ご審議賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２６号

次、日程第２８ 議案第２〇議長（貝沼宏幸）

６号 平成１９年度上砂川町立診療所事業特別会

計予算について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

予算書１３５ページをご〇町長（加賀谷政清）

参照願いたいと思います。ただいま上程されまし

た議案第２６号 平成１９年度上砂川町立診療所

事業特別会計予算について、提案理由を申し述べ

ますので、ご審議くださるようお願いをいたしま

す。

平成１９年度上砂川町立診療所事業特別会計の

予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１億５２４万８,０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

議案第２６号について内容〇助役（貝田喜雄）

の説明をいたします。

概要文をごらんください。平成１９年度上砂川

町立診療所事業特別会計予算の概要。本年度の予

算額は、昨年度の急性期疾患の受診減や慢性期患

者の長期入院と施設入所による患者数減少傾向等

を勘案し、前年度対比９.８％、１,１３７万３,

０００円減の１億５２４万８,０００円となるも

のでございます。

以下、主な内容について説明いたします。歳出

でありますが、総務費は経常経費の節減により前

年度対比４.９％、２９０万２,０００円減の５,

６９１万９,０００円を計上し、医業費は薬品費

などの減額により１１.１％、５９０万円減の４,

。 、 、７２２万円を計上しました 諸支出金 予備費は

昨年度と同様の予算計上となります。公債費は、

ＣＴ購入債の償還完了により、２５７万１,００

０円減の９５万９,０００円となりました。

歳入でありますが、医療収入１日当たりの患者

数を４２.０人と見込み、前年度対比９.６％、８

００万円減の７,５００万１,０００円を計上しま

した。分担金及負担金１,９８２万円、諸収入５

００万円を計上し、不足となる５４２万７,００
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０円を一般会計から繰り入れし、収支の均衡を図

ったところでございます。

予算書本文でございます。１３６ページをごら

んいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予

。 、 、算 歳入 １款医療収集７,５００万１,０００円

１項診療収入、同額でございます。

２款分担金及負担金１,９８２万円、１項負担

金、同額であります。

３款諸収入５００万円、１項雑入、同額であり

ます。

４款繰入金５４２万７,０００円、１項一般会

計繰入金、同額であります。

歳入合計１億５２４万８,０００円。

。 、歳出です １款総務費５,６９１万９,０００円

１項施設管理費、同額であります。

２款医業費４,７２２万円、１項医業費、同額

であります。

３款諸支出金５万円、１項償還金、同額であり

ます。

４款公債費９５万９,０００円、１項公債費、

同額であります。

５款予備費１０万円、１項予備費、同額であり

ます。

歳出合計１億５２４万８,０００円。

以下、事項別明細書につきましては後日事務長

から説明いたしますので、ご審議賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２７号

次、日程第２９、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

７号 平成１９年度上砂川町老人保健施設事業特

別会計予算について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

予算書１５１ページをお〇町長（加賀谷政清）

開き願います。ただいま上程されました議案第２

７号 平成１９年度上砂川町老人保健施設事業特

別会計予算について、提案の理由を申し述べます

ので、ご審議くださるようお願いをいたします。

平成１９年度上砂川町老人保健施設事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１億６,１３３万５,０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第２７号に〇助役（貝田喜雄）

ついて内容の説明をいたします。

概要文をごらんください。平成１９年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計予算の概要。本年度

の予算額は、入所人員について前年度実績を勘案

して４５人と見込み、前年度対比７.８％、１,３

５９万円減の１億６,１３３万５,０００円となる

ものであります。

以下、主な内容について説明いたします。歳出

でありますが、老人保健施設費は燃料費の値上が

りによる増額や経常経費の節減により前年度対比

９.０％、１,３５８万９,０００円減の１億３,６

７３万９,０００円計上し、公債費と予備費につ

いては昨年同様となってございます。

歳入でありますが、介護度の階層区分の変動や

短期入所利用者の減により施設サービス収入は前

年度と比較し、８７８万３,０００円減の１億４,

２４１万４,０００円を計上し、利用料は前年度

と比較し、４８０万７,０００円減の１,８７８万

１,０００円を計上しました。諸収入は１４万円
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を計上し、収支の均衡を図ったところでございま

す。

予算書本文でございます。１５２ページをお開

きいただきたいと思います。第１表、歳入歳出予

算。歳入、１款施設サービス収入１億４,２４１

万４,０００円、１項介護給付費収入１億２,９４

６万３,０００円、２項自己負担金収入１,２９５

万１,０００円。

２款利用料１,８７８万１,０００円、１項利用

料、同額であります。

３款諸収入１４万円、１項雑入、同額でありま

す。

歳入合計１億６,１３３万５,０００円。

歳出、１款老人保健施設費１億３,６７３万９,

０００円、１項総務費、同額であります。

２款公債費２,４４９万６,０００円、１項公債

費、同額であります。

３款予備費１０万円、１項予備費、同額であり

ます。

歳出合計１億６,１３３万５,０００円。

以下、事項別明細書につきましては後日施設長

から説明いたしますので、ご審議賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２８号

次、日程第３０、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

８号 平成１９年度上砂川町土地取得事業特別会

計予算について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

予算書１６７ページをご〇町長（加賀谷政清）

参照願います。ただいま上程されました議案第２

８号 平成１９年度上砂川町土地取得事業特別会

、 、計予算について 提案の理由を申し述べますので

ご審議くださるようお願いいたします。

平成１９年度上砂川町土地取得事業特別会計の

予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ１,１９７万５,０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第２８号に〇助役（貝田喜雄）

ついて内容の説明をいたします。

概要文をごらんください。平成１９年度土地取

得事業特別会計予算の概要。本会計は公共事業の

円滑かつ効率的な執行と合理的な土地利用を図る

ため、事業の執行に先立って用地を取得するもの

であり、原則として取得後１０年以内に公共用も

しくは公用に供する用地を取得する事業が対象と

なるものであります。

、 、本年度予算は 用地取得が発生していないため

公債費の償還について措置するもので、前年度対

比１.３％、１６万３,０００円減の１,１９７万

５,０００円となるものであります。

以下、主な内容について説明いたします。歳出

でありますが、公債費は平成１０年度までに購入

しました用地に係る償還元金として１,１１６万

９,０００円、償還利子として８０万６,０００円

を計上しました。

歳入でありますが、昨年同様、当初段階で土地

の売払収入は見込めませんので 一般会計から１,、

１９７万５,０００円の繰り入れをし、収支の均

衡を図ったところでございます。

予算書本文にまいります。１６８ページでござ

います。第１表、歳入歳出予算。歳入、１款繰入
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金１,１９７万５,０００円、１項繰入金、同額で

あります。

歳入合計１,１９７万５,０００円。

歳出、１款公債費１,１９７万５,０００円、１

項公債費、同額であります。

以下、事項別明細書につきましては後日担当課

長から説明いたしますので、ご審議賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第２９号

次、日程第３１、議案第２〇議長（貝沼宏幸）

９号 平成１９年度上砂川町下水道事業特別会計

予算について議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

予算書１７１ページをご〇町長（加賀谷政清）

参照ください。ただいま上程されました議案第２

９号 平成１９年度上砂川町下水道事業特別会計

予算について、提案の理由を申し述べますので、

ご審議くださるようお願いいたします。

平成１９年度上砂川町下水道事業特別会計の予

算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ２億５,６１６万６,０００円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は 「第１表 歳入歳出予算」による。、

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定に

より起こすことができる地方債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表 地

方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規

定による一時借入金の借入の最高額は、２億円と

定める。

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第２９号に〇助役（貝田喜雄）

ついて内容の説明をいたします。

概要文をごらんいただきたいと思います。平成

１９年度下水道事業特別会計予算の概要。下水道

整備事業につきましては、平成９年度に汚水管の

布設に着手してから１０年が経過し、昨年は鶉、

中央地区において一部供用開始になり、現在８５

７戸、１,８２４人の住民が下水道の恩恵を享受

しており 本町の供用開始地区の水洗化率は５９.、

７％になっております。

本年度予算の総額は、前年度対比１１.８％、

３,４３８万８,０００円減の２億５,６１６万６,

０００円となるものであります。

以下、主な内容について説明いたします。歳出

でありますが 下水道費の下水道建設費は ２６.、 、

３％減の１億１,８３８万１,０００円となり、人

件費では第３次行財政改革の追加により１１.８

％減の１,７６３万１,０００円、委託料で２３.

５％減の１,１８２万３,０００円、工事請負費で

２９.９％減の８,２００万円を計上しました。な

お、本年度事業は、緑が丘、鶉地区で１,０５０

メーターの汚水管布設工事を施工するものでござ

います。石狩川流域下水道事業建設負担金は、対

象事業費の減により１５.５％減の３００万９,０

００円 維持管理費は委託料などの減により２２.、

３％減の４０２万３,０００円、公債費は長期債

償還元金の増により７.８％増の１億２,４８９万

１,０００円を計上しました。

歳入でありますが、受益者分担金は供用開始地

区の公的住宅１８３戸、一般住宅１０５戸につい
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て建物１戸当たり７万円で４年分割の本年度分と

して２６.３％減の５１１万円を計上するととも

に、下水道使用料につきましても同地区の水洗化

戸数を公的住宅４８８戸、一般住宅３８３戸分と

して１.３％増の２,３６１万４,０００円を計上

しました。国庫支出金は補助対象事業費の減によ

り３０.８％減の４,５００万円、町債は今年度新

たに資本費平準化債の借り入れにより６５.７％

増の１億１,０２０万円を計上し、不足となる７,

２２４万円について一般会計から繰り入れし、収

支の均衡を図ったところでございます。

予算書本文へまいります。１７２ページでござ

います。第１表、歳入歳出予算。歳入、１款分担

金及負担金５１１万円、１項受益者分担金、同額

であります。

２款使用料及手数料２,３６１万４,０００円、

１項使用料、同額であります。

３款国庫支出金４,５００万円、１項国庫補助

金、同額であります。

、 、４款繰入金７,２２４万円 １項他会計繰入金

同額であります。

５款諸収入２,０００円、１項延滞金及過料１,

０００円、２項雑入１,０００円。

６款町債１億１,０２０万円、１項町債、同額

であります。

歳入合計２億５,６１６万６,０００円。

歳出、１款下水道費１億３,１１７万５,０００

円、１項下水道整備費１億２,７１５万２,０００

円、２項下水道維持費４０２万３,０００円。

２款公債費１億２,４８９万１,０００円、１項

公債費、同額であります。

３款予備費１０万円、１項予備費、同額であり

ます。

歳出合計２億５,６１６万６,０００円。

第２表、地方債。起債の目的、限度額、起債の

方法、利率、償還の方法。特定環境保全公共下水

、 、 、道事業 ４,８７０万円 普通貸借又は証券発行

４.０％以内、政府資金についてはその融資条件

により、銀行その他の場合についてはその債権者

と協定するものによる。ただし、町財政の都合に

より据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰

上償還又は低利債に借換することができる。

流域下水道事業、２８０万円、同上、同上、同

上。

、 、 、 、資本費平準化債 ５,８７０万円 同上 同上

同上。

以下、事項別明細書につきましては後日担当課

長から説明いたしますので、ご審議賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎議案第３０号

次、日程第３２、議案第３〇議長（貝沼宏幸）

０号 平成１９年度上砂川町水道事業会計予算に

ついて議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

１８７ページをご参照願〇町長（加賀谷政清）

います。ただいま上程されました議案第３０号

平成１９年度上砂川町水道事業会計予算につい

て、提案理由を申し述べますので、ご審議くださ

るようお願いをいたします。

（総則）

第１条 平成１９年度上砂川町水道事業会計の

予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。

（１）給水戸数２,２２８戸

（２）年間給水量６３万５,４４１立方メート

ル

（３）１日平均給水量１,７４１立方メートル

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の

とおり定める。

収入、第１款水道事業収益１億７,５９９万７,
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０００円。第１項営業収益１億４,０７４万３,０

００円。第２項営業外収益３,５２５万４,０００

円。

支出、第１款水道事業費用１億７,５９９万７,

０００円。第１項営業費用１億１,３８４万５,０

００円。第２項営業外費用６,２０５万２,０００

円。第３項予備費１０万円。

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の

とおり定める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額５,７８９万６,０００円は、損益勘定留保資

金で補てんするものとする ）。

次のページでございます。

収入、第１款資本的収入６,２８７万５,０００

円。第１項企業債４,４９０万円。第２項国庫補

助金１,７８９万２,０００円。第３項他会計補助

金８万３,０００円。

支出、第１款資本的支出１億２,０７７万１,０

００円。第１項企業債償還金５,７８９万６,００

。 。０円 第２項建設改良費６,２８７万５,０００円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおり定める。

起債の目的、簡易水道等施設整備事業、限度額

４,４９０万円、起債の方法、普通貸借又は証券

発行、利率４.０％以内、償還の方法、政府資金

についてはその融資条件により、銀行その他の場

合についてはその債権者と協定するものによる。

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期

限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換

することができる。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１億５,００

０万円と定める。

（議会の議決を経なければ、流用することので

きない経費）

第７条 次にあげる経費については、その経費

の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費２,２８５万３,０００円

（他会計からの補助金）

第８条 企業債利息償還等のため、一般会計か

らこの会計へ繰入を受ける金額は、３,３７２万

７,０００円とし、建設改良のため、一般会計か

らこの会計へ補助を受ける金額は、８万３,００

０円とする。

平成１９年３月９日提出

北海道上砂川町水道事業管理者

北海道上砂川町長 加賀谷 政 清

以下、内容の説明につきましては助役からいた

しますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

以上で提案理由の説明を終〇議長（貝沼宏幸）

わります。

引き続き内容の説明を求めます。助役。

それでは、議案第３０号に〇助役（貝田喜雄）

ついて内容の説明をいたします。

概要文をごらんください。平成１９年度水道事

業会計予算の概要。水道事業につきましては、地

方財政法上の公営企業とされており、事業に伴う

収入により経費を賄い、自立性をもって事業を継

続していく独立採算性の原則が適用されている事

業であり、本年度予算額は収益的収入及び支出で

１億７,５９９万７,０００円、資本的支出で１億

２,０７７万１,０００円の合計２億９,６７６万

８,０００円となるものであります。

以下、主な内容について説明いたします。収益

的支出でありますが、営業費用の原水及び浄水費

は委託料の減により前年度対比７.８％減の１,３

９３万６,０００円を計上し、配水及び給水費は

検満量水器取りかえ整備を当面財政健全化計画期

間繰り延べ、故障のみ対応することにより４４.

３％減の６６７万６,０００円を計上しました。

総係費は、第３次行財政改革の追加による人件費
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の削減に伴い、前年度対比８.９％減の３,０１５

万円を計上しました。営業外費用の支払利息及び

企業債償還金は、償還利息の減により３.１％減

の５,７８４万９,０００円、消費税及び地方消費

税は、建設改良事業の実施に伴う控除対象消費税

の増により５０.９％減の２７０万３,０００円を

計上しました。

収益的収入でありますが、営業収益の給水収益

は、１.５％減の１億４,０６０万１,０００円を

計上し、不足となる３,３７２万７,０００円につ

いて一般会計から繰り入れし、収支の均衡を図っ

たところであります。

資本的支出は、企業債償還金として１５.２％

減の５,７８９万６,０００円、建設改良費は簡易

水道等施設整備事業として老朽化が著しい温泉沢

取水施設及び浄水施設の計装設備の更新６,２８

７万５,０００円を計上いたしました。

資本的収入は、企業債として４,４９０万円、

国庫補助金として１,７８９万２,０００円、他会

計補助金として８万３,０００円を計上しました

が、資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額５,７８９万６,０００円は、内部留保資金に

て補てんするものでございます。

予算書本文に入ります。１９０ページをごらん

ください。平成１９年度上砂川町水道事業会計予

。 。 、算実施計画書 収益的収入及び支出 収益的収入

１款水道事業収益１億７,５９９万７,０００円。

１項営業収益１億４,０７４万３,０００円、１目

給水収益１億４,０６０万１,０００円、２目その

他の営業収益１４万２,０００円。２項営業外収

益３,５２５万４,０００円、１目受取利息及び配

、 、当金２万円 ２目繰入金３,３７２万７,０００円

３目他会計負担金１４５万７,０００円、４目雑

収益５万円。

収益的支出、１款水道事業費用１億７,５９９

万７,０００円 １項営業費用１億１,３８４万５,。

０００円、１目原水及び浄水費１,３９３万６,０

００円、２目配水及び給水費６６７万６,０００

円、３目業務費１６６万４,０００円、４目総係

費３,０１５万円 ５目減価償却費６,１４０万９,、

０００円、６目その他の営業費用１万円。２項営

業外費用６,２０５万２,０００円、１目支払利息

及び企業債取扱費５,７８４万９,０００円、２目

雑支出１５０万円、３目消費税及び地方消費税２

７０万３,０００円。３項予備費１０万円、１目

予備費、同額であります。

資本的収入及び支出。資本的収入、１款資本的

収入６,２８７万５,０００円。１項企業債４,４

９０万円、１目企業債、同額でございます。２項

国庫補助金１,７８９万２,０００円、１目国庫補

助金、同額でございます。３項他会計補助金８万

３,０００円、１目他会計補助金、同額でござい

ます。出資金、廃項でございます。負担区分に基

づかない出資金、廃目であります。

資本的支出、１款資本的支出１億２,０７７万

１,０００円。１項企業債償還金５,７８９万６,

０００円、１目企業債償還金、同額であります。

２項建設改良費６,２８７万５,０００円、１目簡

易水道等施設整備事業費、同額であります。

以下、事項別明細書につきましては後日担当課

長から説明いたしますので、ご審議賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

以上でございます。

以上で内容の説明を終わり〇議長（貝沼宏幸）

ます。

◎予算特別委員会設置及び付託について

次、日程第３３、予算特別〇議長（貝沼宏幸）

委員会設置及び付託について議題といたします。

お諮りいたします。ただいま提案されました議

案第２３号から議案第３０号までについては、委

員会条例の規定により９名で構成する予算特別委

員会を設置し、これに付託し、審査することにし

、 。たいと思いますが これにご異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）
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したがって、議案第２３号から議案第３０号ま

でについては、９名で構成する予算特別委員会を

設置し、これに付託し、審査することに決定いた

しました。

お諮りいたします。ただいま設置されました予

算特別委員会の委員の選任については、委員会条

例の規定により、議長において指名したいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

それでは、指名いたします。予算特別委員会の

委員については、議長を除く議員９名全員を指名

いたします。

お諮りいたします。本特別委員会の正副委員長

につきましては、委員会条例の規定により委員会

において互選することになっておりますが、申し

合わせによりまして総務常任委員会の正副委員長

が兼ねることになっておりますので、議長におい

て指名したいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

それでは、委員長には椿原議員、副委員長には

川上議員を指名いたします。

◎休会について

以上をもちまして本日の日〇議長（貝沼宏幸）

程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。明１４日から１５日までの

２日間、議案調査等のため休会としたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、１４日から１５日までの２日間休

会することに決定いたしました。

なお、休会中の１４日につきましては常任委員

会を開催していただくことになっておりますの

で、よろしくお願いいたします。

また、１６日は午前１０時より本会議を再開し

たいと思いますので、出席方よろしくお願いいた

します。

◎散会の宣告

本日はこれをもって散会い〇議長（貝沼宏幸）

たします。大変ご苦労さまでございました。

（散会 午前１１時３０分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 貝 沼 宏 幸

署 名 議 員 堀 内 哲 夫

署 名 議 員 高 橋 成 和
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平 成 １ ９ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第３日）

３月１６日（火曜日）午前１０時００分 開 議

午前１１時２４分 散 会

〇議事日程 第３号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 町政執行方針に対する質疑

第 ３ 教育行政執行方針に対する質疑

〇会議録署名議員

３番 高 橋 成 和

４番 大 内 兆 春

◎開議の宣告

ただいまの出席議員は９名〇議長（貝沼宏幸）

であります。

堀内議員は、所用のため欠席する旨の届け出が

ありました。

なお、理事者側につきましては、全員出席して

おります。

定足数に達しておりますので、平成１９年第１

回上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、

休会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（貝沼宏幸）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定

によって、３番、高橋議員、４番、大内議員を指

名いたします。よろしくお願いいたします。

◎町政執行方針に対する質疑

日程第２、町政執行方針に〇議長（貝沼宏幸）

対する質疑を行います。

本件につきましては、議長の手元まで通告が参

っておりますので、順を追って許可してまいりた

いと思います。

◇ 椿 原 満 春 議員

１０番、椿原議員、ご登壇〇議長（貝沼宏幸）

の上ご発言願います。

平成１９年第１回定例会〇１０番（椿原満春）

に当たり、町政執行方針に対して私は次の２点に

ついて質問いたします。

まず、第１点は、総務省が提唱する頑張る地方

応援プログラムの取り組みについてお伺いいたし

ます。本町の現状についてでありますが、マスコ

ミ等からやみ起債と言われましたが、夕張市の財

政再建団体の申請がきっかけでありました。産炭

地域総合発展基金を知事の許可なく不適切な長期

の借り入れが問題となり、上砂川町も借入額１４

億４,０００万円を国から一括返済を求められま

したが、返す当てもなく、間違いなくこのまま夕

張市と同じ財政再建団体に転落寸前でありまし

た。この状況の中で、だれもが産炭地域総合発展

基金の取り崩しを国が認めるとは考えられないこ

とでありましたが、関係者の並々ならぬ努力によ

って取り崩しが認められ、返済ができて、財政再

建団体は回避されました。

このことにより、平成１９年度の予算編成はで

きましたが、しかし厳しい財政状況には変わりは

なく、今後財政の立て直しを図っていかなければ

ならないと思います。産炭地域総合発展基金の問

題で道から財政健全化計画の策定を求められたこ
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とにより、第３次行財政改革の見直しを含めた追

加行財政改革を行い、財政健全化計画に基づき財

政運営をしていかなければならない状況でありま

す。本年は、予算編成に当たっては、交付税の減

額や税源移譲により個人町民税の増収が見込まれ

るものの、税源移譲までの特別措置であった所得

譲与税が廃止となり、結果として職員の退職者不

補充とか行政経費を削り、人件費の削減などを行

って、上砂川町を維持するための措置ではなかっ

たかと思います。

したがって、厳しい財政状況下では、住みなれ

たこの町の地域づくりはもうだめだと思いがちで

ありますが、しかしこのままでいいのかと、みず

からの責任で地域のよさ、文化、伝統や強さを生

かして未来をつくっていくという地域づくりを目

。 、指すことは大事であります ちょうどいいときに

頑張っている地域に国が応援しようということ

で、総務省は魅力ある地方の創出に向けて地方独

自のプロジェクトをみずから考え、前向きに取り

組む地方自治体に対して地方交付税等の支援措置

を新たに講ずる頑張る地方応援プログラム（案）

を取りまとめております。

応援プログラムは、地場産品の発掘、ブランド

化や少子化対策、定住促進対策、観光振興、交流

対策、若者の自立支援対策に取り組み、外国企業

の誘致などについて、かなり広範囲なプロジェク

トが対象となり、地方にとって地域の特色を生か

し、施策を推進するチャンスであります。したが

って、頑張りの成果を交付税の算定に反映する新

たな支援の制度になっています。地方自治体がプ

ロジェクトに取り組むための経費について、支援

３年間、１町村につき単年度３,０００万円が交

付されることになっております。ちなみに、平成

、１９年度は総額２,７００億円の支援措置であり

まさしく今は地方自治体競争の時代に入ったと言

えます。近隣のまねではなく、それぞれに自分の

町をどうやって元気づけるか、これは本当に一生

懸命考えたり、もがいたり苦しんだりしなければ

ならないと思います。

これらを踏まえて、我が町のプログラムの取り

組みについて町長の見解をお伺いいたします。

第２点目は、道道の歩道拡幅についてお伺いい

たします。行政区内の町道、道道の整備につきま

しては、歩行者や車の安全に万全を期して整備さ

れております。当然のこととして、道道の歩道に

ついても整備されていますが、一番交通量の多い

門間宅から成田山真徳寺までの間が歩道確保され

ていません。車の台数も多くなっている今日、歩

道がないため道道から直接家に出入りする際に、

スピードを出して往来する車は危険です。特に冬

期間、危険が伴うことがたびたびあるとのことで

あります。さらに、文珠に行く入り口は、道路ぎ

りぎりに塀を回していますので、交通上危険であ

。 、 、ります したがって 交通安全対策を考えますと

車が走る道路及び歩道の確保が最も整備されなけ

ればならない箇所であると思います。そのことが

交通事故死ゼロにもつながるものと思います。

このことを考えますと、道道の沿線住民と道と

協議していただき、一日も早い歩道の拡幅につい

てのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

以上で平成１９年度町政執行方針への質問を終

わります。

ただいまの１０番、椿原議〇議長（貝沼宏幸）

、 。 。員の質疑に対し 答弁を求めてまいります 町長

１０番、椿原議員の１件〇町長（加賀谷政清）

目、頑張る地方応援プログラムの取り組みについ

てのご質問にお答えをいたします。本町は、平成

１２年度をピークに地方交付税が年々減額された

ことから、平成１３年度から行財政改革を進めま

して、財政構造の転換を図っておりますが、行革

の効果以上に地方交付税が削減され、大変厳しい

財政状況下にあります。総務省が本年度立ち上げ

た頑張る地方応援プログラムにつきましては、た

だいま議員からも説明ありましたように、やる気

のある地方が自由に独自の施策を展開することに

より、魅力ある地方に生まれ変わるよう、地方独
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自のプロジェクトをみずから考え、前向きに取り

組む地方自治体に対して地方交付税等の支援措置

を講じるとしております。

支援内容につきましては、地方自治体が策定す

る各種プロジェクトに対し、交付税措置などによ

る支援をするということでありまして、具体的に

は行革への取り組みなどの地域経営改革、子育て

支援などの少子化対策、企業誘致などの企業立地

促進対策、さらにまた団塊の世代などを対象とし

た定住促進対策や観光振興・交流対策のほかに、

中心市街地の活性化や子供と高齢者が暮らしやす

いまちづくりを進めるまちなか再生プロジェクト

など１０のプロジェクトの取り組み事業に対しま

して、その頑張り成果を成果指標として、交付税

の算定に反映するとされております。この成果の

指標の算定に当たっては、条件不利地域などの地

域の状況に配慮するとしており、本年度は議員の

説明どおり２,７００億円程度の交付税措置を予

算化しておりまして、支援期限は３年となってお

ります。

議員ご指摘のとおり、本制度の制定は地方交付

税の増額が望めない本町にとっては大変意義のあ

、 、 、る制度であり 本町の持つ地域性 特性からして

できる限りこのプロジェクトに沿った町づくりを

進める必要があると考えますが、本町は行財政改

革を進め、費用対効果を考え、限られた財源を有

効に活用して、さらに建設事業等にあっても必要

最小限とすべく道からの指導もあり、大変厳しい

行政運営を行っておりますので、本制度の該当と

なるような大規模な事業を展開することは非常に

難しく、充当財源の確保にも困難を招くと考えて

いるところであります。

しかしながら、現時点では本制度の具体的な詳

細が示されておりませんので、今後これらの情報

収集に努め、本町が進めている事業において該当

となるような事業がないか検証するとともに、地

方交付税の増額が望めない状況の中にありますの

で、本町が実施する全事業の洗い出しを行い、あ

らゆる組み合わせを模索し、プロジェクトに結び

つけられないかについても検討してまいりたいと

考えております。本町といたしましては、昨年策

定いたしました財政健全化計画を着実に実行する

ことが最重要課題でありますが、まずは現在行っ

ている行政サービスの維持を図りながら、この健

全化計画を着実に進める中で、この頑張る地方応

援プログラム事業について検討してまいりたいと

考えております。

次、２点目のご質問、道道の歩道拡幅について

お答えをいたします。道道芦別砂川線道路改良並

びに歩道整備事業につきましては、土木現業所に

より平成４年から下鶉橋より年次計画で中央小学

校まで進められてきたところであります。中央小

学校前から文珠峠交差点までの延長４８０メート

ルの歩道整備につきましては、南側歩道整備後に

北側の整備に着手する計画となっておりましたこ

とから、南側に位置する中央小学校、北日本石油

株式会社のスタンド前から文珠交差点までの工事

に着手するため、平成１４年に住民説明会を開催

し、用地測量調査、補償交渉に入りましたが、道

路敷地が狭く、歩道が個人家屋に接することや土

地の境界線の問題に加え、代替地もないなど交渉

が難航し、規定の歩道幅員３.５メートルの幅員

が確保できなく、３メートルに縮小するなど工事

の内容を変更して、平成１６年までの３カ年をか

け本工事が完了いたしました。また、北側の中央

小学校前から東鶉歯科診療所前までの１５５メー

トルについては、歩道が未整備だったことから、

東鶉診療所の移転を含めまして、平成１５年、１

６年の２カ年で工事を実施し完了したところでご

ざいます。

ご質問の東鶉の門間宅前から文珠峠までの３３

０メートルの歩道につきましては、土木現業所か

ら継続工事として歩道整備希望要求があるのかの

打診がなされたところでありますが、町といたし

ましては家屋補償物件が多く、道路敷地もなく、

さらに代替地の確保も難しいことに加え、過去に
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車道を拡幅した際にも交渉が難航した経緯などか

ら、多くの問題を抱えておりますが、引き続き継

続してこの工事の要望をしてきたところでありま

す。しかしながら、現段階では地権者との協議に

も至っていない状況にあります。

議員ご指摘の本区間は、市街地で両側歩道整備

がなされていないただ一つの箇所であり、大型車

両の通行量も多く交通安全上も危険箇所と考えて

おりますので、今後においてもあらゆる機会を通

しまして予算要望を行い、早期着手できるよう、

関係機関との交渉を積極的に進めてまいりたいと

考えております。また、沿線住民の皆さんの意見

などをお伺いしながら、町といたしましても道と

の各種交渉が円滑に進むよう対処してまいりたい

と考えています。

以上を申し上げまして、答弁といたします。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（貝沼宏幸）

質疑があれば許可いたします。

ありません。〇１０番（椿原満春）

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

◇ 大 内 兆 春 議員

次、４番、大内議員、ご登〇議長（貝沼宏幸）

壇の上ご発言願います。

３月定例会での初日、町長〇４番（大内兆春）

が申し述べられた１９年度執行方針には、住民、

職員などさまざまな人への思いがはせられていま

したが、情緒を無視してでも財政の立て直しへの

速度と効果に徹しなければならない苦労が見てと

れました。

そこで、最初に町行政の施策の柱は何かについ

てお尋ねいたします。平成１９年度の本町の執行

方針については、第１章において冒頭、町議会議

員並びに町民の皆さんとの呼びかけがあり、続い

て平成１８年度の町政の動きや町政を取り巻く環

境について、許される範囲内いっぱいの本音を交

えて概観がなされていました。あわせて、平成１

９年度の町政執行や中長期計画に対する議員と町

民の理解と協力の要請がなされておりますが、こ

の行間からにじみ出る町長の熱意に接して、何か

熱いものに似たものを感じるのはきっと私だけで

ないはずだと推測するところであります。

第２章以降の各論においては、各施策の概説が

行われておりますが、要は既存事業、施策の経費

は切り詰められるものは切り詰めて必要最小限に

する。新規及び拡充施策は、極力経費をかけず、

かわりに最大限のアイデア、知恵を傾注するとと

もに、町民からのアイデア、提案を求めるとのま

とめができているかと存じます。私も、町財政の

現状をかんがみると、今はこの基本方針によるし

かないだろうと思うところであります。ぜひとも

町職員におかれては、各施策の遂行に向けて全力

で取り組んでもらいたいし、町長にも率先して陣

頭指揮をお願いしたいところであります。ただ、

本町の財政などが良好ならば、各施策も漏れなく

達成をとの激励は可能でありましょうが、財政逼

迫の今、町民としては全部とは言えず、どの施策

が今は優先されるべきものなのかということが関

心の一つであることは間違いありません。

執行方針第１章において、住みなれた上砂川町

で安心して暮らせる地域を目指すと述べられてい

ますが、そのためには財政逼迫の今どの施策が重

要か、これについてお聞きいたします。

次に、二地域居住と町財産などの有効利用につ

いてお聞きいたします。本町の公式ホームページ

の１項目として移住・定住情報というものがあり

ます。よくできており、合格点の水準にあると思

います。この中に移住相談ワンストップ窓口とい

うものがあります。さて、質問の１点目ですが、

これまでに窓口への相談があったか否か、あった

としたら何件か、またできればどういう相談事項

であったかについてお聞きします。

団塊の世代というのをご承知だと思いますが、

昭和２２年から昭和２４年の間に生まれた世代

で、その数８００万人と言われています。その人
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たちは、我が国の高度成長を支えてきた世代で、

豊富な技術、知識を有しておりますが、平成１９

年度より漸次、退職金を携えて定年退職を迎える

ことになり、この動きが我が国の将来の一つのか

ぎを握ると言われています。その動きの一つとし

て、二地域居住というのがあります。これは、都

会に暮らす人が一年の一定期間を地方で暮らすラ

イフスタイルをいい、一時的に滞在する観光人口

と完全な住民となる定住人口との中間に位置する

性格を有します。我々には、いわゆる避暑、避寒

のレジャー的なものが想像されますが、滞在期間

の長さによっては営農や起業が期待できることか

ら、各自治体では既に受け入れの動きが出ている

ようです。国の研究では、今後これが活発な動き

となり、２０３０年には１,０００万人を超える

との見方に立っており、これは何と全人口の１０

分の１に相当することとなります。

本町としても、これに注目する余地はあると考

えられます。本町は、位置的にはほどほどの田舎

であり、札幌や旭川にもほど近い、ごみごみして

、 、 、いないが だだっ広くもなく 起伏に富んでいる

また樹木が多いなどの点で二地域居住にはぴった

りと思います。そこで、１素案があります。現在

２００戸の空き住宅、公住があるわけですが、こ

の一部を民間資金の協力を得て車庫や菜園の設置

など、二地域居住用に大規模な改造をし、団塊の

世代に貸与するというものです。自然な流れとし

て、気に入ってもらえた向きには起業や定住も期

待できるはずです。ＰＲの方法によっては、実現

の可能性があると思いますが、町長のご意見はい

かがかお尋ねいたします。

最後に、二地域居住から離れますが、前述の空

き住宅は重要な問題ですが、壊せないとするなら

ば、例えば極めて低家賃の設定により若年夫婦層

に貸与するなどの柔軟な施策により有効利用を図

る必要があると思いますが、ご意見はいかがかお

聞きいたします。

最後に、健康の里づくり推進プロジェクトにつ

いてお聞きいたします。私なりに本年度執行方針

の目玉として考えているものの一つに、健康の里

づくり推進プロジェクトがあります。このプロジ

ェクトが充実したものになっていくかどうかは、

各施設や各イベントのよしあしもさることなが

ら、その施設間の物理的な距離、各イベント間の

時間、つまり間をどう埋めていくかを意識し、考

えていくことにあると思います。例えば有名観光

地を訪れて、まず感心するのが案内板、道しるべ

の多さです。それほど見るべき名所の数は多くな

いのに、間を埋めるように道の曲がり角ごとに案

内板などを設置することにより、その普通の街並

みがさも観光地であるような錯覚に旅行者を陥れ

ます。これも間を埋めた効果の一つととらえるこ

とができます。

ちょっと脱線しますが、本町の健康の里の場合

には案内板や道しるべごとに、例えば東京日本橋

から何千何百何メートルですとか、札幌からです

と百何十何キロ何メートルですとかという表示を

することも１案としてどうでしょうか。これは、

歩行者に気分を醸し出し、非常に効果があると考

えますが、いかがでしょうか。

有名観光地の例に戻ると、各施設間の交通手段

としてレンタルサイクルを用意したり遊歩道を整

備し、そこからは自動車を排除することにより、

そのまち全体を健康な観光地としてイメージさせ

る効果を上げている自治体の例が多くあります。

特に遊歩道の整備は、重要です。

時間のつなぎに関しては、月間イベント表を小

まめにつくり、どんな小さな関連イベントであっ

てもこれに掲載し、これを町内外の要所要所に掲

示することにより、各イベントが一連の流れであ

ることを認識させる方法も効果あると思います。

要は、間断なくＰＲすることです。町民と健康プ

ロジェクトの間も重要です。町民全員が健康プロ

ジェクトの関係者であるにもないにもかかわら

ず、町外の人は町民全員に健康プロジェクトを支

えているとの意識があるはずだと認識するだろう
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ことは否定できません。町民一人一人が健康の里

づくり推進プロジェクトに対する意識の間を埋め

ることにより、対応もスムーズに運ぶはずです。

以上、長くなりましたが、町長は健康の里づく

り推進プロジェクトの成功のかぎはどこにあると

お考えか、お聞きします。

以上で平成１９年度の町政執行方針に対しての

質問を終わります。

ただいまの４番、大内議員〇議長（貝沼宏幸）

の質疑に対し、答弁を求めてまいります。町長。

４番、大内議員の１件目〇町長（加賀谷政清）

のご質問、町行政の施策の柱は何かについてお答

えをいたします。ご質問の趣旨は、財政が逼迫す

る今、職員と町民が最大限のアイデアと知恵を出

し合い、住みなれた上砂川町で安心して暮らせる

地域を目指すには何が重要か、そして今後の施策

の柱は何かとのことでありますが、私は町長就任

に当たり、職員はもとより町民の皆さんに対し、

本町の置かれている極めて厳しい財政状況につい

て共通認識を持つ中で、すべての人々による創意

工夫をもって行政を進めることが大切であると訴

えてきたところであります。

本町の財政状況につきましては、町税等の自主

財源の伸長確保が困難なことから、恒常的な歳入

不足が生じ、財政構造上、地方交付税など依存財

源に頼らざるを得ない状況にあります。しかしな

がら、交付税につきましては、平成１３年度から

大幅な削減が続き、この問題に対応すべく町民の

皆さんのご理解とご協力をいただき、平成１３年

度から平成２０年度までの総額９億円に上る行財

政改革を進めているところであり、この計画の着

実な推進こそが本町の喫緊の課題と認識するもの

であります。財政再建に向けて、行政と町民が一

丸となり行財政改革を進める中、昨年の６月に空

知産炭地域総合発展基金からの長期借入金問題が

発生し、早期是正が求められたところであり、そ

の解決に向け町民の生活基盤確保とあわせ、自主

再建による町の存続を期して誠心誠意取り組み、

国、道の支援を受けて一定の解決を見たところで

あります。

しかし、議員各位もご承知のとおり、一連の問

題解決に当たり、道から平成１８年度から２２年

度までの財政健全化計画の策定が求められ、５年

間で実質収支と累積赤字を解消するために、既に

実施してきております第３次行財政改革の見直し

を迫られるとともに、追加行革が避けられない状

況となったところであります。財政健全化計画の

策定にあっては、さらなる住民サービスの低下は

避けなければならないことから、行財政改革の基

本理念として住民生活に大きく影響する制度や生

活弱者に係る制度などに配慮しながら、平成１３

年度以降きょうまで、補助対象事業を除き関連す

るすべての制度、施策について見直しを行ってい

ることもありますので、今回は職員の人件費削減

を主とした計画としたものであります。その内容

は、職員の欠員不補充や給与の削減、特別職など

の報酬の減額を中心とし、平成１９年度において

、１億７,０００万円を見込んだものとなっており

この健全化計画の実行を確実に処理し、進めるこ

とが私の最大の使命であると考えているものであ

ります。

現下の極めて厳しい財政事情の中にあって、本

町の地域性や特殊事情により、多くの課題を抱え

ているのも事実であります。その一つとして著し

い少子高齢化の進展が挙げられるものであり、と

りわけ６５歳以上の高齢化率にあっては、全道で

、２番目の３９.１％にも及んでおりますことから

これらの対策に重きを置く施策の展開が求められ

。 、ると思うものであります このような状況のもと

今何が施策の柱かとの問いにありましては、前述

のとおりまずもって財政再建を図ることを最優先

とし、走りながら中長期にわたる政策ビジョンを

策定し、少しでも町民の皆さんが安心して暮らせ

る町づくりに向け、努力しなければならないと考

えているものであります。今後におきましても、

少子高齢化対策を含めた福祉と教育分野のニーズ
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はますます高まると見込まれますので、限られた

予算の効率的な運用により対処してまいる所存で

あります。

また、本年度を初年度として、町民の皆さんが

いつまでも健康で生き生きと生活できる町づくり

を目指し、振興公社が主体となり、健康の里づく

り推進プロジェクト事業を実施することから、町

といたしましても上砂川振興公社とパートナーシ

ップの構築を図り、官民一体となって取り組み、

各事業の展開を図ってまいりたいと考えているも

のであります。

今後も行財政運営については、新型交付税の導

入などにより交付税の減少が見込まれ、さらに厳

しい財政運営を強いられると思いますが、職員一

人一人の創意工夫と住民みずからできることはみ

ずから行う協働の精神をもって知恵を出し合い、

町民と一緒に汗を流す町づくりを進める所存であ

ります。私は、その先頭に立ちながら、町民の皆

さんが住みなれた上砂川町で安心して暮らせる地

域づくりを目指し、全力を尽くしてまいりますの

で、議員の皆さん方のご協力をお願い申し上げた

いと思います。

次、２件目の二地域居住と町財産等の有効活用

についてお答えをいたします。初めに、１点目の

移住相談ワンストップ窓口に関する相談実績につ

いてでありますが、本町公式ホームページにつき

ましては、町内でのＡＤＳＬによるブロードバン

ドサービスの提供が開始された平成１６年にイン

ターネットにより行政情報の共有化を目的として

、 、立ち上げ 昨年５月に大幅なリニューアルを行い

情報サービスの向上に努めてきたところでありま

す。移住・定住情報につきましては、団塊の世代

を中心ターゲットとして、恵まれた自然環境など

本町の持つ特性を生かしつつ、新たな人口の流入

と定着を図ることを目的に、本年１月からホーム

ページ上で住宅、分譲地の状況や周辺地域の状況

などを町外居住者に情報発信することにより取り

組んでまいりました。本町においては、企画産業

課が移住希望者に対する総合窓口となり、町内外

に関する情報提供や住宅情報など、移住、定住に

関するすべての相談に対応する体制を整えており

ます。

現在のところ数件の問い合わせがあります。内

容については、本町における再就職先や降雪など

気象条件に関するものであり、残念ながら本町へ

の移住にはつながっておりません。しかし、今後

もこれら基本情報の提供や受け入れ窓口の設置は

重要であると考えていることから、移住希望者の

ニーズに合わせながら、継続して内容の充実に取

り組んでまいります。

次に、２点目、３点目のご質問については関連

がありますので、あわせてお答えをいたします。

本町では、昭和３０年代から住宅に困窮する低所

得者に対し、低廉な家賃で賃貸することを目的と

して公営住宅の建設を行い、また５０年代からは

炭鉱地区の住環境の整備を図るため改良住宅の建

設を行うとともに、その後は高齢化の進行や生活

水準の向上などに対応する、快適な環境で安心し

て暮らすことのできる住宅を確保するための新た

な公的住宅を年次計画にて建設をしてまいりまし

た。現在町が管理している公的住宅は、公営住宅

で１０団地の５０８戸、改良住宅で６団地の７４

６戸、そして単身者住宅で２団地の４０戸の合わ

せまして１,２９４戸となっており、全町の住宅

戸数のうち公的住宅の占める比率は５５％を超え

ている状況下にあります。

空戸住宅につきましては、本年２月末で公営住

宅では７２戸、改良住宅では１２１戸、単身者住

宅では１１戸の合計で２０４戸の空戸が生じてお

り、全戸数に占める割合は１５.８％に達し、こ

のうち３分の２が老朽化などにより多額の修繕費

がかかるため、入居制限をしている住宅となって

いるところであります。特に空戸の多い地区は、

老朽化が進んでおります緑が丘公営住宅が５８

戸、鶉改良住宅が２７戸、東町改良住宅が７１戸

となっており、多くの空戸住宅が町内に点在して
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いるため、下水道整備や行政運営の効率化を図る

上で大きな課題となっているのも事実でありま

す。平成１５年度には、町営住宅のストック総合

計画活用計画を策定し、耐用年数を経過した老朽

住宅の建てかえや用途廃止、水洗化の促進や浴室

のない住宅の個別改善事業などを推進する計画に

しておりましたが、交付税の大幅削減並びにこの

たびの産炭地域総合発展基金の問題などにより、

財政状況の悪化により当面新たな住宅の建設並び

に老朽住宅の除却などは困難な状況になったとこ

ろでございます。

こうした中、二地域居住につきましては、団塊

世代の大量退職に伴い、都会で暮らす人が週末や

一年のうち一定期間を町で暮らすというものであ

り、人口が減少する地方にとって熟年層の取り込

みも含む定住対策は重要であり、雇用を促すこと

にもつながり、また空戸対策の一つの有効な手段

であると考えられ、本町にあっても課題の一つで

あると思っているところであります。議員のご指

摘の一部民間資金の協力を得て、二地域居住住宅

に大規模な改造を行い、団塊世代に貸与すること

については、耐用年数の２分の１を経過した住宅

につきましては用途廃止をすることにより民間資

金の活用は可能であります。しかし、用途廃止に

つきましては一定の条件が付されておりまして、

老朽化により居住することが危険な状態にある場

合、さらには建てかえを行うことが不適当である

場合などさまざまな基準により、簡単には用途廃

止が承認されない現状にあります。仮に用途廃止

を行うにしても、対象となる住宅は老朽化が進ん

でいることから、一部民間資金を活用したとして

も多額の一般財源の負担が伴うものと思料され、

現在の危機的財政のもとで二地域居住用に大規模

な改修を行うことは困難な状況であると考えるも

のであります。

また、低家賃の設定につきましては、現在公営

住宅の家賃は公営住宅法に基づいて応能応益家賃

となっており、改良住宅につきましても公営住宅

に準拠した家賃設定が義務づけられ、法的制約か

ら、現状では困難となっております。しかしなが

ら、単身者住宅につきましては、箱家賃であるこ

とから、低家賃の設定は可能であると考えますの

で、モデルケースとして町外から町内企業への通

勤者を対象に、低廉な家賃を設定して町内への定

住促進を図るなど検討してまいりたいと考えてお

ります。

いずれにいたしましても、現在２００戸余りの

空戸住宅を抱える中で、いかにして居住地域を再

編し、空戸住宅を有効活用するかは急務な課題で

あります。このため、特に空戸住宅の多い地域に

つきましては、居住環境などの実態を十分見きわ

めながら、住宅の集約化や用途廃止を積極的に進

め、政策空き家に指定するなどして行政運営の効

率化を図り、利用できる住宅につきましては早々

活用を図るべく検討をいたしてまいりたいと思い

ます。

また、二地域居住につきましては、先ほど申し

上げたとおり住宅の大幅改造は困難であります

が、町内にあるパークゴルフ場や温泉施設、テニ

スコート、プールなどの既存施設や周辺のレジャ

ー施設が北海道のさわやかな気候の中で利用でき

るなど、本町のこうした魅力をＰＲしながら、一

人でも多くの方に移住していただけるよう努力し

てまいりたいと思います。さらにまた、単に団塊

世代のみを対象とするのではなく、若年層に対し

ても乳児保育や延長保育、一時保育や妊婦健康診

査の４回助成などの少子化対策を積極的にＰＲし

ながら、総合的な視野のもとで住みよい上砂川町

をアピールして、移住、定住対策を展開してまい

りたいと思っております。

次、３件目の健康の里づくり推進プロジェクト

についてのご質問にお答えをいたしたいと思いま

す。昨年発生いたしました空知産炭地域総合発展

基金の問題の一括返済の解決策といたしまして、

上砂川振興公社が町有施設である温泉施設や周辺

施設を購入し、これらの施設を活用して健康の里
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づくり推進プロジェクトを展開することで旧基金

の取り崩しが認められたところであります。お手

元に資料を配付いたしておりますので、ご参照願

いたいと思いますが、この資料につきましてはこ

れまで議会に報告してきた内容を要約したもので

あります。この推進プロジェクトの概要につきま

しては、現在上砂川岳温泉パンケの湯を管理運営

、 、している上砂川振興公社が温泉 スキー場ロッジ

日本庭園及び周辺施設を活用して、温泉施設を核

とした健康の里づくりの事業を展開することによ

り、各地域で行われている健康づくり事業を集約

化し、拡大させ、さらに健康関連事業への参加の

促進や交流機会の確保、健康に対する機運の高揚

や意識の醸成を図ることを目的といたしておりま

す。また、振興公社にあっては、年々経営状況が

厳しくなってきていることから、昨年専門家によ

る経営診断を受け、専門家から企業としての収益

性や効率性を追求できる基盤を整え、自主自立、

自立自営に向けた独立採算制の経営スタイルに移

行するための持続可能な再生スキームが示された

ことから、ターゲット設定による営業の強化や健

康の里づくり事業実施により集客力のアップを図

り、経営の安定を図るものであります。

具体的内容につきましては、右の方に図で示し

てございますが、スポーツ・予防の健康、食の健

康、生きがい・交流の健康、そして自然・環境の

健康の四つに区分したテーマに沿って事業を進め

るものでございます。１点目のスポーツ・予防の

健康につきましては、保健師などによる健康相談

や寿学級講座、健康講座などを実施するものであ

ります。食の健康につきましては、そば打ち体験

教室の実施や地元山菜やニジマスを活用したヘル

シー料理の提供などを実施するものであります。

また、生きがい・交流の健康につきましては、週

数回程度送迎バスを運行して、現在各町集会施設

での老人クラブの集まりを温泉で実施していただ

く高齢者寄り合いの場所の開設やスキー場ゲレン

デの活用、合宿やそば祭りなどのイベントの誘致

などを実施するといたしております。自然・環境

の健康につきましては、ウオーキングコースの設

定やキャンプ場を活用した体験型の三世代自然塾

などを実施するものであります。これら事業の実

施に当たっては、町職員と振興公社職員による事

業の検証、評価などを行うプロジェクト委員会を

立ち上げるなどしてパートナーシップの構築を図

り、パークゴルフ場や水源公園などの周辺施設も

有効に活用して、官民一体となって四つの健康プ

ロジェクトを展開することにより、健康、レジャ

ーに対する町民や近隣住民を含めた道内客の利用

が期待され、さらにボランティア団体やコミュニ

ティー団体、福祉医療施設、地元企業などと連携

を図り事業を展開することによって、住民福祉、

サービスの向上と施設利用者の増加が見込まれ、

ひいては町民の健康づくり推進や地域経済の活性

化、交流人口の増加が期待されるところでありま

す。

大内議員から指摘のございました各イベントな

どの間につきましては、月間予定表を作成するな

どして各種事業を積極的にＰＲするとともに、実

施機関と連携を図りながら事業の検証、評価に努

め、さらに事業に参加される方々の意見を聞く会

、 、を設けるなどして 町民の健康ニーズ把握に努め

事業内容の充実を図ってまいりたいと思います。

この事業の推進に当たって、町民一人一人が健

康に関心を持ち、各種事業へ積極的に参加してい

ただくことが重要であります。このためには、町

職員並びに振興公社職員が意識改革を行い、目標

に向かって町民と一体となって事業を進めること

がこの事業を成功させるかぎになると考えており

ます。さらにまた、町民の皆さんが参加しやすい

環境を整えるとともに、町民みずからがボランテ

ィア団体などを立ち上げるなどして、積極的にこ

の事業に参加、支援をしていただきたいと考えて

おります。今後においても、町民と行政とのパー

トナーシップの構築を図り、官民一体となって参

加してよかったと思えるような事業を展開してい
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きたいと考えております。

以上を申し上げまして、答弁にかえさせていた

だきます。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（貝沼宏幸）

質疑があれば許可いたします。

ありません。〇４番（大内兆春）

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

以上で町政執行方針の質疑を終了いたします。

ここで暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５１分

再開 午前１１時０２分

休憩を解きまして、休憩前〇議長（貝沼宏幸）

に引き続き会議を開きます。

◎教育行政執行方針に対する質疑

日程第３、教育行政執行方〇議長（貝沼宏幸）

針に対する質疑を行います。

本件についても議長の手元まで通告が参ってお

りますので、許可してまいりたいと思います。

◇ 高 橋 成 和 議員

３番、高橋議員、ご登壇の〇議長（貝沼宏幸）

上ご発言願います。

平成１９年第１回定例会に〇３番（高橋成和）

当たり、教育行政執行方針に対する質問をいたし

ます。

昨年から、管内の江部乙小学校の遺書の問題を

皮切りにいじめによる自殺が全国的に発生してい

る経緯から、昨年度末、北海道教育委員会より、

いじめの実態及び指導体制等に関する調査を児童

生徒、教員、学校、市町村、教育委員会を対象に

現在も実施されております。しかしながら、江部

乙小の自殺発生から遺書問題までの間に同様の調

査があったかと思いますが、無記名方式というこ

ともあり、これまでにも滝川市のように隠ぺいし

たケースがありますし、まるで意味がなかったよ

うに思われます。今回の調査については、隠ぺい

の反省も踏まえたもので、内容は今までと違うも

のかと思いますが、いじめ調査に対する本町の対

応や報告も含め、実施そのものに教職員、保護者

からはどのような意見があったか、お聞かせ願い

ます。

次の質問ですが、本題に入る前に、みずからの

視点でこの問題について述べさせていただきます

が、なぜいじめ問題や自殺などでみずからのとう

とい命を絶つ子供たちがふえているのかを考えま

すと、これらの問題は教職員や教育委員会だけの

、 、問題ではなく 保護者や地域社会にも原因があり

思いやりの心や善悪の判断、社会生活上の基本を

教えることができない大人がふえてきていること

が原因ではないかと思います。執行方針にも書か

れておりますが、あらゆる大人たちが連携し、身

近なところからこの問題に向き合わなければなら

ないというのは確かですが、現状を見ますと家族

や子供のためにしなければならないことよりも仕

事や自分のしたいことを優先してしまいがちであ

る保護者がふえてきているのは事実でございま

す。今に始まったことではありませんが、大人た

ちがその場限りの言葉や価値観で子供に接してい

る限りは、この問題は解決しないように感じられ

ます。

今後の問題として、すべての大人たちに相当な

人間としての覚悟が必要であり、みずからの生き

る信念を明確にさせ、理論的にも実践的にも完成

させていくことが必要であると思いますし、日々

の実践において地域に理解され、子供を理解させ

ることは容易ではなく、相当な努力が必要かと思

います。条文中に、家庭、学校、地域社会の連携

の強化となりますが、教育委員会ではどこまで踏

み込み、今後どのような対応と指針、計画を構築

するのかお聞かせ願います。

、 （ ）、次に 執行方針の条文の中の学校教育の ２

児童生徒の指導についてですが、家庭や地域と連

携を図り、ボランティア活動や自然体験活動など

を通じ、子供の道徳性を日々の教育活動の中では
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ぐくむとともに、みずから考え、正しく判断し、

実践できるよう、学校を通じ児童生徒の指導に努

めてまいりますとの指針が述べられております

が、いじめ問題などが浮き彫りになっている現状

、 、で そのてこ入れが結局学校を通じということで

変化していないように思われます。

また、社会教育の推進 （１ 、社会教育の条、 ）

文の中の青少年教育では、子ども会育成連絡協議

会と連携を図りながら、全町子ども祭りや子ども

体験教室など、ボランティア活動、エコ活動等も

視野に入れ、内容に創意工夫を凝らして、子供た

ちと参画する事業を展開していくと表現されてお

りますが、同様の活動目的であれば積極的にリン

クさせることで学校でも町でも道徳性を養うこと

につながり、いじめなどの問題解決のための連携

がとれるのではないでしょうか。例年どおりの活

動をより効果的に効率的に行うことで今後の問題

対策につながるのではないかと思いますが、本町

の方針について具体的にお聞かせ願います。

次に、通告しております２件目の質問でありま

すが、１件目の質問同様、家庭、学校、地域社会

との連携を図るのであれば、教職員に地元に住ん

。 、でいただくことが望ましいかと思います しかし

教職員の意見もさまざまであり、どこに住んでも

いいと考える人もいますし、持ち家がある人や買

い物まで含めて利便性のある場所をと考える人も

おります。ただ、どんな思惑が相手にあったとし

ても、住宅を用意するところまではしなければな

らないですし、田舎だからこそ地域に密着した教

職員と住民との連携が必要かと思います。

本題に入りますが、現状を見ると教職員住宅の

老朽化が激しく、加えて財政難の状況下で大変難

しく、地域行事の見直しや教育予算の充実が最優

先であり、営繕費にはとても費用をかけられない

のが現状であります。しかしながら、今後新採用

の教職員あるいは転任されてきた教職員について

は、町内の職員住宅や、加えて空き家の単身者住

宅あるいはその他の公営改良住宅も含め、比較的

住宅の損傷が少ない場所への居住の配慮はできな

いものでしょうか。問題として、住んでいただく

ことができても地域への貢献は赴任される先生に

よって思惑が違うかもしれませんが、一人でも事

情の許す限り地域とのきずなを深めてもらうこと

ができれば、家庭、学校、地域社会との構築につ

ながるのではないかと思いますが、本町としては

赴任されてきた教職員への配慮をこれまでどのよ

うにしてきたのでしょうか。また今後は修繕も含

め教職員への町内居住対策をどう進めていくのか

お聞かせください。

、 、以上で 誠意ある答弁をお願い申し上げまして

私の質問を終わらせていただきます。

ただいまの３番、高橋議員〇議長（貝沼宏幸）

、 。 。の質疑に対し 答弁を求めてまいります 教育長

、〇教育長 樫 満雄（ ） 私の健康管理の悪さから

議会の大変重要な時期にお聞き苦しい答弁となり

ますことをお許しをいただきたいと、こう思って

います。

３番、高橋議員の１点目のご質問、児童生徒の

指導についてお答えをいたします。いじめを苦に

した自殺が全国で相次いで発生し、いじめ未然防

、 、止や早期発見 対応の重要性が求められている中

道教委は昨年１２月、道内の約２,０００校の小

中高校生約４２万人と３万五千余人の教員を対象

としたいじめに関する実態調査を実施したところ

。 、 、です 調査の方法は 児童生徒が家庭に持ち帰り

回答した無記名の調査用紙を封筒に入れた状態で

学校を通じ回収し、空知教育局において開封し管

内の集計を行う方法でありました。この調査の中

間報告が先般発表され、児童生徒に限って申し上

げますと、回収率は小学校で７８.６％、中学校

は６７.５％であり、その中で今もいじめられて

いるかという設問に対し、あると回答したのは小

学校では１万４,８７６人の９.７％、中学校では

３,１８８人の４.６％といじめの実態が報告され

ております。

本町においても先生方の協力を得て本調査を実
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施し、回収率は中央小学校で６５.９％、上砂川

中学校では３１.１％と全道平均より低くなって

。 、 、おります その中で 空知教育局からの報告では

今もいじめられていますかの質問に対して、ある

と回答したのは小学校では１５人、中学校では３

人という結果で、教育局から早急に対応するよう

指導があったところであります。教育委員会とい

たしましては、早速校長会議を開催し、この実態

を報告するとともに、児童生徒の行動を注意深く

観察し、状況の把握に努めるとともに、適切な対

応をするよう要請したところであります。各学校

長においては、この実態を担任の先生に報告し、

いじめの実態があるのか児童生徒の行動を注視す

るよう指導したところでありますが、現場の先生

方は、調査方法において無記名方式となっている

ため、その実態の把握が難しく、実際に回答にあ

るようないじめがあるのか、現状では分析できな

。 、い状況にあると聞いております 今後道教委から

この調査に関して具体的な内容の指導がされると

思われますが、教育委員会においてはこれらを受

けて、各学校に指導してまいりたいと考えており

ます。

いずれにいたしましても、教育委員会といたし

ましては、調査結果を踏まえながら、一つ目とし

ては、いじめは決して許されないことであり、ど

の子供にもどの学校にも起こり得るものであるこ

とを認識すること。二つ目としては、いじめの兆

候をいち早く把握し、迅速に対応すること。三つ

目としては、学校、教育委員会と家庭、地域が連

携して対応すること。これらを各学校に周知徹底

し、いま一度総点検するなど、適切な対応がなさ

れるよう指導してまいっております。

また、議員の指摘もありましたように、いじめ

は学校、教育委員会だけの問題ではなく、家庭、

地域社会など子供の身近な環境について触れられ

ている関係機関との横の連携が一層求められてお

ります。さらに、いじめられている子供の心をい

ち早く察知できるのは家庭であります。したがっ

て、いじめの解決の第一歩は、家庭と学校との信

頼と連携から始まることと考えております。これ

らを踏まえ、今後より一層教員同士の情報の共有

化と連携を密にし、家庭と学校そして地域社会の

、 、 、連携を図り いじめの未然防止 早期発見に努め

いじめが根絶されるよう適切な指導をしてまいり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次の質問、教職員住宅の修繕対策についてお答

えします。本町に赴任している教職員の居住状況

につきましては、ご指摘がありましたように８割

方の先生が他市町から通勤しているという実態が

あります。ご心配をいただいています当町の教職

員住宅につきましては、老朽化が激しく居住しづ

。 、らいといった状況ばかりではありません しかし

そこにはトイレやシャワーの問題、時には人によ

ってはセキュリティーの件など問題がないわけで

はありませんが、そのことで入居しなかったのは

少数であると思われます。その実態としては、転

入してきたときに、既に他の地域に自宅を持って

いたり、配偶者の仕事の関係でその中間に居住地

を設けたり、また新採用や転勤着任時に地元に住

みたいと教員住宅に入居しながら、しばらくする

と利便地として考えられる砂川市や滝川市に居住

をすることが多いといった状態であります。

このようなことから、事情の許す限り地元に住

んでほしいとの願いに対して、先ほど申し上げた

ように先生方の生活権などの問題があり、強制的

にお願いするには無理を感ずるものがあります。

しかし、このことに関して、先生方には上砂川町

に居住しなくても、居住していると同じように配

慮してもらいたいとお願いをしているところであ

ります。不十分ではありますが、先生方も頑張っ

てくれています。具体的に特に申し上げますと、

問題行動を起こした子供たちの対応に時間をいと

わず動き回り、中学校でのいろんな相談活動や年

間を通しての部活動の指導などいろいろです。小

学校では、文化協会主催の芸能発表会に学年まと

まって出場したり、商工会議所の雪だるま祭りに
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学校を挙げて参加したことなどがことしの特徴的

なものです。このように、少しずつですが地域と

のきずなが深められればとの思いが多くあり、家

庭、学校、地域社会が連携する糸口になればと願

っております。

今後の教職員の住宅につきましては、転入に際

して上砂川に住んでもらいたい、このことを積極

的に訴え、教職員住宅の確保につきましては、町

の職員の入居に優先して用意をしてもらっている

という実態もあることから、一人でも多く上砂川

町に住んでもらうよう求めてまいります。なお、

住宅営繕については、議員ご指摘のように大きな

改修になりますと多額の費用がかかることから、

日常生活に支障のない修理になりますが、営繕に

努めてまいりたいと思います。

以上を申し上げ、答弁といたします。

お聞き苦しい点につきまして、おわびを申し上

げます。

ただいまの答弁に対し、再〇議長（貝沼宏幸）

質疑があれば許可いたします。

ありません。〇３番（高橋成和）

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

以上で教育行政執行方針に対する質疑を終了い

たします。

◎休会について

以上で本日の日程は全部終〇議長（貝沼宏幸）

了いたしました。

お諮りいたします。明日１７日から２２日まで

の６日間、議案調査等のため休会にいたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、１７日から２２日までの６日間休

会することにいたしました。

なお、休会中の１９日、２０日、２２日の３日

間については、予算特別委員会を開催して付託案

件の審議をしていただくことになっておりますの

で、よろしくお願いいたします。

また、２３日は午前１０時より本会議を再開い

、 。たしますので 出席方よろしくお願いいたします

◎散会の宣告

本日はこれをもって散会い〇議長（貝沼宏幸）

たします。

大変ご苦労さまでございました。

（散会 午前１１時２４分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 貝 沼 宏 幸

署 名 議 員 高 橋 成 和

署 名 議 員 大 内 兆 春
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平成１９年第１回定例会予算特別委員会会議録（第１号）

３月１９日（月曜日）午前１０時００分 開 会

午前１１時２９分 散 会

〇議事日程 第１号

委員長あいさつ

町長あいさつ

予算特別委員会の日程について

予算審査の方法について

予算審査資料の提出について

その他の関係について

議案第２３号 平成１９年度上砂川町一般会

計予算

◎委員長あいさつ

開会に先立ちまして、一〇委員長（椿原満春）

言ごあいさつを申し上げます。

１３日の定例会本会議におきまして予算特別委

員会が設置され、私が委員長に指名されました。

委員各位のご協力をいただきながら本特別委員会

を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いを申し上げます。

さて、本予算特別委員会に付託になりました案

件は、平成１９年度一般会計予算並びに６本の特

別会計予算であります。一般会計で２５億２００

万円、特別会計を合わせますと３５億８,８３４

万３,０００円で、前年度に比較しますと、保養

施設事業特別会計が廃止となったことにより、全

会計で６億４,８５６万８,０００円減の超緊縮型

予算となっております。大変厳しい財政状況のも

と、財政の立て直しを図るため、第３次行財政改

革の見直しを含め、追加行財政改革を行い、財政

健全化計画に基づき予算編成がなされるというも

のであります。議会としても、その点を踏まえて

十分に議論をしていただきたいと思います。

審査期間は限られておりますので、効率的に議

事を進めてまいりたいと思いますので、委員各位

のご協力をお願い申し上げまして、簡単でござい

、 。ますが 開会に当たってのあいさつといたします

◎開会の宣告

ただいまの出席委員９名〇委員長（椿原満春）

でございます。

定足数に達しておりますので、予算特別委員会

は成立いたしました。

（開会 午前１０時００分）

◎開議の宣告

直ちに会議を開きます。〇委員長（椿原満春）

◎町長あいさつ

ここで町長からごあいさ〇委員長（椿原満春）

つをいただきます。加賀谷町長。

おはようございます。き〇町長（加賀谷政清）

ょうから１９年度の一般会計並びに特別会計の予

算審査が始まりますが、どうぞよろしくお願いを

したいと思います。

産炭地の発展基金の一括返済につきましては、

国や道の支援によりまして一応の解決を見ること

ができまして、関連の議案並びに予算も議決いた

だいたところでございまして、現在発展基金の取

り崩し手続の作業を進めているところでございま

す。昨年６月に発生いたしましたこの問題も、議

員の皆さんの協力によりまして解決することがで

きました。ご協力に心から感謝申し上げたいと思

います。本町が一括返済する額は、もう既にご承

知のように１４億４,０００万円でありまして、

この財源を確保することができましたので、１８

年度の決算見込みでは大きな赤字決算とはなりま

せず、財政再建団体への転落は回避することがで
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きました。しかし、この一括返済によりまして、

ご承知のように本町のこれまで積み立ててきた基

金全額を取り崩すことになりましたし、さらにま

たこの一括返済によって実質公債費比率も、ご承

知のように３６％と歌志内に次ぐ全国２番目の数

値となりまして、これに伴いまして財政立て直し

の健全化計画を策定したところでございます。

こうした状況によりまして、先日の執行方針並

びに予算大綱で申し上げましたが、１９年度の予

算編成に当たりましては、この財政健全化計画に

基づいて予算編成を進めたところでございまし

て、今委員長から申し上げましたように、前年度

は町長選もございまして、骨格予算でありました

が、そういったことと比較いたしましても、なお

かつ１７.６％の大きな減額の予算編成になった

ところでございます。そうした意味で、１９年度

も大変厳しい予算執行となるわけでございます

、 、が 先日の執行方針でも申し述べましたけれども

まずはこの財政再建を図ることが最優先課題であ

りますので、この財政健全化計画を着実に実行い

たしまして、一日も早い財政立て直しを図って、

少しでも前向きな行政を推進してまいりたいと思

っておりますので、引き続き皆さんのご意見やご

指導をよろしくお願い申し上げます。

この後、各担当課長から１９年度の予算説明を

行いますので、議員の皆さんの積極的なご意見を

賜りますようお願いいたしまして、ごあいさつに

かえさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。

◎予算特別委員会の日程について

それでは、これより議事〇委員長（椿原満春）

に入ります。

議題第１、予算特別委員会の日程について局長

から説明いたします。伊藤局長。

それでは、お手元に配〇事務局長（伊藤伸一）

付の審査日程表に基づきまして説明させていただ

きます。

審査日程は、本日１９日、２０日、２２日の３

日間を予定しております。本日は、審査方法、資

料提出要求等について協議をしていただき、その

後、平成１９年度一般会計予算から審査をいたし

ます。初めに歳出を審査していただき、その後歳

入、そして第２表の地方債、このような順序で審

査を進めてまいります。予定といたしましては、

本日と２０日の２日間で一般会計の審査をすべて

終え、２２日、最終日は国保会計以下すべての特

別会計と水道事業会計について審査をしていただ

きたいと思います。以上３日間の日程で付託にな

りました案件について審査を進めてまいりたいと

、 。考えておりますので よろしくお願いいたします

ただいまの説明に対して〇委員長（椿原満春）

質疑、ご意見ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、日程〇委員長（椿原満春）

については説明どおりといたします。

なお、委員会開催の通知は改めていたしません

ので、間違いのないようご参集願います。

◎予算審査の方法について

次に、議題第２、予算の〇委員長（椿原満春）

審査方法について局長から説明いたします。伊藤

局長。

予算審査の方法につい〇事務局長（伊藤伸一）

て説明をいたします。

去る１３日の本会議におきまして、町長から提

案理由、助役から概要等についての説明がありま

したので、本委員会では歳入歳出予算事項別明細

書によりまして、各款ごとに担当課長から内容の

説明をしていただくことになります。

なお、審査に入る前に、総務財政課長より行財

政改革の実施事業等についての説明がございま

す。

説明手順は、例年と同様に本年度予算額、前年

度対比、財源内訳を説明し、引き続き節の内容説

明に入るわけですが、時間の関係上、経常的な経
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費や前年度と比較し多少の増減の場合については

説明を省略し、前年度に比し大きく変わったとこ

ろあるいは制度、政策の見直し、重要な継続事業

等について説明をしていただきます。質疑につい

ては、原則的には款の説明が終了した後、目ごと

に受けることとなります。また、討論、採決につ

きましては、議案ごとに行うことといたします。

なお、説明員の出席でございますが、一般会計

につきましては全課長の出席をお願いいたしま

す。特別会計につきましては、それぞれの担当課

長、係長等が出席をし、対応していただくことに

なりますので、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し質〇委員長（椿原満春）

疑、ご意見ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、審査〇委員長（椿原満春）

方法については説明どおり進めてまいります。

◎予算審査資料の提出について

議題第３、予算審議に係〇委員長（椿原満春）

る資料提出について、何か必要な資料があります

か、発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

◎その他の関係について

、 、〇委員長 椿原満春（ ） 議題第４ その他ですが

委員の方から何かございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

◎行財政改革の実施事業等について

審査に入る前に、行財政〇委員長（椿原満春）

改革の実施事業等について総務財政課長から説明

願います。永井総務財政課長。

それでは、第３次〇総務財政課長（永井孝一）

行財政改革並びに追加行革の実績と予定事業総括

表についてご説明申し上げます。

資料ナンバー１７をご参照いただきたいと思い

ます。それでは、説明申し上げます。昨年の３月

議会の予算特別委員会にて、平成１３年度から１

７年度までの実績を説明させていただきましたの

で、本年は産炭地域振興センターからの不適切な

起債があったことにより道より健全化計画の策定

を求められ、第３次行財政改革の見直しを行うこ

とになりましたので、その内容を当初予算の説明

の前にさせていただきます。

平成１８年度の実績と平成１９年度、２０年度

の予定事業となっております。それでは、Ａ４サ

イズの総括表をごらんいただきたいと存じます。

まず初めに、平成１３年度から平成１７年度実績

。 、Ａの欄をごらんいただきたいと存じます 職員分

人件費削減、小計を申し上げます。４億３,２２

７万６,０００円の実績が計上されております。

また、１８年度から２０年度実施の１９年度の欄

では、１億２,０３０万６,０００円、合計Ｂとい

うことでございます。これは、平成１８年度から

２０年度までの合計Ｂが２億３６３万８,０００

円。合計ＡプラスＢ、６億３,５９１万４,０００

円となってございます。また、職員分の庁舎内の

節減の小計の欄でございます。１億５,１７９万

４,０００円が実績Ａとなってございます。１９

年度では２,９１９万６,０００円の追加行革を行

うと。合計Ｂ、４,７９４万２,０００円。Ａプラ

スＢの合計が１億９,９７３万６,０００円となっ

ております。

また、住民に係る制度・施策の小計でございま

す。実績のＡ欄、１億６,９７８万６,０００円、

１９年度では１,３３３万４,０００円、合計Ｂ、

２,９６７万９,０００円、ＡプラスＢの合計が１

億９,９４６万５,０００円となっております。ま

た、住民分の関係の中では、各団体補助金の見直

しも行ってございます。１３年度から１７年度の

実績では、７５４万４,０００円、１９年度の追



- 86 -

加行革では２２７万円となってございます。合計

Ｂ、４４６万７,０００円。合計ＡプラスＢ、１,

２０１万１,０００円となってございます。

その結果、削減額の合計、実績Ａ、７億６,１

４０万円、平成１９年度では１億６,５１０万６,

、 、 、０００円 合計Ｂ ２億８,５７２万６,０００円

合計ＡプラスＢでは１０億４,７１２万６,０００

円となってございます。この内訳が職員の場合で

は８０％、住民の場合では２０％というふうな内

容になってございます。

また、収入の増額の行革も行ってございます。

平成１３年度から１７年度の実績では１,９０５

万円、１９年度の追加行革では３２０万円、合計

Ｂ、２,０４９万１,０００円、合計、最終的には

ＡプラスＢで３,９５４万１,０００円と。

総合計では、実績、現在までの行革が７億８,

０４５万円、１９年度の追加行革では１億６,８

３０万６,０００円、合計Ｂ、３億６２１万７,０

００円、最終的な２０年度までの行革、Ａプラス

Ｂ、総合計１０億８,６６６万７,０００円という

内容になってございます。

１枚めくっていただきまして、縦長の表の平成

１８年度から平成２０年度行財政改革対象事業一

覧をごらんいただきたいと存じます。初めに、表

の見方でありますが、白地のものが第３次行財政

改革のものでございます。また、網かけがかかっ

ているものが今回の追加行革によるものとなって

おりまして、二重枠になっているものが第３次行

財政改革の一部見直しにより継続して実施する予

定のものとなっておりますので、これから主なも

ののみ縦に従いまして順に説明をいたします。

まず、人件費削減分でございます。議員報酬等

の縮減、議員報酬等ということでございます。発

議により議決していただきました内容でございま

す。平成１９年１月にはもう既に実施しておりま

すものを本年４月から、さらに議長におきまして

は１９％の削減、副議長におきましては１５％の

削減、委員長１５％削減、議員の皆さんには１４

％の削減で、１９年度の削減額、効果額でござい

。 。ます ４２７万４,０００円となってございます

また、監査委員報酬におきましても、平成１９年

１月から実施しておりますが、４月からさらに報

、 、酬の見直しを行いまして 代表監査は２６％削減

議選の監査におきましては１４％の削減、効果額

は２３万３,０００円と見込んでございます。ま

た、教育委員報酬でございます。これは、平成１

８年１０月から教育委員の１名を条例によりまし

て欠員としてございます。その関係で３０万円見

込んだということでございます。また、報酬につ

きましても、１月から削減を開始しまして、本年

４月からは委員長におきましては３１％の削減、

委員におきましては３４％の削減で、３８万４,

０００円。小計でございます。１９年度の削減額

５１９万１,０００円。最終的な合計額は、６６

。１万２,０００円と見込んだところでございます

次に、退職者不補充、職員給料等の１、特別職

報酬でございます。本年１月から既に実施してお

りますが、４月からもさらに町長におきましては

３０％の削減、助役、教育長におきましては２５

％の削減、これは管内の最低を基準としてござい

ます。この効果額は４４０万１,０００円の１９

年度の削減を見込んでございます。また、職員の

給料につきましても、平成１９年の１月から１０

％を既に実施しておりますが、さらに１０％の上

乗せを行いまして２０％の削減で、１９年度では

９,１９５万６,０００円。なお、３番目の欠員不

補充もさらに継続していくという内容でございま

す。また、４番目の諸手当につきましても本年１

月からの削減を行いまして、１６８万３,０００

円。なお、職員の早期勧奨退職制度の実施を考え

てございます。内容は、満３０歳以上、特別昇給

８号俸ということで、これにつきましては効果額

がまだ記載されておりませんが、対象者が出た時

点でこの金額が入るということになってございま

す 小計でございます １９年度の削減額１億１,。 。

５１１万５,０００円 合計額１億９,７０２万６,、
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０００円となってございます。

この結果、人件費の削減合計額、１９年度では

１億２,０３０万６,０００円、合計２億３６３万

８,０００円となってございます。

続きまして、庁舎内節減でございます。私ども

の公共施設運営体制の見直しを行うということで

ございます。主なもののみ説明します。３番目の

役場庁舎管理業務、ここにつきましても委託方法

の見直しを行いまして、夜間の機械警備の導入を

行うことによって１９年度では２４８万８,００

０円でございます。また、小中学校の日直業務の

見直しも行いまして、委託しているものを直接雇

用するということで、１９年度では１８２万７,

０００円。小計４３１万５,０００円、合計額１,

。３５５万１,０００円を見込むものでございます

、 。次に 嘱託職員の配置等の見直しでございます

２番目の嘱託職員の期末手当につきましても、医

療センターについては２カ月分、その他について

は１カ月分ということでの支給を行うということ

で、効果額が１９年度で１８８万７,０００円と

なってございます。また、嘱託職員の配置につい

、 。ても見直しを行いまして ２７０万４,０００円

小計でございます。５０３万４,０００円。合計

６８１万３,０００円となってございます。

さらに、もう一枚めくっていただきたいと存じ

ます。その他の経費の節減でございます。これに

つきましても、１番目の物件費もさらに３％の削

減を行っておりまして、１９年度では１,４４１

。 、 、万円を見込んでございます また ５番目の特養

老健の食費につきましての関係でございます。こ

れは、昨年の１０月に１食３００円から、近隣平

均と合わせまして２５０円に減額してございま

す。この結果、１９年度では２６２万１,０００

円を計上するものでございます。また、交際費に

つきましてもそれぞれ減額を行いまして、１７６

万円を１９年度で削減するものでございます。８

番目の各委員費用弁償でございます。役場庁内の

関係の委員会の費用弁償につきましては、１９年

度より休止といたしまして、３５万６,０００円

を見込むものでございます。結果、小計、１９年

度では１,９８４万７,０００円、合計２,７５７

万８,０００円。

庁舎内節減合計でございます １９年度では２,。

９１９万６,０００円、合計４,７９４万２,００

０円を見込むものでございます。

続きまして、制度・施策改革ということでござ

います。１番目の福祉・保健制度でございます。

ここで二重枠が１番目で出てきてございます。妊

婦健康診査でございますが、１８年度では休止と

いうことでございましたが、後期の１回を助成し

たところでございます。１９年度では、これをさ

らに少子高齢化対策というようなことを考えまし

て４回の助成を行うということで、これは逆に効

果額は三角ということになってございます。４２

万円を計上するということでございます。また、

４番目の福祉バスの運行でございます。これにつ

きましても、第３次行財政改革では平成１９年度

で休止ということでございましたが、これを継続

すると、内容につきましては無料団体の廃止を行

いまして有料化に伴うものということでございま

す。ここにつきましては、削減額は三角がついて

ございませんが、これも有料団体の利用によって

発生してくるということでございます。また、歳

入につきましては、別途後ろの方のもう一枚のペ

ージに載ってございますので、そのときに説明申

し上げます。以上、小計、６事業、平成１９年度

削減額７８８万１,０００円、合計８１９万４,０

００円となってございます。

次に、教育制度でございますが、これはすべて

１８年度の削減ということでございますので、説

明は省略させていただきます。

次に、３番目のその他制度でございます。ここ

で６番目の無重力プラザでございます。平成１９

年度においては休止を行うということで、必要最

小限の管理経費のみ計上するため、２００万８,

０００円の効果額を見込んでございます。また、
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８番目の共同浴場の助成でございます。これにつ

きましても、緑が丘の共同浴場の組合解散という

予定でございますので、利用されている方々にバ

ス券相当分を交付するということでございます。

その結果の差し引きで１０３万１,０００円の削

減額を見込んだところでございます。小計でござ

。 、 、います ９事業 １９年度５４５万３,０００円

合計１,８４７万３,０００円となってございま

す。

この結果、制度・施策改革の合計、１９事業、

平成１９年度削減額１,３３３万４,０００円、合

計２,９６７万９,０００円となるものでございま

す。

さらに、もう一枚めくっていただきたいと存じ

ます。各団体補助金の見直しでございます。ここ

につきましては、平成１９年度でそれぞれ団体が

載ってございます。商工会議所、地区連合、社会

福祉協議会、その他の補助金の縮減等も行いまし

て、１９年度の削減額２２７万円を見込んでいる

ものでございます。

次に、歳入でございます。１番目の町税でござ

います。これは、追加行革とは関係がございませ

ん。ちょっと見直しを行ったと、第３次行財政改

革の見直しを行いました。これにつきましては、

固定資産税の１.４％を１.５％に引き上げるとい

う予定でございましたが、これは実施をしないと

いうことでございます。また、法人税割につきま

しても同様、引き上げを行わないとなってござい

ます。また、２番目の福祉バスの運行、これは先

ほど申し上げましたように効果額、歳入の方で６

８万５,０００円が見込まれるということでござ

います。次に、７番目、これが追加行革になって

ございます。軽自動車税でございます。標準税率

１.０％、これを１.２倍に引き上げるということ

でございます。滝川、赤平は１.２倍、歌志内に

。ついては１.５倍というふうに聞いてございます

この効果額が８９万３,０００円。また、各種証

明発行手数料、住民票と諸証明、３００円、４０

０円に引き上げるわけでございます。この効果額

が５２万５,０００円となってございます。し尿

処理手数料につきましても、生活保護の免除、こ

れについては廃止を行いまして、１０９万７,０

００円。合計３２０万円を平成１９年度の増加額

と考えてございます。結果、合計２,０４９万１,

０００円の増加を見込んでございます。

総合計にまいります １９年度の効果額１億６,。

８３０万６,０００円、合計３億６２１万７,００

０円となってございます。

ここの内容の内訳が下の枠外の米印のついてい

るところで、既存計画で１９年度では４,１１７

万７,０００円 追加行革では１億２,７１２万９,、

０００円、合計、既存計画では１億６,５２５万

４,０００円、追加行革では１億４,０９６万３,

０００円となるものでございます。

なお、資料ナンバー１８につきましては、平成

１３年度から１７年度の実績、先ほど申し上げま

した１枚目の資料１７の左端の方にあります実績

Ａと合致いたしますので、説明は省略させていた

だきます。

以上で第３次行財政改革並びに追加行革につい

ての説明を終わらせていただきますが、今後とも

議員各位のご協力と住民のご理解で行政が一丸と

なって健全財政の運営に取り組んでいくものであ

りますので、今後ともよろしくお願い申し上げま

す。

以上でございます。

ただいまの説明に対し質〇委員長（椿原満春）

疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時２７分

再開 午前１０時３９分

休憩を解きまして会議を〇委員長（椿原満春）

開きます。
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◎議案第２３号

それでは、ただいまから〇委員長（椿原満春）

付託案件の審査に入ります。

議案第２３号 平成１９年度上砂川町一般会計

予算について議題といたします。

歳出から審議に入ります。１款議会費から審査

いたします。内容の説明を求めます。伊藤局長。

議会費について説明を〇事務局長（伊藤伸一）

いたします。

２８ページをお開き願います。１項議会費、１

、 、目議会費 本年度予算額３,３１８万３,０００円

前年度比較で９２４万１,０００円の減、財源は

すべて一般財源でございます。１節報酬では、議

員１名の減と報酬の引き下げによりまして５８８

万円の減。３節職員手当では、１節報酬と同様の

理由によりまして１９６万３,０００円の減とな

っております。４節共済費では、町負担率のアッ

プによりまして３９万８,０００円の増となった

ところでございます。９節旅費では、議員分とし

ては全国石炭鉱業関係町村議会議長会が解散いた

しましたので、それと合わせ５５万円の減、職員

分といたしましては本年度該当のない中央要望運

動随行分の１２万円の減となっております。１０

節の交際費は、行革によりまして２０万円の減、

１１節需用費では議会だよりの発行取りやめによ

りまして２３万８,０００円の減。１３節委託料

では、会議録の配付取りやめにより５２万３,０

００円の減。１９節負担金補助及交付金では、旅

費の減と同様の理由によりまして１４万５,００

０円の減となっております。

以上でございます。

議会費の説明が終わりま〇委員長（椿原満春）

したので、質疑に入ります。質疑のある方は発言

願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、１款〇委員長（椿原満春）

議会費の質疑を打ち切ります。

、 。 、次 ２款総務費に入ります 総務費については

総務財政課長、企画産業課長、町民生活課長、教

育次長、建設水道課長、監査事務局長と順次説明

を求めてまいります。内容の説明を求めます。永

井総務財政課長。

それでは、総務費〇総務財政課長（永井孝一）

のうち総務財政課が所管いたします総務費関係に

ついてご説明申し上げます。

３０ページをお開きください。２款総務費、１

項総務管理費 １目一般管理費 本年度予算額３,、 、

６４０万９,０００円、前年度比較で７６５万円

の減、財源内訳はすべて一般財源となっておりま

す。それでは、主な増減についてご説明申し上げ

ます。４節共済費、本年度予算額６４０万６,０

００円、前年度比較５７万４,０００円の減及び

７節賃金、本年度予算額３９９万４,０００円、

前年度比較２６０万７,０００円の減は、行革に

よります嘱託職員の減によるものです。１０節交

際費、本年度予算額１００万円、前年度比較１４

０万円の減は、行革によります町長交際費の減で

ございます。１３節委託料、本年度予算額８７４

万９,０００円、前年度比較２５２万２,０００円

の減につきましても、行革により庁舎管理の機械

警備の導入による減となっております。役場庁舎

管理の機械警備の概略につきましてご説明申し上

げます。夜間機械警備は、平日におきまして午後

８時３０分から翌日の午前７時３０分まで、休日

は午後５時３０分から翌日の午前８時３０分まで

としており、その時間帯以外につきましては今ま

でどおり警備員が常駐することとしており、夜間

の電話や来庁者の対応につきましては機械警備会

社への電話転送により対応するものとしておりま

す。なお、必要時には夜間警備会社から職員へ連

絡が行き、職員が出勤して対応するものとしてお

ります。なお、住民の皆さんの利用についてでご

ざいますが、これにつきましては現行どおりであ

りまして、支障を起こさないように、職員並びに

住民への周知徹底を図るものとしております。そ
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の他計上されております予算額につきましては、

経常経費の節減によるものであります。

３２ページをお開きください。２目文書広報費

の総務財政課所管分は、１１節需用費の町例規追

録の増は条例改正が多数発生したためによるもの

でございます。

３目財政管理費、本年度予算額３６万円、前年

。度比較３６万９,０００円の減となっております

財源内訳は全額一般財源で、１１節需用費、本年

度予算額６万円は、行革によりまして予算書、決

算書の印刷を職員が行うことにより減となってお

ります。

４会計管理費、本年度予算額１３５万５,００

０円、前年度比較２２万４,０００円の減となっ

ており、財源内訳は全額一般財源です。１２節役

務費、本年度予算額１２２万５,０００円で、比

較いたしまして２０万７,０００円の減は、し尿

及びごみの収集量の減により証紙売りさばき手数

料が減ったことによるものとなってございます。

５目財産管理費、本年度予算額４,６１９万４,

０００円、前年度比較９４８万円の減額となって

おります。財源内訳は、その他特定財源２,１０

１万９,０００円、一般財源が２,５１７万５,０

００円となっております。１２節役務費、本年度

予算額９０万８,０００円、前年度比較５５万１,

０００円の減は、庁舎等の火災保険料の保険料率

の見直しによるものとなっております。１４節使

用料及賃借料、本年度予算額２,４８１万９,００

０円、前年度比較で８７５万７,０００円の減額

は、平成４年度の共済住宅支払い償還の減による

ものであります ２８節繰出金 本年度予算額１,。 、

１９７万５,０００円、土地取得会計事業繰出金

で、特別会計にてご説明申し上げます。

次に、６目企画費のうち総務財政課が所管いた

します内容について申し上げます。１節報酬です

が、防災会議、国民保護協議会委員で、昨年度か

ら作業を進めております防災計画書の見直し並び

に国民保護計画書策定に係る委員の報酬で、１回

分を計上したもので、両計画につきまして本年度

５月末をめどとして策定を終了する予定としてお

ります。

次に、７目公平委員会費、本年度予算額７,０

００円、前年度比較３,０００円の減で、財源内

訳は全額一般財源となっております。行革により

ます委員費用弁償の休止によるものであります。

続きまして、３４ページをお開きください。９

目諸費、本年度予算額２０８万７,０００円、前

年度比較５万円の減額となっております。８節報

償費７５万７,０００円の計上ですが、前年度対

比で５万円の減は、各種表彰、弔慰金は削減によ

るもので、その他については前年同様であります

ので、説明を省略させていただきます。

続きまして、３８ページをお開きください。総

務費の選挙費で１目選挙管理委員会費、本年度予

算額１４万７,０００円、前年度比較７万円の減

額となっております。財源内訳は、全額一般財源

であります。９節旅費、前年度比較６万９,００

０円の減は、行革によります委員費用の休止並び

に旅費の節減によるものであります。

２目選挙啓発費、本年度予算額９,０００円、

前年度と同額であります。財源内訳は、全額一般

財源となっております。例年どおりの経常経費の

ため、説明は省略させていただきます。

３目北海道知事道議会議員選挙費、本年度予算

額３１１万４,０００円、財源内訳は国・道支出

金３１１万４,０００円であります。４月８日執

行の北海道知事、道議会議員の選挙に係る経費と

なっており、平成１８年１２月議会にて１９８万

６,０００円を補正予算として計上しており、投

票日までの予算を計上するものであります。

４目参議院議員選挙費、本年度予算額４９０万

円。財源内訳は、国・道支出金４９０万円であり

ます。参議院選挙につきましては、７月下旬執行

予定されており、選挙に係る経費を計上しており

ます。

以上で２款総務費に係る総務財政課所管分のご



- 91 -

説明を終わらせていただきます。

次に、林企画産業課長。〇委員長（椿原満春）

それでは、総務費〇企画産業課長（林 智明）

のうち企画産業課所管事項についてご説明いたし

ます。

。 、３２ページをお開き願います ２目文書広報費

本年度予算額６１８万５,０００円で、前年度と

比較いたしまして２１万３,０００円の減額で、

財源内訳はすべて一般財源でございます。主な項

目についてご説明申し上げます。１節報酬でござ

いますが、広報委員報酬の見直しにより対前年比

７０万円の減額となり、１１節需用費の印刷製本

費で町広報用が３０万３,０００円の減額となっ

ておりますが、これは年間のページ数の減による

ものでございます。

次に、３３ページをごらん願います。６目企画

費でございますが、本年度予算額１３０万６,０

００円で、前年度と比較して６６万６,０００円

の減額で、財源内訳はすべて一般財源でございま

す。主な項目についてご説明申し上げます。１９

節負担金補助及交付金でございますが、前年度比

較で１０万円の減額となっておりますが、減額の

主な要因は中空知広域市町村圏組合事務負担金が

全体的な事業の見直しにより、前年度との比較で

９万８,０００円の減額となったことによるもの

でございます。その他につきましては、おおむね

前年度と同様の内容につき、説明は省略させてい

ただきます。

次に、３６ページをお開き願います。１１目地

域振興費でございますが、本年度予算額２３２万

円で、前年度と比較いたしまして２億１,９１６

万円の減額で、財源内訳はすべて一般財源でござ

います。本目は、所管が企画産業課、建設水道課

に分かれておりますので、企画産業課所管事項に

ついてご説明申し上げます。１１節需用費でござ

いますが、前年度対比４７万６,０００円の増と

なっておりますが、増額の主な要因はコンベンシ

ョンホールが４月から休館することになったこと

により、１２目無重力プラザ費が廃目になり、地

下水排水ポンプが休館期間も運転が必要であるた

め、動力の電気料を地域振興費に計上したことに

よる増額でございます。１２節役務費につきまし

ては、本年度は５年に１度行われますテレビ中継

局定期監査の手数料１万１,０００円を計上した

ところであります。１９節負担金補助及交付金で

ございますが、前年度対比２億１,９２４万９,０

００円減額となっておりますが、これは空知産炭

地域総合発展基金の負担金が借り入れできなくな

ったことによるものと、北海道鉱業市町村会の負

担金につきましても産炭法の激変緩和措置終了に

より上部団体であります全国鉱業市町村連合会が

３月末をもって解散することに伴い、予算計上し

なかったことによる減額であります。

続きまして、１２目無重力プラザ費につきまし

ては、コンベンションホール休止に伴い、廃目と

しております。

次に、４０ページをお開き願います。５項統計

調査費、１目諸統計調査費でございますが、本年

度予算額３１万円で、前年度と比較いたしまして

２万９,０００円の減額となっております。財源

内訳は、国・道支出金３０万６,０００円、残り

４,０００円は一般財源でございます。本年度の

統計調査につきましては、毎年実施しております

教育統計調査と工業統計調査のほかに、５年ごと

に実施されます商業統計調査と就業構造基本調

査、また来年度実施される住宅土地統計調査の準

備調査の計５調査を実施することとし、それぞれ

関係予算を計上したところであります。内容につ

、 、きましては おおむね前年度と同様の内容につき

説明は省略させていただきます。

以上で２款総務費のうち企画産業課所管事項に

つきまして説明を終わらせていただきます。

、 。〇委員長 椿原満春（ ） 次に 山本町民生活課長

総務費のうち町民〇町民生活課長（山本丈夫）

生活課所管分について説明をさせていただきま

す。
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３３ページをお開き願います。６目企画費、１

９節負担金補助及交付金中に防犯協会の補助金７

万円を計上しておりますが、前年同額でございま

す。

次ページをお開き願います。３４ページでござ

います。８目交通安全対策費、本年度予算額４８

３万２,０００円、前年度比較２４万７,０００円

の減でございます。財源内訳は、すべて一般財源

でございます。７節賃金でございますが、１７９

万４,０００円の計上で、前年度比６万９,０００

円の減。９節旅費２２万６,０００円の計上で、

前年度比５万１,０００円の減で、いずれも交通

安全指導員の人員減によるものでございます。１

９節負担金補助及交付金４６万９,０００円の計

上で、前年度比５万円の減は、交通安全推進委員

会補助金の経費縮減分でございます。他は、前年

とほぼ同様の計上につき、説明は省略をさせてい

ただきます。

次、３７ページへまいります。２項徴税費、１

目税務総務費、本年度予算額１１万６,０００円

の計上で、前年度比較４,０００円の減でござい

。 、 。ます 財源内訳は すべて一般財源でございます

主に固定資産評価審査委員会に係る経費でござい

まして、委員費用弁償の減以外は前年とほぼ同様

、 。の計上につき 説明は省略をさせていただきます

次 ２目賦課徴収費 本年度予算額２７１万６,、 、

０００円の計上で、前年度比較６０万円の増でご

ざいます 財源内訳は 国・道支出金２７０万１,。 、

０００円、その他特定財源１万５,０００円でご

ざいます。１３節の委託料でございますが、前年

度比４９万６,０００円増の１６２万７,０００円

の計上でございます。こちらにつきましては、３

年ごとの固定資産評価替えにかかわります不動産

鑑定委託のための経費計上によるものでございま

す。他は、前年とほぼ同様の計上につき、説明は

省略をさせていただきます。

次のページをお開き願います。３８ページでご

ざいます。３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住

民基本台帳費、本年度予算額１１９万２,０００

円の計上で、前年度比１３３万３,０００円の減

。 、 、でございます 財源内訳は 国・道支出金１万円

その他特定財源１１８万２,０００円でございま

す。前年度は、１４節の使用料及賃借料におきま

して住民基本台帳ネットワークシステム機器借上

料１３０万円を計上しておりましたが、債務負担

の終了により、今年度は計上がないものでござい

ます。他は、前年とほぼ同様の計上につき、説明

は省略をさせていただきます。

以上でございます。

次、小林教育次長。〇委員長（椿原満春）

それでは、教育委員会〇教育次長（小林 均）

が所管いたします総務関係費につきましてご説明

申し上げます。

３５ページをお開き願います。２款総務費、１

項総務管理費、１０目町民センター管理費、本年

度予算額１,７０２万１,０００円、前年度比較２

４８万４,０００円の増額となっております。財

源内訳は、起債が２１０万円、その他特定財源が

４０万円、一般財源が１,４５２万１,０００円で

。 。ございます 主な項目についてご説明いたします

、 、７節賃金でございますが 本年度予算額５２万円

前年度対比２６万８,０００円の減額となってお

りますが、これは町民センター、体育センターの

午後５時以降の管理は臨時職員２名体制で行って

おりますが、平日については２名必要であります

けれども、土曜、日曜日の利用実態を見ると午後

５時以降の利用者が少なく、１名で管理できる状

、 。況にありますことから 減額したものであります

１１節需用費でございますが、本年度予算額６６

６万４,０００円、前年度対比１００万９,０００

円の増になっておりますが、公民館が休止になっ

たことにより、町民センターの利用者がふえ、光

熱水費、燃料費が増額となったことによるもので

ございます。１３節委託料でございますが、本年

度予算額６５９万４,０００円、前年度対比１０

５万２,０００円の減となっておりますが、これ
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は福祉サービスに委託しております日常清掃業務

等の業務を約３％減額したことと、後ほど申し上

げますが、町民センターと役場庁舎を浄化槽処理

から下水道に接続するため、浄化槽維持管理委託

料がなくなったことによる減、また福祉サービス

が役場庁舎とともに行っていた町民センターの夜

間警備を機械警備にするための増額になったもの

。 。との相殺でございます ３６ページでございます

１５節工事請負費は、本年度予算額２９０万円を

計上しておりますが、前段申し上げました町民セ

ンターの浄化槽を下水道に接続する工事費でござ

います。以下の項目につきましては、おおむね前

年度と同様でございますので、説明は省略させて

いただきます。

なお、予算とは直接関係ございませんが、町民

センター、体育センターの休館日につきまして、

これまで月曜日が休日の場合はその翌日、すなわ

ち火曜日を休館日としておりましたが、月曜休日

の利用者が少なく、逆に火曜日利用の団体から苦

情が来ていることなどにより、利用者の利便を図

るため、月曜日が祝祭日にかかわらず、４月１日

から月曜日を固定して休館日にすることといたし

ます。

以上で２款総務費に係る教育委員会所管部分の

説明を終わらせていただきます。

、 。〇委員長 椿原満春（ ） 次に 高木建設水道課長

続きまして、１１〇建設水道課長（高木則和）

目地域振興費のうち建設水道課で所管をいたしま

す水源公園関係予算につきましては、３６ページ

に記載をしておりますけれども、本年度予算額１

２１万１,０００円、前年度対比で４４万７,００

０円で計上するものでございます 賃金８５万２,。

０００円の計上で２１万５,０００円の減につき

ましては、公園の草刈りの一部を職員対応でする

ことによるものでございます。委託料８万８,０

００円の計上で１６万４,０００円の減につきま

しても転落防止ネット設置業務につきましても職

員が協力をして設置するものでございます。その

ほかは、前年度とほぼ同額につき、内容の説明は

省略をさせていただきます。

以上で説明を終わらせていただきます。

、 。〇委員長 椿原満春（ ） 次に 伊藤監査事務局長

それでは、監査委〇監査事務局長（伊藤伸一）

員費についてご説明をいたします。

４１ページお開き願います。２款総務費、６項

、 、監査委員費 本年度予算額１０６万３,０００円

前年度比較で３２万６,０００円の減でございま

す。すべて一般財源でございます。１節報酬は報

酬の引き下げによりまして２６万４,０００円の

減、９節旅費では費用弁償の廃止により６万円の

減となっております。

以上でございます。

以上で２款総務費の説明〇委員長（椿原満春）

が終わりました。

これより質疑に入りますが、目ごとに質疑を受

けてまいります。

１項総務管理費、１目一般管理費について質疑

を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２目文書広報費、３目財政管理費、４目会

計管理費、５目財産管理費について一括質疑を受

けます。質疑のある方は発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、６目企画費、７目公平委員会費について質

疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、８目交通安全対策費、９目諸費について質

疑を受けます。質疑のある方は発言願います。質

疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、１０目町民センター管理費について質疑を

受けます。質疑のある方は発言願います。質疑ご

ざいませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

、 。次 １１目地域振興費について質疑を受けます

質疑のある方は発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２項徴税費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、３項戸籍住民基本台帳費について質疑を受

けます。質疑のある方は発言願います。質疑ござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、４項選挙費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、５項統計調査費について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、６項監査委員費について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で２款総務費についての質疑を打ち切りま

す。

３款民生費に入ります。民生費については、福

祉保健課主幹、町民生活課長、特養施設長に説明

を求めてまいります。内容の説明を求めます。高

橋主幹。

それでは、３款〇福祉保健課主幹（高橋 良）

民生費の福祉保健課所管分について説明申し上げ

ます。

。 、４４ページをお開きください １項社会福祉費

１目社会福祉総務費につきましては、本年度予算

額２億３,２２７万２,０００円、前年度比較１,

５４１万２,０００円の増となり、財源内訳は国

・道支出金１億３,１００万６,０００円、その他

特定財源１,５８７万円 一般財源８,５３９万６,、

０００円となっております。増額の主なものにつ

きましては、８節報償費の全世帯配布入浴券につ

きましては、１世帯の配布枚数４枚に変更はあり

ませんが、今まで特別料金を設定しておりました

が、４月からの民営化に伴い、１枚当たりの単価

を２８０円から通常料金の５００円に戻し予算計

上したことにより、２３１万６,０００円、１３

節委託料の除雪サービスにつきましては昨年度の

予算計上は６月補正のため、当初予算比較で１７

０万円、１９節負担金補助及交付金の空知中部広

域連合障害支援事業負担金と地域生活支援事業に

ついても昨年度は９月補正で計上したため、当初

予算比較でそれぞれ１０８万７,０００円と４３

７万８,０００円の増となっており、地域生活支

援事業の知的地域活動支援センターにつきまして

は障害者デイサービス事業所エルムの里が名称を

変えて、支援費から町補助金により運営していく

ものでございます。次に、２０節扶助費につきま
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しては、社会福祉施設（老人施設）入所者の増等

によりまして全体で１０６万３,０００円、２８

節繰出金では国保基盤安定等繰出金が税軽減分の

ルール等で７１７万円の増となっております。

次に、４６ページをお開きください。２目老人

福祉費につきましては、本年度予算額８,０６８

万２,０００円、前年度比較８４０万３,０００円

の減となり 財源内訳は国・道支出金４６１万６,、

０００円、一般財源７,６０６万６,０００円とな

っております。減額の主なものにつきましては、

１９節負担金補助及交付金の老人保健負担金、２

０節扶助費の老人医療費、ともに医療費の減によ

り、それぞれ６５８万７,０００円、３９２万円

の減となり、１９節負担金補助及交付金の北海道

後期高齢者医療広域連合負担金２６１万５,００

０円が新たにふえたものでございます。

次に、３目社会福祉施設費につきましては、本

年度予算額６１５万６,０００円、前年度比較７

８万９,０００円の増となり、財源内訳は起債８

０万円、一般財源５３５万６,０００円となって

おります。増額の主なものにつきましては、１５

節工事請負費の鶉本町生活館下水道接続工事１１

０万円ですが、この工事に伴いまして１３節委託

料の浄化槽維持管理委託料２２万５,０００円が

減となるものでございます。

次に、５０ページをお開きください。５目複合

施設費につきましては 本年度予算額４４７万１,、

０００円、前年度比較１３０万円の増となり、財

源内訳は国・道支出金１３４万３,０００円、起

債１１０万円、一般財源２０２万８,０００円と

。 、なっております 増額の主なものにつきましては

３目の社会福祉施設費と同様に、１５節工事請負

費の中央ふれあいセンター下水道接続工事費１５

０万円ですが、この工事に伴いまして１３節委託

料の浄化槽維持管理委託料１８万５,０００円が

減となるものでございます。

次に、５３ページをお開きください。７目介護

保険費につきましては、本年度予算額７,８７５

万４,０００円、前年度比較４０４万円の減でご

ざいます。財源は、すべて一般財源となっており

ます。減額の主なものは、１９節負担金補助及交

付金の空知中部広域連合負担金で、保険給付費が

減となったものでございます。

次に、５４ページをお開きください。９目介護

予防費につきましては 本年度予算額３０４万５,、

０００円、前年度比較８６万３,０００円の増と

なり、財源内訳はすべてその他特定財源として空

知中部広域連合からの委託料を充当いたします。

増額の主なものにつきましては、７節賃金で９７

万円の増となっておりますが、前年度当初予算で

は健康運動指導等を委託料に計上しておりました

が、これを賃金に組みかえたことと介護予防事業

の拡充に伴いまして臨時保健師賃金を増額したこ

とにより、実質３０万６,０００円の増となって

おります。次に、８節報償費、１１節需用費、１

２節役務費、１４節使用料及賃借料につきまして

も、事業拡充のため９７万７,０００円の増とな

っております。また、昨年度備品購入費に４２万

円を計上しておりましたが、本年度は購入予定が

ないことから、減額となっております。

次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費に

つきましては、本年度予算額２,８８０万７,００

０円、前年度比較２６５万２,０００円の増とな

り、財源内訳は国・道支出金１,７７２万６,００

０円、その他特定財源４９万３,０００円、一般

財源が１,０５８万８,０００円となっておりま

す。増額の主なものにつきましては、２０節扶助

費の児童手当について制度改正により３歳未満の

第１子、第２子について現行月額手当５,０００

円を１万円に改正されたことにより２７８万円と

２０節扶助費のひとり親家庭等医療費が１７万

８,０００円の増となりますが、乳幼児医療費は

。３５万１,０００円が減となるものでございます

次に、２目保育所費につきましては、本年度予

算額１,１４７万６,０００円、前年度比較１７４

万２,０００円の減となり、財源内訳はその他特
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定財源３７５万４,０００円、一般財源７７２万

２,０００円となっております。減額の主なもの

につきましては、７節賃金では保育園の献立業務

につきましては在宅栄養士が行っておりました

が、経費削減のため本年度からは町栄養士が行う

こととし、在宅栄養士賃金４４万３,０００円、

代替保育士賃金等は前年度の実績を勘案いたしま

して２４万９,０００円、１８節備品購入費で５

万円が減、通園バスにつきましては本年３月をも

って廃止するため、１１節需用費の消耗品、燃料

費、修繕料で８２万２,０００円、１２節役務費

の保険料で９万１,０００円、公課費で７万円が

減となるものでございます。

次に、３項生活保護費、１目生活保護総務費に

つきましては、本年度予算額９,０００円、前年

度同額で、財源は一般財源となっております。

次に、２目扶助費につきましては、本年度予算

、 、額２９万円 前年度比較３万２,０００円の減で

財源は一般財源となっております。減額につきま

しては、困窮世帯の減によるものでございます。

次に、４項災害救助費、１目災害救助費につき

ましては、本年度予算額２４万円、前年同額で、

財源は一般財源となっております。

以上で福祉保健課所管分の説明と……

〔発言する者あり〕

済みません。２〇福祉保健課主幹（高橋 良）

目の保育所費についてでございますが、７節の賃

金につきましては先ほども説明しましたとおり減

額となっておりますが、この中で４月から一時保

育、保護者の方が病気等で見れない場合に一時的

ですけれども、子供さんを預かって保育する。も

う一点、延長保育ですが、今まで午後６時まで保

育しておりますが、これを１時間延長いたしまし

て午後７時まで、６時から７時までを延長保育と

いう形で、４月からこの二つの制度を実施したい

と考えております。

以上で福祉保健課所管分の説明とさせていただ

きます。

、 。〇委員長 椿原満春（ ） 次に 山本町民生活課長

４４ページをお開〇町民生活課長（山本丈夫）

き願います。民生費のうち住民生活課所管分につ

いて説明をさせていただきます。

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費のうち９

節旅費の普通旅費、１２節役務費の電話料、１３

節委託料の電算機保守など、国民年金事務に関す

る経費を計上しております。前年度でございます

が、１３節の委託料に年金所得情報システム導入

業務６８万２,５００円、１９節の負担金補助及

交付金の国民年金協会負担金６,０００円、厚生

年金受給者協会補助金２万５,０００円の計上が

ございましたが、年金所得情報システムにつきま

しては国の補助を受けた単年度事業ということで

昨年度で終了、そして国民年金協会につきまして

は脱会、それから厚生年金受給者協会の補助金に

つきましては廃止ということで、それぞれ相応分

が減額となっているものでございます。

以上でございます。

次に、是洞特養施設長。〇委員長（椿原満春）

それ〇特別養護老人ホーム施設長（是洞春輝）

では、福祉医療センター所管の特別養護老人ホー

ムはるにれ荘、デイサービスセンター、地域包括

支援センター関係予算についてそれぞれ説明申し

上げます。

４８ページをお開きください。４目特別養護老

人ホーム費、本年度予算１億２,４０４万３,００

０円、前年度と比較しますと１,１０５万３,００

０円の減でございます。財源内訳は、すべてその

他特定財源でございます。主な内容についてご説

明申し上げます。２節給料は、前年度と比較し５

３３万円減の２,７８２万８,０００円、３節職員

手当等１２０万５,０００円減の１,２８５万９,

０００円、４節共済費１２８万３,０００円減の

５８５万３,０００円となります。これらにつき

ましては、介護員１名の退職と給与削減に伴うも

のでございます。７節賃金は、２１万６,０００

円増で２,７３３万５,０００円となり、嘱託介護



- 97 -

員の異動に伴う増となるものでございます。１１

節需用費は、２０８万９,０００円減の３,０５７

万８,０００円となり、主な内容は消耗品の介護

支援専門員研修受講用のためのテキスト代５,０

００円、それから燃料費については単価アップ分

７０万円増の９７７万円となります。賄い材料費

は、食費にかかる単価を国の基準や近隣施設の状

況から１食３００円から２００円に見直し、２５

８万６,０００円の減で１,３６０万５００円とな

ります。１２節役務費は、９,０００円減の７０

万６,０００円で、新たに介護サービス情報調査

と公表手数料の６万６,３００円と、次のページ

になります、介護支援専門員研修受講料２万３,

０００円で、いずれも介護保険制度により介護サ

ービス情報開示のための調査、公表手数料と介護

支援専門員資格更新のための研修経費を計上し、

他は経費節減による減となるものでございます。

１３節委託料は、２,０００円減の５９８万５,０

００円となります。施設清掃は、隔年実施の定期

清掃とガラスサッシ清掃の実施で２６万９,００

０円増の３６１万９,８００円となりますが、そ

の他の業務委託については契約額の見直しによる

減となるものでございます。１９節負担金補助及

交付金は、１３０万４,０００円減の１,０６７万

となり、主に退職職員に伴う退職手当組合負担金

の減でございます。なお、その他の節につきまし

ては、おおむね前年度と同じ内容となっておりま

すので、説明を省略させていただきます。

続きまして、５１ページの６目デイサービスセ

ンター費、本年度予算１,９７０万２,０００円、

。前年度対比で４２万４,０００円増でございます

、 。財源内訳は すべてその他特定財源でございます

主な内容は、２節給料、３節職員手当等、４節共

済費及び１９節負担金補助及交付金のうち退職手

当組合負担金など介護員１名の人件費で、前年度

と比較しまして３万８,０００円減の４３４万５,

０００円となり、昨年の異動に伴う減でございま

す。７節賃金、前年度と比較しまして１６万９,

０００円減の７８３万４,０００円となり、臨時

代替運転手の手当一月分を削減するものでござい

ます。１１節需用費は、５３万３,０００円増の

５８６万９,０００円となります。５２ページを

お開きください。主に施設燃料費の単価アップ分

４０万円増の２５０万円となります。修繕料は、

玄関の柱の表面劣化が著しいことから、修理のた

めの１３万円増の１８万円となるものでございま

す。１２節役務費は、４万２,０００円増の３２

万２,０００円で、新たに介護サービス情報調査

と公表手数料の６万６,３００円の計上と火災保

険料２万１,０００円となるものてございます。

１３節委託料は、４万６,０００円増の１２０万

９,０００円となります。清掃業務のうち隔年実

施の定期清掃 ガラスサッシ清掃による１５万４,、

０００円増の２２万５,１００円となります。そ

の他の業務委託につきましては、契約額の見直し

により減となるものでございます。その他は、ほ

ぼ昨年と同様となっております。

次に、８目地域包括支援センター費、本年度予

算額２,０７０万３,０００円、前年度対比２２３

万円の減でございます。財源内訳は、その他特定

財源が１,３０９万９,０００円、一般財源７６０

万４,０００円でございます。主な内容です。２

節給料、３職員手当等、４節共済費及び１９節の

負担金補助及交付金のうち退職手当組合負担金な

ど、看護師１名、事務職員２名の人件費で２７万

、２,０００円増の１,７０８万３,０００円となり

前年度事務職員１名の異動による増となるもので

ございます。次、５４ページになります。１２節

役務費は、電話料２万３,０００円減の７万７,０

００円、自動車保険料２万４,０００円減の１万

２,６００円、手数料は介護サービス情報開示の

ための調査、公表手数料６万６,３００円と介護

支援専門員証更新費用２,５００円を計上するも

のでございます。１３節委託料は、２０５万５,

０００円の減で７７万９,０００円となります。

介護予防支援業務の介護予防ケアプラン作成業務
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委託件数の減によるものでございます。その他の

節につきましては、おおむね前年度と同じ内容と

なりますので、説明を省略させていただきます。

以上、福祉医療センターにかかわる関係予算に

ついてご説明を終わらせていただきます。

以上です。

以上で３款民生費の説明〇委員長（椿原満春）

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２目老人福祉費について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、３目社会福祉施設費について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。質疑ございま

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、４目特別養護老人ホーム費、５目複合施設

費について質疑を受けます。質疑のある方は発言

願います。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、６目デイサービスセンター費、７目介護保

険費について質疑を受けます。質疑のある方は発

言願います。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、８目地域包括支援センター費、９目介護予

防費について質疑を受けます。質疑のある方は発

言願います。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２項児童福祉費全般について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。質疑ございま

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、３項生活保護費、４項災害救助費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で３款民生費について質疑を打ち切りま

す。

◎散会の宣告

お諮りいたします。〇委員長（椿原満春）

本日の審査はこれで終了したいと思いますが、

これに異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、本日の予算特〇委員長（椿原満春）

別委員会はこれにて散会いたします。

あすは午前１０時から委員会を再開いたします

ので、ご出席方よろしくお願いいたします。

ご苦労さまでした。

（散会 午前１１時２９分）
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平成１９年第１回定例会予算特別委員会会議録（第２号）

３月２０日（火曜日）午前１０時００分 開 議

午前１１時２２分 散 会

〇議事日程 第２号

議案第２３号 平成１９年度上砂川町一般会

計予算

◎開議の宣告

ただいまの出席委員は９〇委員長（椿原満春）

名でございます。

定足数に達しておりますので、予算特別委員会

は成立いたしました。

直ちに会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎議案第２３号

昨日に引き続き一般会計〇委員長（椿原満春）

の審査を行います。

４款衛生費から始めます。衛生費については、

福祉保健課主幹、町民生活課長に説明を求めてま

いります。

初めに、高橋福祉保健課主幹。

それでは、４款〇福祉保健課主幹（高橋 良）

衛生費の福祉保健課所管分についてご説明申し上

げます。

まず、６０ページをお開きください。１項保健

衛生費、１目保健衛生総務費につきましては、本

年度予算額４,３４４万３,０００円、前年度比較

１,８８１万４,０００円の減となり、財源内訳は

すべて一般財源となっております。減額の主なも

のにつきましては、２８節繰出金の町立診療所事

業会計で３３７万３,０００円、水道事業会計で

１,５４１万６,０００円、１９節負担金補助及交

付金に計上しておりました精神障害回復者小規模

施設運営事業費負担金、これは社会福祉法人くる

み会が行っております精神障害者小規模作業所に

ついては、障害者自立支援法に基づき就労支援事

業等に移行したことによりまして、小規模作業所

がなくなりまして、２６万３,０００円の減とな

っております。また、２０節扶助費の妊婦健康診

査につきましては、少子化、母子保健対策の一環

といたしまして、現行１回のところを４回にふや

しまして、５５万８,０００円の増となっており

。 、ます これ以外につきましては前年同様ですので

説明は省略させていただきます。

次に、２目予防費につきましては、本年度予算

額１,１０１万８,０００円 前年度比較８４万７,、

０００円の増となり、財源内訳は国・道支出金１

２５万８,０００円、その他財源２７７万７,００

０円、一般財源６９８万３,０００円となってお

ります。増額の主なものにつきましては、温泉施

設等を利用しての健康の里づくりの事業費を計上

したことによるものでございます。予算書の中で

長寿社会づくりソフト事業用と表記しているもの

。 、でございます ７節賃金では１９万１,０００円

８節報償費では３９万円、１１節需用費では７０

万９,０００円、１２節役務費では４万８,０００

円、１４節使用料及賃借料では１２万円、１８節

備品購入費では３０万円が増となっております。

また、各種検診の受診者の減により、１３節委託

料では５３万７,０００円、委託料以外の経費で

３７万４,０００円が減となっております。

以上で福祉保健課所管分の説明とさせていただ

きます。

、 。〇委員長 椿原満春（ ） 次に 山本町民生活課長

衛生費のうち町民〇町民生活課長（山本丈夫）

生活課所管分について説明をさせていただきま

す。

６２ページをお開き願います。３目の環境衛生
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費からでございます。３目環境衛生費、本年度予

算額７１９万９,０００円、前年度比較２０２万

４,０００円の減で、財源内訳はその他特定財源

１２万５,０００円、一般財源７０７万４,０００

円でございます。１３節の委託料でございます。

１９２万１,０００円は前年度比４８万９,０００

円の減で、主な要因は使用頻度の極めて低い下鶉

と中央遊園地内の公衆トイレ閉鎖による清掃委託

料の減でございます。次に、１４節の使用料及賃

借料でございますが、こちらでは入浴交通費支給

事業１６万９,０００円の計上と、それから飛ん

で１９節負担金補助及交付金の公衆浴場確保対策

事業補助金１２０万円の減額にかかわる緑が丘共

同浴場の閉鎖について述べさせていただきたいと

思います。緑が丘共同浴場につきましては、公衆

浴場確保対策事業といたしまして前年度は１２０

万円を利用者組合に対し補助してきたところでご

ざいます。緑が丘の共同浴場につきましては、組

合員の激減や燃料費の高騰等によりまして赤字増

大の中、中途から開設日数、開設時間の縮減と利

用料の大幅引き上げ等により運営を続けてきてい

るところでございます。しかし、今後も組合員の

減少は避けられない。それから、施設の老朽化、

これらがございまして、本年の３月をもって組合

解散、浴場閉鎖としていたところでございます。

組合員１１人のほとんどは高齢のため、浴場閉鎖

後は下鶉あるいは鶉の浴場をハイヤーによって利

用することになりますけれども、町といたしまし

ては浴場閉鎖後の対策といたしまして、あさひ湯

閉鎖による入浴交通費支給事業の例によりまし

て、バス券相当額、月８枚、４往復分でございま

すが、これを助成という形で支給をする２年間の

時限的措置を新たに設けるものとしたものでござ

。 、 、います しかしながら この時期にまいりまして

経費縮減効果によりまして燃料の消費量の半減

で、まだ３カ月ほどは消費可能な燃料残が生じて

おります。こういったことから、補助金を受けな

いで自主運営での継続運営の申し出が組合からあ

りましたので、町といたしましては、設備故障ま

でを条件と条件つきながらもこれを認めることと

したく、入浴交通費支給事業につきましても浴場

閉鎖後からスタートさせたいと考えております。

したがいまして、この部分につきましては、後ほ

ど減額補正があり得ますことも含めまして、緑が

丘共同浴場の閉鎖に関しご理解を願うものでござ

います。このほか、環境衛生費の中では１９節の

負担金補助及交付金の中で砂川地区保健衛生組合

の負担金、これは火葬場の管理経費の分担分でご

ざいますが、経費減による２９万９,０００円の

減もあるものでございます。他の関係は、前年と

ほぼ同様の計上につき、説明は省略をさせていた

だきます。

次に、２項清掃費、１目清掃総務費、本年度予

算額３３万２,０００円、前年度比較１８万円の

減で、すべて一般財源でございます。７節の賃金

でございますが、１０万７,０００円の計上で、

前年度比較１７万７,０００円の減額で、前年度

実績を勘案しての減額計上でございます。他は、

前年とほぼ同様の計上につき、説明は省略させて

いただきます。

次に、２目じん芥処理費、本年度予算額８,０

１６万２,０００円、前年度比較２５７万９,００

０円の増で、財源内訳はその他特定財源１,５３

１万６,０００円、一般財源６,４８４万６,００

０円でございます。次のページにまいります。１

９節の負担金補助及交付金でございますが、５,

９９３万２,０００円の計上で、前年度比２７３

万８,０００円の増となっております。これにつ

きましては、砂川地区保健衛生組合におきますク

リーンプラザくるくるの施設設備の５年ごとの大

規模補修点検経費の増が主な要因でございます。

他は、前年とほぼ同様な計上につき、説明は省略

させていただきます。

次に、３目し尿処理費、本年度予算額４,２７

４万９,０００円、前年度比較７５万８,０００円

の増で、財源内訳はその他特定財源１,５６９万
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４,０００円、一般財源２,７０５万５,０００円

でございます。１３節の委託料でございますが、

８０９万円の計上は前年度比７８万５,０００円

の減でございます。し尿処理業務委託料につきま

して、行財政改革によります定額部分１８万円と

水洗化や人口減によるくみ取り量の減少に応じた

従量割分６０万５,０００円を減じての計上でご

ざいます。次の１４節使用料及賃借料でございま

すが、砂川の衛生センターし尿投入についても、

前年度比１５万８,０００円減じて６３万円の計

上ですが、くみ取り量の減少によるものでござい

ます。１９節負担金補助及交付金３,２９５万１,

０００円の計上で、前年度比１７０万５,０００

円の増となっております。昨年も説明をさせてい

ただきましたが、組合におきますし尿処理経費の

分担割合が平成２１年度には全額投入量比率とな

り、全体投入量の約４割弱を占める本町の場合、

従来の分担割合１３％から経過措置として段階的

に投入量に応じた分担割合に引き上がる、こうい

ったことによる増でございます。他は、前年とほ

ぼ同様の計上につき、説明は省略させていただき

ます。

以上でございます。

以上で４款衛生費の説明〇委員長（椿原満春）

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項保健衛生費、１目保健衛生総務費について

質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。

質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２目予防費について質疑を受けます。質疑

ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、３目環境衛生費について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２項清掃費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で４款衛生費について質疑を打ち切りま

す。

５款労働費、６款農林水産業費について内容の

説明を求めます。林企画産業課長。

それでは、労働費〇企画産業課長（林 智明）

につきましてご説明申し上げます。

６８ページをお開き願います。５款労働費、１

項労働費、１目労働諸費、本年度予算額３１１万

５,０００円、前年度と比較いたしまして２９万

５,０００円の減額で、財源内訳はすべて一般財

源でございます。１９節負担金補助及交付金につ

きましては、前年度対比２９万５,０００円の減

額となっておりますが、上砂川地区連合助成金に

つきまして、第３次の追加行革により団体補助金

の見直しにより、３０万５,０００円減額したと

ころであります。その他につきましては、おおむ

ね前年度と同様の内容につき、説明は省略させて

いただきます。

以上で労働費の説明を終わらせていただきま

す。

続きまして、農林水産業費につきましてご説明

申し上げます。

７０ページをお開き願います。６款農林水産業

費、１項林業費、１目林業振興費、本年度予算額

１０万４,０００円、前年度と比較いたしまして

１万１,０００円の減額で、財源内訳につきまし

ては、道有林所在市町村に交付されていた森づく

り協力交付金の経過措置が１８年度で切れたこと

、 。から 本年度はすべて一般財源となっております
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内容につきましては、おおむね前年度と同様の内

容につき、説明は省略をさせていただきます。

以上で農林水産業費の説明を終わらせていただ

きます。

以上で５款労働費、６款〇委員長（椿原満春）

農林水産業費の説明が終わりました。一括質疑を

受けます。質疑のある方は発言願います。質疑ご

ざいませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で５款労働費、６款農林水産業費について

質疑を打ち切ります。

７款商工費に入ります。商工費については、企

画産業課長、町民生活課長に説明を求めてまいり

ます。内容の説明を求めます。初めに、林企画産

業課長。

商工費につきまし〇企画産業課長（林 智明）

てご説明申し上げます。

７２ページをお開き願います。７款商工費、１

項商工費、１目商工振興費、本年度予算額３,２

１２万９,０００円、前年度と比較いたしまして

７３０万７,０００円の減額で、財源内訳につき

ましてはその他財源１,９９３万６,０００円でご

ざいますが、これは中小企業及び商店街近代化融

資の資金貸付金収入と産業活性化センターの貸借

料、使用料などでございます。残りは、一般財源

で１,２１９万３,０００円でございます。主な項

目につきましてご説明を申し上げます。１３節委

託料でございますが、前年度対比１７２万８,０

００円の減額となっておりますが、共同福祉セン

ター管理料について、施設を振興公社に売却した

ことにより、予算計上しなかったことによるもの

でございます。１９節負担金補助及交付金でござ

いますが、前年度対比５８万２,０００円の減額

となっておりますが、第３次の追加行革により商

工会議所補助金を３４万１,０００円減額し、次

ページになりますが、中小企業及び商店街近代化

融資の貸付元金が減り、それぞれ５万５,０００

円、１８万６,０００円減額になったことによる

。 、ものでございます ２１節貸付金でございますが

前年度対比４９５万１,０００円の減額となって

おりますが、これは中小企業及び商店街近代化融

資の融資総額が減り、原資預託金が減額になった

ことによるものでございます。その他につきまし

ては、おおむね前年度と同様の内容につき、説明

は省略をさせていただきます。

次に、企業開発費でございます。２目企業開発

費、本年度予算額２,３１５万９,０００円、前年

度対比１,２８２万６,０００円の増額で、財源内

訳につきましては全額一般財源でございます。主

な項目についてご説明を申し上げます。１９節負

担金補助及交付金でございますが 前年度対比１,、

３０５万円の増額となっておりますが、これは誘

致企業補助金について上砂川バイオ分が６年目を

迎え対象外となり、予算計上しなかったことによ

る減と新たな事業を展開する振興公社に対し助成

金として１,４００万円予算計上したことによる

ものでございます。２８節繰出金の土地開発造成

事業会計繰出金でございますが、前年度対比２０

万９,０００円の減額となっており、これは平成

９年度に借り入れした本町工業団地分の長期債償

還元金と償還利息が減額になったことによるもの

です。その他につきましては、おおむね前年度と

同様の内容につき、説明は省略をさせていただき

ます。

続きまして、３目観光費、本年度予算額１,０

７３万９,０００円、前年度と比較いたしまして

９７５万８,０００円の減額で、財源内訳につき

ましては全額一般財源でございます。主な項目に

ついてご説明を申し上げます。７４ページをお開

き願います。１１節需用費でございますが、前年

度対比７９万円の減額となっておりますが、これ

は日本庭園を振興公社に売却したことによる維持

管理費を減額したことによるもので、１２節役務

費につきましても需用費同様の考え方で前年度対
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比２万３,０００円減額したことによるものでご

ざいます。１３節委託料及び１６節原材料費につ

いても、同様の考え方で予算計上しなかったとこ

ろであります。１９節負担金補助及交付金でござ

いますが、前年度対比１,０５０万円、皆増とな

っておりますが、これは昨年７月から実施してお

りますふるさ活性化サポート事業助成金５０万円

を予算計上したことと振興公社に対する国民休養

地の観光振興等に対する助成金として１,０００

万円計上したことによるものでございます。その

他につきましては、おおむね前年度と同様の内容

につき、説明は省略をさせていただきます。

以上で企画産業課にかかわります商工費の説明

を終わらせていただきます。

、 。〇委員長 椿原満春（ ） 次に 山本町民生活課長

商工費のうち町民〇町民生活課長（山本丈夫）

生活課所管分について説明をいたします。

７２ページをお開き願います。１目商工振興費

のうち７節に消費生活相談員の賃金、９節に同相

談員の旅費、１１節需用費に試買調査消耗品、１

９節負担金補助及交付金に消費者協会補助金、消

費生活展補助金など消費者行政にかかわる諸経費

を計上しておりますが、それぞれ前年同額の計上

につき、説明は省略をさせていただきます。

以上でございます。

以上で７款商工費の説明〇委員長（椿原満春）

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１目商工振興費について質疑を受けます。質疑

のある方は発言願います。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２目企業開発費、３目観光費について質疑

を受けます。質疑のある方は発言願います。質疑

ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で７款商工費について質疑を打ち切りま

す。

。 。８款土木費に入ります 内容の説明を求めます

高木建設水道課長。

それでは、８款土〇建設水道課長（高木則和）

木費について内容の説明を申し上げます。

７６ページをお開き願いたいと思います。８款

土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、本年

度予算額８,２０３万７,０００円、前年度対比で

５,７１９万８,０００円の減でございます。財源

内訳は、国・道支出金１０万７,０００円、その

他特定財源１１０万円、一般財源８,０８３万円

でございます。本目は、主に街路灯の維持費と土

地開発造成及び下水道事業特別会計への繰出金に

かかわる予算を計上するものでございます。減額

の主なものは、各特別会計への繰出金で５,６８

、５万４,０００円が減となったものでありますが

内容につきましてはそれぞれの特別会計にて説明

をさせていただきます。繰出金以外では、１１節

需用費６４６万円の計上で３７万円の減につきま

しては、街路灯修繕費等の減によるものでござい

ます。その他経費につきましては、前年度とほぼ

同額につき、内容の説明は省略させていただきま

す。

次に、２項道路橋りょう費、１目道路維持費に

ついて説明を申し上げます。本年度予算額４,４

７２万４,０００円 前年度対比で１,２３２万８,、

０００円の増でございます。財源内訳は、起債６

３０万円、一般財源３,８４２万４,０００円でご

ざいます。本目につきましては、除排雪経費と道

路維持費、工事費を計上するものでございます。

本年度の除排雪経費につきましては、賃金、燃料

費、委託料、使用料及賃借料を合わせまして前年

度対比で５００万円増の総額２,０００万円を計

上するものでございます。昨年までは降雪状況に

よりまして予算不足分を都度補正予算にて対応し

ておりましたけれども 本年度は当初予算にて２,、
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０００万円を計上することといたしまして、引き

続き民間への委託化につきましても検討してまい

りたいというふうに考えております。１２節役務

費３３万７,０００円の計上で１５万４,０００円

の減につきましては、除雪トラック１台の減によ

るものでございます。１５節工事請負費１,３５

０万円の計上で８５０万円の増につきましては、

お手元に配付をしております資料ナンバー１２、

それと資料ナンバー１３をご参照いただきたいと

思います。資料ナンバー１２にピンク色で記載を

しております。鶉本町の団地線道路改修工事につ

きましては、損壊が著しい西法寺裏側５０メート

ルの工事費といたしまして３５０万円。同じく資

料ナンバー１３にピンク色で記載をしております

、 、けれども 鶉北線の排水改修工事といたしまして

平成１７年度に引き続きましてセイコーマート前

の１００メートルの工事費５００万円を計上する

ものでございます。いずれも昨年６月補正にて計

上いたしましたが、産炭地域総合発展基金問題等

で中止をした工事でございます。

次のページをお開き願いたいと思います。２７

節公課費１５万２,０００円の計上で１０万円の

減につきましては、１２節役務費に連動するもの

、 。で 除雪トラック１台減によるものでございます

その他経費につきましては、前年度とほぼ同額に

つき、内容の説明は省略させていただきます。

、 。次に ３項住宅費について説明を申し上げます

１目住宅管理費、本年度予算額４,２５８万２,０

００円、前年度対比で１,０７０万２,０００円の

増となっております。財源内訳は、全額その他特

定財源でございます。本目は、町営住宅の維持管

理経費を計上するものでございます。１１節需用

費１,４７０万円の計上で８７９万円の増となっ

ておりますが、これにつきましては公営住宅の修

繕費につきまして昨年度暫定予算であったことか

、 、ら ６月補正にて予算計上したものでありまして

本年度の一般修繕費等につきましては１,２００

万円、計画修繕費といたしまして下鶉６１年公営

住宅１棟８戸の屋根のふきかえといたしまして１

８０万円を計上するものでございます。１２節役

務費、強制執行手数料４０万円ということで記載

をしております。本年度新たに計上するものでご

ざいますけれども、公営住宅、改良住宅等の使用

料の滞納者につきましては、平成１１年から１３

年にかけまして調停を行ってきたところでござい

ますけれども、この事務がその後滞っておりまし

た。昨年７月に建設水道課の主幹１名が町営住宅

の収納対策の事務取扱といたしまして任命をされ

まして、今日まで滞納整理等を行いながら調停に

向けての事務作業を行ってきたわけでございます

けれども、その結果、本年３月中に滝川の簡易裁

判所に２名の調停申し立てを行う予定でありまし

て、この話し合いに応じない場合などには訴訟、

強制執行も辞さない取り組みをすることといたし

まして、１件分４０万円を計上するものでござい

ます。１３節委託料４２７万１,０００円の計上

、で２５９万３,０００円の増となっておりますが

空戸住宅の除雪業務委託料につきましては昨年度

暫定予算であったことから、６月補正にて予算計

上したものであります。本年度も昨年と同額２６

０万円を計上するものでございます。１９節負担

金補助及交付金３２０万３,０００円の計上で６

３万円の減につきましては、平成１５年度に供用

開始となりました公的住宅にかかわります受益者

分担金の納入が終了したことによるものでござい

ます。その他経費につきましては、前年度とほぼ

同額につき、内容の説明は省略をさせていただき

ます。

次に、２目公営住宅建設費、本年度予算額３,

２５９万４,０００円の計上で、２８２万２,００

。 、０円の増でございます 財源内訳につきましては

国・道支出金５８８万６,０００円、起債１,０３

０万円、一般財源１,６４０万８,０００円でござ

います。本目は、職員２名の人件費と町営住宅の

水洗化事業などに関する経費を計上するものでご

ざいます。人件費につきましては、１,３８９万
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４,０００円の計上で、２３１万８,０００円の減

となってございますが、第３次行財政改革の追加

等によるものでございます。１１節需用費４６万

２,０００円の計上で５１万９,０００円の減につ

きましては、消耗品費で補助事業に係ります事務

費の減によるものでございます。１５節工事請負

費１,８００万円の計上で５７０万円の増につき

ましては、お手元の資料ナンバー１４をご参照い

ただきたいと思います。資料ナンバー１４にも記

載をしておりますけれども、水洗化事業につきま

しては昨年度、１８年度から鶉地区の改良住宅の

水洗化に着手をいたしました。本年度につきまし

ては、ピンク色で示しております５２年建設の改

良住宅５棟２４戸分といたしまして１,２００万

円、単独事業といたしまして５１年、５２年度建

設の鶉本町公営住宅３棟１２戸分として６００万

円を計上するものでございます。その他経費につ

きましては、前年度とほぼ同額につき、内容の説

明は省略させていただきます。

以上で８款土木費関係の説明を終わらせていた

だきます。

以上で８款土木費の説明〇委員長（椿原満春）

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項土木管理費について質疑を受けます。質疑

のある方は発言願います。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２項道路橋りょう費について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。質疑ございま

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、３項住宅費、１目住宅管理費について質疑

を受けます。質疑のある方は発言願います。質疑

ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２目公営住宅建設費について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。質疑ございま

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で８款土木費について質疑を打ち切りま

す。

。 。９款消防費に入ります 内容の説明を求めます

川下消防長。

それでは、９款消防費に〇消防長（川下 清）

つきましてご説明を申し上げます。

８２ページでございます。初めに、従来２目非

常備費に予算計上しておりました消防演習関係予

算につきまして、本年度中空知５市５町によりま

す連合消防演習が当町において開催されますの

で、これに伴う関係予算を含めまして１目常備消

防費へ組みかえを行っておりますので、あらかじ

めご承知おき願います。なお、中空知分会連合消

防演習にかかわります詳細につきましては、お手

元の資料ナンバー１５に記載しておりますので、

あわせてご参照願いたいと存じます。

それでは、１項消防費、１目常備消防費、本年

度予算額１億１,０９０万１,０００円、前年度比

１,３５０万４,０００円の減でございます。この

主な要因といたしましては、行財政改革によりま

す人件費等の削減によるものでございます。財源

内訳は、その他特定財源３９万円、一般財源１億

。 、１,０５１万１,０００円でございます ２節給料

３節職員手当等、４節共済費につきましては、給

料等の削減によりまして減となっておりまして、

給料につきましては前年度と比較し７９１万円の

減、職員手当２７３万７,０００円の減、共済費

１６０万１,０００円の減となっております。次

に、８節報償費でございますが、本年度新たに６
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万７,０００円を計上しているところでございま

すが、前段で申し上げました中空知分会連合消防

演習に要するものでございます。１０節交際費に

つきましては、５万円を削減し、１５万円の計上

としたところでございます。１１節需用費でござ

いますが、中空知分会連合消防演習用といたしま

して消耗品費、食糧費、印刷製本費を２目非常備

費より組みかえて、前年度比２１万５,０００円

の増となっております。また、１２節役務費につ

きましても、中空知分会連合消防演習用といたし

まして郵便料、洗濯代合わせまして１万７,００

０円ほどを新たに計上しているところでございま

すが、前年度計上いたしました車検時のリサイク

ル手数料、消防無線の再免許申請が終了したこと

によりまして、前年度と比較いたしまして１４万

９,０００円の減となっております。次に、１３

節委託料でございますが、前年度まで計上してお

りました庁舎前除雪につきましては職員対応とし

て計上しておりませんが、昨年６月に補正いたし

ました救急救命士気管挿管病院実習委託料１５万

円を当初にて計上したことによりまして ２万９,、

。 、０００円ほどの増となっております 続きまして

次のページ、８４ページでございます。１９節負

担金補助及交付金でございますが、中空知分会連

合消防演習負担金、２目非常備費より組みかえて

おりますが、退職手当組合の負担金が減となった

ことによりまして、前年度と比較し１２８万１,

０００円の減となっております。その他の節につ

きましては、主に経常経費でございますので、説

明を省略させていただきます。

続きまして、２目非常備費につきましてご説明

申し上げます。２目非常備費、本年度予算額７０

０万９,０００円、前年度比１２２万２,０００円

の減でございます。財源内訳は、全額一般財源で

ございます。減額の主な要因といたしましては、

前段で申し上げました消防演習関係予算の１目へ

の組みかえによるものでございます。９節旅費で

ございますが、２２万７,０００円減で、消防団

員の費用弁償等の見直しによるものでございま

す。１０節交際費、消防団長交際費につきまして

も２万円を削減し、計上しております。１１節需

用費でございますが、前年度比４１万円の減でご

ざいますが、これも消防演習関係予算の１目への

組みかえによるものと消防出初め式等の食糧費見

直しによるものでございます。１８節備品購入費

５９万１,０００円の減となっておりますが、こ

れは昨年消防団員の活動服を更新したところでご

ざいますが、この事業が終了したことによるもの

でございます。その他の節につきましては、おお

むね経常経費でございますので、説明を省略させ

ていただきたいと存じます。

次に ３目消防施設費 本年度予算額７１万７,、 、

、 。０００円 前年度比較２１万円の減でございます

財源内訳は、全額一般財源でございます。１１節

需用費、自動車修繕、車検台数の減によるもので

ございます。

以上、９款消防費につきましてご説明を終わら

せていただきます。

以上でございます。

以上で９款消防費の説明〇委員長（椿原満春）

が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項消防費、１目常備消防費について質疑を受

けます。質疑のある方は発言お願いします。質疑

ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、２目非常備費、３目消防施設費について質

疑を受けます。質疑のある方は発言願います。質

疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で９款消防費について質疑を打ち切りま

す。
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ここで１０分間休憩いたします。

休憩 午前１０時３８分

再開 午前１０時４９分

休憩を解きまして会議を〇委員長（椿原満春）

開きます。

１０款教育費に入ります。内容の説明を求めま

す。小林教育次長。

それでは、教育費関係〇教育次長（小林 均）

についてご説明申し上げます。

８８ページをお開き願います。１０款教育費、

１項教育総務費、１目教育委員会費、本年度予算

額８８万８,０００円、前年度と比較いたしまし

。て１１１万６,０００円の減額となっております

財源内訳は、全額一般財源でございます。１節報

酬でございますが、本年度予算額８６万８,００

０円、前年度対比１０１万６,０００円の減額に

なっておりますが、これは昨年教育委員の定数を

５名から３名に条例制定したことと追加行革にお

いて委員の報酬を管内最低とするため、委員長に

おいては３１％、委員においては３４％減額する

ことによるものでございます。９節旅費でござい

ますが、本年度予算額２万円、前年度対比１０万

円の減になっておりますが、これは教育委員の費

用弁償を廃止したことによるものでございます。

次に ２目事務局費 本年度予算額３７１万４,、 、

０００円、前年度と比較いたしまして４５万９,

０００円の減額となっております。財源内訳は、

全額一般財源でございます。主な項目についてご

。 、説明申し上げます １０節交際費でございますが

本年度予算額２０万円、前年度対比７万円の減に

なっておりますが、これは追加行革により教育長

の交際費を減額したものであります。１９節負担

金補助及交付金でございますが、本年度予算額１

８８万円、前年度対比１１万２,０００円の減と

なっておりますが、これは主に言語障害児治療教

室負担金において利用児童数の減による減額とな

っております。

次に、８９ページをごらんください。２項小学

校費、１目学校管理費、本年度予算額１,６７４

万円、前年度と比較いたしまして１６４万６,０

００円の減額となっております。財源内訳は、全

額一般財源でございます。主な項目についてご説

明いたします。７節賃金でございますが、本年度

予算額５５８万６,０００円、前年度対比１１１

万６,０００円の増となっておりますが、これは

主に追加行革により小学校の日直警備員を福祉サ

ービス委託から直接雇用に切りかえたことによる

。 。ものでございます ９０ページをごらんください

１３節委託料でございますが、本年度予算額１６

８万６,０００円、前年度対比２３２万６,０００

円の減となっておりますが、これは主に福祉サー

ビスに委託しておりました日直警備員を先ほどの

とおり直接雇用することによるものでございま

す。

次に、２目教育振興費、本年度予算額６３９万

７,０００円、前年度と比較いたしまして５万６,

０００円の減額となっております。財源内訳は、

国・道支出金が３万７,０００円、一般財源が６

３６万円でございます。主な項目についてご説明

いたします。９１ページをごらんください。１１

節需用費でございますが、本年度予算額１３３万

２,０００円、前年度対比６万２,０００円の増に

なっておりますが、これは昨年でリース契約を満

了した教科用コンピューター２３台を引き続き活

用していくために、よりスムーズな動作ができる

ように端末メモリーの容量を増設することによる

。 、ものでございます ２０節扶助費でございますが

本年度予算額４２６万５,０００円、前年度対比

３６万５,０００円の増となっておりますが、こ

れは準要保護の対象児童数の増によるものでござ

います。以下は、おおむね前年度と同様でござい

ますので、説明は省略させていただきます。

次に、３項中学校費、１目学校管理費、本年度

予算額２,２３７万７,０００円、前年度と比較い

たしまして１３９万４,０００円の減額となって

おります。財源内訳は、全額一般財源でございま
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す。主な項目についてご説明いたします。７節賃

金でございますが、本年度予算額６９８万円、前

年度対比１１７万９,０００円の増になっており

ますが、これは小学校と同様に日直警備員を直接

雇用することによるものでございます。９２ペー

ジをごらんください。１３節委託料でございます

が、本年度予算額３８３万４,０００円、前年度

対比２３１万２,０００円の減となっております

が、これも小学校と同様に日直警備員を福祉サー

ビス委託から直接雇用することによるものでござ

います。

次に、９３ページをごらんください。２目教育

振興費、本年度予算額７３０万円、前年度と比較

いたしまして１８９万円の減額となっておりま

す。財源内訳は、国・道支出金が１４万円、一般

財源が７１６万円でございます。主な項目につい

てご説明いたします。１１節需用費でございます

が、本年度予算額１５９万８,０００円、前年度

対比５９万円の減となっておりますが、これは平

成１８年度で教科書改訂があり、教師用指導書６

９万６,０００円を計上しておりましたが、これ

がなくなったことと、先ほど小学校費で説明いた

しました教科用コンピューター端末メモリー４３

台分を増設したことによるものとの相殺でござい

ます。１４節使用料及賃借料でございますが、本

年度予算額３万円、前年度対比６９万９,０００

円の減となっておりますが、これは昨年７月でコ

ンピューターのリース契約が満了となり、減額に

なったものでございます。２０節扶助費でござい

ますが本年度予算額３８０万９,０００円、前年

度対比４９万円の減となっておりますが、これは

準要保護の対象児童生徒数の減によるものでござ

います。以下は、おおむね前年度と同様でござい

ますので、説明は省略させていただきます。

次に、４項社会教育費、１目社会教育総務費、

本年度予算額１３１万３,０００円、前年度と比

較いたしまして５万７,０００円の減額となって

おります。財源内訳は、全額一般財源でございま

す。ここでは、前年度と同様な考え方で予算計上

しております。主な項目についてご説明いたしま

す。９節旅費でございますが、本年度予算額８万

円、前年度対比４万円の減となっておりますが、

これは追加行革による社会教育委員の費用弁償が

。 、廃止になったことによるものでございます また

９５ページの青少年対策費における青少年問題協

議会委員、９６ページの保健体育総務費における

体育指導員の費用弁償も同様に廃止となっており

ます。

次に、９４ページをごらんください。２目公民

館費、本年度予算額３３０万４,０００円、前年

度と比較いたしまして１７万２,０００円の減額

となっております。財源内訳は、その他特定財源

が１万円、一般財源が３２９万４,０００円でご

ざいます。ここでも前年度と同様な考え方で予算

計上しております。主な項目についてご説明いた

します。８節報償費でございますが、本年度予算

額１８万円、前年度対比３万円の減となっており

ますが、これは公民館講座における寿学級を介護

予防事業とタイアップして行うため、民生費、介

護予防費に予算計上したことにより減額したもの

であります。

続きまして、９５ページをごらんください。３

目青少年対策費、本年度予算額１１２万３,００

０円、前年度と比較いたしまして１万５,０００

円の減額となっております。財源内訳は、全額一

般財源でございます。ここでは、おおむね前年度

と同額の予算計上をしておりますので、説明は省

略させていただきます。

次に、４目社会教育施設費、本年度予算額７５

万３,０００円、前年度と比較いたしまして８万

２,０００円の減額となっております。財源内訳

は、全額一般財源でございます。ここでも前年度

と同様な考え方で予算計上しておりますので、説

明は省略させていただきます。

。 、９６ページをお開き願います ５項保健体育費

１目保健体育総務費、本年度予算額３０７万５,
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０００円、前年度と比較いたしまして１２万６,

０００円の減額となっております。財源内訳は、

全額一般財源でございます。主な項目についてご

説明いたします。１４節使用料及賃借料でござい

ますが、本年度予算額６０万８,０００円、前年

度対比１０万５,０００円の減となっております

が、これは中学校におけるスキー授業が年間２回

だったものが１回となり、減額になったものであ

ります。あとは、おおむね前年と同額であります

ので、説明は省略させていただきます。

次に、９７ページをごらんください。２目体育

施設費、本年度予算額６６２万３,０００円、前

年度と比較いたしまして６万４,０００円の減額

となっております。財源内訳は、その他特定財源

が１５５万円、一般財源が５０７万３,０００円

でございます。ここでも前年度と同様な考え方で

予算計上しており、おおむね前年度と同額でござ

いますので、説明は省略させていただきます。

以上で１０款教育費の説明を終わらせていただ

きます。

以上で１０款教育費の説〇委員長（椿原満春）

明が終わりました。

これより質疑に入ります。

１項教育総務費全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

、 。次 ２項小学校費全般について質疑を受けます

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

、 。次 ３項中学校費全般について質疑を受けます

質疑のある方は発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、４項社会教育費、１目社会教育総務費、２

目公民館費について質疑を受けます。質疑のある

方は発言願います。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、３目青少年対策費、４目社会教育施設費に

ついて質疑を受けます。質疑のある方は発言願い

ます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

次、５項保健体育費全般について質疑を受けま

す。質疑のある方は発言願います。質疑ございま

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で１０款教育費について質疑を打ち切りま

す。

１１款災害復旧費に入ります。内容の説明を求

めます。高木建設水道課長。

それでは、１１款〇建設水道課長（高木則和）

災害復旧費について説明を申し上げます。

１００ページをお開き願いたいと思います。１

、 、１款災害復旧費 １項農林水産業施設災害復旧費

１目治山施設災害復旧費、本年度予算額１万３,

０００円で、財源内訳は全額一般財源でございま

す。この賃金につきましては、災害が発生した場

合の賃金で、科目存置分を計上するものでござい

ます。

以上でございます。

以上で１１款災害復旧費〇委員長（椿原満春）

の説明が終わりました。

質疑のある方は発言願います。質疑ございませ

んか。
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〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で１１款災害復旧費について質疑を打ち切

ります。

１２款公債費、１３款職員費、１４款予備費に

入ります。内容の説明を求めます。永井総務財政

課長。

それでは、公債費〇総務財政課長（永井孝一）

についてご説明申し上げます。

。 、１０２ページをお開きください １２款公債費

１項公債費、１目元金、本年度予算額６億１,２

８７万９,０００円、前年度比較１億２,４９３万

９,０００円の減、財源内訳はその他特定財源が

１億６,０３３万６,０００円 一般財源が４億５,、

２５４万３,０００円となっております。昭和６

２年度から平成１７年度まで借り入れの１３２件

の長期債元金で、昭和６０年度、６１年度借り入

れの公住債など１７件の元金償還が終了したこと

による減、平成９年度、１０年度の町民保養施設

建設に係る過疎債の繰上償還による減となってお

ります。

２目利子、本年度予算額９,５６７万３,０００

円、前年度比較１,２０９万５,０００円の減、財

源内訳はその他特定財源３,５９４万６,０００

円、一般財源５,９７２万７,０００円となってお

ります。昭和６２年度から平成１８年度までの１

５１件の長期債利子と一時借入金利子の計上で、

長期債利子で１,４８９万５,０００円の減、一時

借入金で２８０万円の増となるものであります。

３目公債諸費、本年度予算額１６万６,０００

円、前年度比較１万２,０００円の減、財源内訳

は全額一般財源となっております。内容につきま

しては、省略させていただきます。

続きまして、職員費に入らせていただきます。

１０４ページをお開きください。１３款職員費、

１項職員費、１目職員給与費、本年度予算額３億

６,６４７万３,０００円、前年度比較７,４６４

万１,０００円の減、財源内訳は国・道支出金４

０１万３,０００円、その他特定財源１,３３４万

５,０００円、一般財源３億４,９１１万５,００

。 、 、０円となっております 本目は 職員１１４人中

広域連合への派遣２人を除きました１１２人から

各特別会計、一般会計のうち福祉医療センター及

び公営住宅建設費、消防費に計上の５６人を除き

ました一般職５６人に特別職３人を含めた５９人

。 、分の人件費の計上となっております ２節給料は

行財政改革により町長の報酬３０％、助役、教育

長の報酬２５％を削減したものと職員給料を２０

％削減したことにより、前年度対比４,１９９万

７,０００円の減で１億９,１６５万３,０００円

の計上で、３節職員手当等は国家公務員の扶養手

当改正に伴う第３子目の増によるものと期末手当

の行革による影響及び時間外手当の減少並びに特

殊勤務手当の廃止などにより、前年度対比１,５

５９万９,０００円の減で８,３０１万５,０００

円の計上。４節共済費並びに１９節負担金補助及

交付金は、職員数の減などにより、それぞれ前年

度対比で減額の計上となっております。

次に、１０６ページをお開きください。予備費

になります。１４款予備費、１項予備費、１目予

備費、本年度予算額３００万円で、前年度同額、

財源内訳は全額一般財源となっております。内容

説明は、省略させていただきます。

以上で説明を終わらせていただきます。

以上で１２款公債費、１〇委員長（椿原満春）

、 。３款職員費 １４款予備費の説明が終わりました

質疑のある方は発言願います。質疑ございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で歳出についての審査を終了いたします。

それでは、歳入に入ります。歳入全般について

内容の説明を求めます。永井総務財政課長。

それでは、歳入に〇総務財政課長（永井孝一）



- 111 -

つきまして一括説明させていただきます。例年ど

おり、前年度と比較いたしまして増減の大きいも

のにつきまして説明といたします。異動の小さい

ものにつきましては、読み上げなどを省略させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

１６ページをお開きください。初めに、町税、

町民税、１目個人、本年度予算額８,２５１万６,

０００円、前年度対比２,８７１万１,０００円の

増額となっております。所得割分が税源移譲によ

るものであります。

、 、２目法人 本年度予算額９２８万１,０００円

前年度比較４８５万５,０００円の減額となって

おります。企業業績の伸びが期待できず、法人税

割の減が大きな要素となっております。

１目固定資産税、本年度予算額６,２１６万４,

０００円、前年度比較２３７万３,０００円の減

額は、償却資産の減価によるものであります。

次に、軽自動車税に入らせていただきます。１

目軽自動車税５７１万９,０００円、前年度比較

１２４万３,０００円の増額は、行財政改革に基

づきまして税率を標準税率の１.２倍によるもの

と軽自動車の需要の拡大によるものとなっており

ます。

、 、１目町たばこ税 本年度予算額２,６１１万円

前年度比較２８万３,０００円の増額は、昨年７

月よりの税率の引き上げによるものとなっており

ます。

、 、１目鉱産税 本年度予算額７３万９,０００円

前年度比較１７万６,０００円の減額は、出炭量

が２万６,０００トンから２万１,０００トンにな

ったものによるものであります。

次に、入湯税ですが、昨年度から賦課を始めた

もので、日帰り客を前年度比較１,１００人増の

８万３,８００人と見込み、宿泊客を前年度比較

。６００人減の７,５００人としたものであります

一番下段の地方譲与税の所得譲与税であります

が、先ほど申し上げました個人町民税への税源移

譲によりまして、前年度比較３,０７０万円の減

となっております。

１８ページをお開き願いたいと存じます。１８

ページの利子割交付金から自動車取得税交付金ま

では、前年度同様ですので、説明を省略させてい

ただきます。

地方特例交付金、１目地方特例交付金、本年度

、 、予算額９０万円 前年度比較３１０万円の減額は

平成１８年度の実績勘案によるものであります。

地方交付税に入らせていただきます。１目地方

交付税、本年度予算額１３億７,０００万円、前

年度対比１億５,０００万円の減額は、普通交付

税において人口や面積を重視する新型交付税の導

入により、おおむね１％の減と温泉施設等の売却

によります起債の繰上償還の影響によるものとな

っております。特別交付税におきましては、ルー

ル分１５％の減と昨年発生いたしました佐呂間町

の竜巻被害の影響による減を見込んだものとなっ

ております。

１９ページの交通安全対策特別交付金につきま

しては、説明を省略させていただきます。

次に、分担金及負担金ですが、１目民生費負担

金、本年度予算額１,１９６万２,０００円、前年

度比較１８万１,０００円の増額は、老人福祉施

設及び保育園入所者の増によるものです。

使用料及手数料、使用料、１目総務使用料、２

目衛生使用料、３目商工使用料は省略いたしまし

て、４目土木使用料、本年度予算額１億９,２９

０万４,０００円、前年度対比４２０万円の減額

は、２節住宅使用料の公営・改良・単身者住宅使

用料の空戸分によるものであります。

５目教育使用料、本年度予算額１５６万円、前

年度比較３５万円の減額は、パークゴルフ場使用

料で近隣施設の開設などによる利用者の減による

ものであります。

手数料、１目総務手数料、本年度予算額３０６

万９,０００円、前年度比較３５万４,０００円の

増額は、行革によります住民票、印鑑証明書、諸

証明の引き上げによります増となっております。
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２０ページをお開きください。１目証紙収入、

本年度予算額３,０２９万円、前年度比較５９０

万７,０００円の減額は、し尿の下水道整備並び

にごみ処理、収集量の減によるものであります。

なお、し尿処理証紙収入には、行革によります生

活保護者免除廃止に伴う１０９万７,０００円が

含まれております。

国庫支出金、国庫負担金、１目民生費負担金、

本年度予算額７,１６２万６,０００円、前年度比

較８６２万２,０００円の増額は、昨年度の当初

予算にて説明申し上げましたとおり、平成１８年

４月１日より障害者自立支援法の施行に伴いまし

て９月補正にて対応しておりましたものを精査い

たしまして、障害者自立支援費を計上しているも

のとなっております。その影響額により、増額と

なっております。

２１ページの国庫補助金、１目民生費補助金、

本年度予算額１３２万円 前年度比較５５４万５,、

０００円の減額は、国庫負担金にて説明申し上げ

ましたとおり、障害者自立支援法の施行に伴う知

的障害者グループホーム運営事業、障害デイサー

ビス事業の変更により地域支援事業となったこと

による減となっております。

２目土木費補助金、本年度予算額５８８万６,

０００円、前年度比較２,６９３万１,０００円の

減額は、公営住宅家賃対策補助金の一般財源化に

よるものとなっております。そのほかは、説明を

省略させていただきます。

続きまして、２１ページの道支出金にまいりま

す。道負担金、１目民生費負担金、本年度予算額

６,８６５万５,０００円 前年度比較３００万５,、

０００円の増額は、１節社会福祉費負担金におい

て、国庫支出金での説明と同様に障害者自立支援

法の施行に伴うものの予算を計上しております。

２節老人福祉費負担金では、老人医療費の減によ

るものとなっております。２２ページの４節児童

福祉費負担金の児童手当でありますが、非被用者

分が法改正によります増を見込んだものとなって

おります。

道補助金 ２目民生費補助金 本年度予算額１,、 、

１６０万９,０００円、前年度比較５１３万８,０

００円の減額は、国庫補助金にて説明申し上げま

したとおり障害者自立支援法の施行に伴うものの

ほか、進行性筋委縮症者療養費給付事業対象の減

によるものであります。

道委託金 １目総務費委託金 本年度予算額１,、 、

５０３万５,０００円 前年度比較１,２８０万３,、

０００円の増額は、２節徴税費委託金の道税取り

扱いが税源移譲に伴う賦課額の増によるもので、

４節選挙費委託金において北海道知事、道議会議

員選挙費並びに参議院議員選挙費の増によるもの

となっております。

２３ページの財産収入にまいります。財産収入

から寄附金までは、説明を省略させていただきま

す。

次に、繰入金、基金繰入金、１目基金繰入金、

本年度予算額５,０００万円、前年度比較９,００

０万円の減額は、例年どおりでありますと歳入歳

出で不足いたします財源を財政調整基金の取り崩

しをもって充当しておりましたが、本年度は財政

健全化計画により平成１８年度で全額を取り崩し

ておりますことから、本年度は混合施設の売却に

伴います繰上償還財源であります減債基金５,０

００万円を計上するものであります。

続きまして、諸収入でありますが、延滞金加算

金及過料と次のページの貸付金元金収入につきま

しては、説明を省略させていただきます。

２４ページの雑入にまいります。雑入、５目雑

入、本年度予算額２億３,２８７万９,０００円、

前年度比較２億４,６４１万円の減額の主なもの

は、昨年度計上しておりました産炭地域振興セン

ター活用収入２億５,０００万円が不適切な起債

であるということから借り入れができなくなった

ことによるもので、介護サービス収入、包括的支

援事業、介護予防事業につきましては実績に基づ

く計上としております。また、長寿社会づくりソ
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フト事業交付金は、温泉施設での健康の里づくり

プロジェクトに係る歳入となっており、中空知分

会連合消防演習交付金は消防費での説明のとおり

６月に開催いたします経費の全額を計上するもの

となっております。その他雑入には、行革により

ます福祉バス無料団体廃止分の８０万５,０００

円が含まれております。

。 。最後になります 町債に入らせていただきます

町債、町債、１目総務債、本年度予算額１億２１

０万円、前年度比較１,７００万円の減額は、１

節臨時財政対策債において国の予算縮小により

１,７００万円の減、２節公共施設整備事業債は

町民センター下水道接続事業による増となってお

り、２目民生債では鶉本町生活館と中央ふれあい

センターの下水道接続事業１９０万円の計上とな

っております。

３目土木債、本年度予算額１,６６０万円、前

年度比較１,０６０万円の増額は、１節道路橋り

ょう債の鶉本町団地線改修事業と鶉北線排水改修

事業を昨年度６月にて計上いたしましたが、不適

切な産炭地域振興センターからの借り入れの影響

により事業実施ができない状況でいたものを今年

度実施するに当たり、計上するものであります。

２節公営住宅債の１,０３０万円は、既設改良及

び公営住宅改善事業であります下水道整備に係る

ものとなっております。

以上、概要といたしますが、本町の財政状況は

極めて厳しいものとなっており、健全化計画を着

実に実行することが必要となっていることから、

地方交付税の減額などもありますので、一般財源

下であります町税並びに使用料などの徴収業務に

努め、適切な財政運営を実施してまいりたいと存

じますことを申し上げ、説明とさせていただきま

す。

以上であります。

以上で歳入の説明が終わ〇委員長（椿原満春）

りました。

歳入全般について質疑を受けます。ページ数と

項目を述べて発言願います。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

、 、 。次 ９ページ 地方債について質疑を受けます

質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

以上で歳入について審査を終了いたしました。

ここで歳入歳出全般について質疑を受けます。

質疑のある方は発言願います。質疑ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

。 。これより討論に入ります 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

これより議案第２３号について採決いたしま

す。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第２３号 平成１９年度上砂川町

、 。一般会計予算は 原案のとおり可決いたしました

◎散会の宣告

以上で一般会計予算の審〇委員長（椿原満春）

査が終了いたしましたので、本日はこれにて散会

いたします。

なお、２２日午前１０時から委員会を再開いた

、 。しますので ご出席方よろしくお願いいたします

ご苦労さまでした。

（散会 午前１１時２２分）
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平成１９年第１回定例会予算特別委員会会議録（第３号）

３月２２日（木曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時５７分 閉 会

〇議事日程 第３号

議案第２４号 平成１９年度上砂川町国民健

康保険特別会計（事業勘定）予算

議案第２５号 平成１９年度上砂川町土地開

発造成事業特別会計（事業勘定）予算

議案第２６号 平成１９年度上砂川町立診療

所事業特別会計予算

議案第２７号 平成１９年度上砂川町老人保

健施設事業特別会計予算

議案第２８号 平成１９年度上砂川町土地取

得事業特別会計予算

議案第２９号 平成１９年度上砂川町下水道

事業特別会計予算

議案第３０号 平成１９年度上砂川町水道事

業会計予算

◎開議の宣告

ただいまの出席委員は９〇委員長（椿原満春）

名でございます。

定足数に達しておりますので、予算特別委員会

は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎議案第２４号

１２６ページです。議案〇委員長（椿原満春）

第２４号 平成１９年度上砂川町国民健康保険特

別会計（事業勘定）予算について議題といたしま

す。

内容の説明を求めます。高橋福祉保健課主幹。

それでは、平成〇福祉保健課主幹（高橋 良）

１９年度国民健康保険特別会計予算について説明

申し上げます。

歳出からまいります。１２６ページをお開きく

ださい。１款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費、本年度予算額２億２,９２４万４,０００

円、前年度比較４０５万６,０００円の減で、財

源内訳はその他特定財源５,７８９万１,０００

円、一般財源１億７,１３５万３,０００円となっ

ております。本目は、空知中部広域連合分賦金が

主なもので、１９節負担金補助及交付金２億２,

９１７万６,０００円の計上となり、介護保険給

付金の減により前年度比較４０５万４,０００円

の減となっております。

次に、２項徴税費、１目賦課徴収費、本年度予

算額６７万１,０００円、前年度比較２万６,００

０円の減で、財源内訳はすべて一般財源となって

おります。２万６,０００円の減額につきまして

は、国保審議会委員の費用弁償廃止により旅費で

６,０００円、１３節委託料の国保税計算事務委

託料で経費削減によりまして２万円が減となった

ものでございます。

、 、次に ２款諸支出金と３款予備費でありますが

前年同額となっておりますので、説明を省略させ

ていただきます。

歳入へまいります。１２４ページをお開きくだ

。 、 、さい １款国民健康保険税 １項国民健康保険税

１目一般被保険者国民健康保険税、本年度予算額

１億１,７６５万６,０００円、前年度比較８２７

万７,０００円の減であります。減額の理由につ

きましては、被保険者数及び世帯数の減によるも

。 、のでございます １節医療給付費分現年課税分で

、被保険者数は前年より１２８人減の１,８６２人

世帯数で４８世帯減の１,２３０世帯とし、所得

減を見込み、前年度比較８２４万８,０００円減

の１億１,２７２万２,０００円の計上となってお
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ります。２節介護給付金分現年課税分は、被保険

者数は前年より１７人減の４２４人、世帯数で３

世帯減の３６７世帯とし、所得の減を見込み、前

年度比較２万９,０００円減の３８３万４,０００

円で計上してございます。

次に、２目退職被保険者等国民健康保険税、本

年度予算額５,４５０万６,０００円、前年度比較

２９７万５,０００円の減となっております。減

額の理由につきましては、一般被保険者と同じく

被保険者数及び世帯数の減によるものでございま

す。１節医療給付費分現年課税分で、被保険者数

は前年より５人減の５７９人、世帯数で１世帯減

の２９５世帯とし、所得の減を見込み、前年度比

較２３９万４,０００円減の５,１３７万４,００

０円の計上となっております。２節介護納付金分

現年課税分は、被保険者数は前年より４３人減の

、 、１７２人 世帯数で３４世帯減の１２８世帯とし

所得の減を見込み、前年度比較５８万１,０００

円減の２０３万２,０００円の計上となってござ

います。

次に、２款使用料及手数料、１項手数料、１目

督促手数料につきましては、前年同額ですので、

説明を省略させていただきます。

次に、３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

一般会計繰入金、本年度予算額５,７８９万１,０

００円、前年度比較７１７万円の増となってござ

います。例年同様のルール分として、国保保険基

盤安定等繰入金について予算措置したものでござ

います。

次に、４款諸収入、１項延滞金及過料と２項雑

入は、前年同額の計上でありますので、説明を省

略させていただきます。

以上で平成１９年度国民健康保険特別会計予算

の説明とさせていただきます。

以上で内容の説明を終わ〇委員長（椿原満春）

ります。

これより質疑に入ります。歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

これより採決いたします。議案第２４号につい

て原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第２４号 平成１９年度上砂川町

国民健康保険特別会計（事業勘定）予算は、原案

のとおり可決いたしました。

◎議案第２５号

次に、議案第２５号 平〇委員長（椿原満春）

成１９年度上砂川町土地開発造成事業特別会計

（事業勘定）予算について議題といたします。

内容の説明を求めます。高木建設水道課長。

それでは、平成１〇建設水道課長（高木則和）

９年度土地開発造成事業特別会計予算について内

容の説明を申し上げます。

初めに、歳出から説明申し上げますので、１３

３ページをお開き願います。１款宅地造成費、１

項宅地造成費、１目宅地造成費、本年度予算額１

４万７,０００円、前年度と同額で、財源内訳は

。 、全額一般財源でございます 前年度と同額につき

内容の説明は省略をさせていただきます。

２款公債費、１項公債費、１目元金、本年度予

算額２,３６７万８,０００円、前年度対比で２万

。 、４,０００円の減となっております 財源内訳は
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その他特定財源８９２万円、一般財源１,４７５

万８,０００円でございます。２３節償還金利子

及割引料は、宅地造成事業分として平成７年度か

ら平成１１年までの用地の取得、造成にかかわる

４件分の元金１,５０７万４,０００円と、工業用

地造成事業分といたしまして平成９年度借り入れ

。１件分の元金８６０万４,０００円でございます

２目利子、本年度予算額９５万６,０００円、

前年度対比４７万６,０００円の減になっており

。 、 。ます 財源内訳は その他特定財源でございます

２３節償還金利子及割引料は、宅地造成事業分と

いたしまして４件分、８０万６,０００円、工業

用地造成事業分といたしまして１件分、１５万円

を計上するもので、いずれも償還利子の減による

ものでございます。

次に、前のページ、１３２ページの歳入につい

て説明を申し上げます。１款財産収入、１項財産

売払収入、１目宅地売払収入、本年度予算額１,

４９０万５,０００円、前年度と同額を計上いた

しましたが、本町分譲地に１区画、中町分譲地に

３区画、鶉本町分譲地に５区画、中央分譲地に１

区画の計１０区画の未売宅地であり、これらの宅

地の売却に努めることといたしまして予算計上す

るものでございます。

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計

繰入金、本年度予算額９８７万６,０００円、前

年度対比で５０万円の減は、公債費の減によるも

のでございます。本年度は、宅地造成事業分で繰

入金は１１２万２,０００円、工業用地造成事業

分で８７５万４,０００円を繰り入れをいたしま

して収支の均衡を図るものでございます。

本会計の予算額につきましては、宅地造成事業

分で総額１,６０２万７,０００円、工業用地造成

事業分で８７５万４,０００円を合わせました２,

４７８万１,０００円となるものでございます。

以上で内容の説明を終わらせていただきます。

以上で内容の説明が終わ〇委員長（椿原満春）

りました。

これより質疑に入ります。歳出歳入全般にわた

って質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

これより採決いたします。議案第２５号につい

て、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第２５号 平成１９年度上砂川町

土地開発造成事業特別会計（事業勘定）予算は、

原案のとおり可決いたしました。

◎議案第２６号

次に、議案第２６号 平〇委員長（椿原満春）

成１９年度上砂川町立診療所事業特別会計予算に

ついて議題といたします。

内容の説明を求めます。是洞診療所事務長。

それでは、ご〇町立診療所事務長（是洞春輝）

指示によりまして、平成１９年度上砂川町立診療

所事業特別会計についてご説明申し上げます。

まず初めに、歳出から申し上げます。１３９ペ

ージをお開き願いたいと思います。３、歳出、１

款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費、本

年度予算額５,６９１万９,０００円で、前年度と

比較しまして２９０万２,０００円の減でござい

ます。財源の内訳は、その他特定財源が２,４２

８万８,０００円、一般財源３,２６３万１,００

０円でございます。主な内容についてご説明申し

上げます。２節給料、３節職員手当等、４節共済

費、１９節負担金補助及交付金のうち退職手当組

合負担金など、医師ほか３人の人件費の総額が２

６９万１,０００円減の４,５５７万４,０００円
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となります。一般会計の職員費と同様の取り扱い

となっております。それによります減でございま

す。７節賃金につきましても、代替看護師、臨時

清掃員それぞれ１名分で、昨年度とほぼ同額とな

っております。１０節交際費は、２万減の１０万

円となるところでございます。次、１４０ページ

をお開きください。１３節委託料は、前年度より

１１万４,０００円減の９５万７,０００円となっ

ており、施設清掃委託のうち隔年実施されていま

すガラス、照明清掃が実施されないことと、その

他の業務委託の契約額見直しによる減でございま

す。１８節備品購入費１５万円は、医事用図書を

購入するものでございます。その他の節につきま

しては、おおむね前年度と同じ内容となっており

ますので、ご説明を省略させていただきます。

次に、２款医業費、１項医業費、１目医業費、

本年度予算額４,７２２万円で、前年度と比較し

。 、まして５９０万円の減でございます 財源内訳は

すべて一般財源でございます。これは、前年度の

実績から、慢性疾患のため受診されている患者の

長期入院や施設入所などから受診が減少すること

が見込まれ、減額するものでございます。これに

より、１１節需用費は前年度と比較しまして５７

０万円減の４,４８２万円となります。主に薬品

の減によるものです。１３節委託料につきまして

も、各種検査数の減により２０万円減の２４０万

円となるものです。

次、諸支出金につきましては、省略させていた

だきます。

４款公債費、１項公債費、１目元金、本年度予

算額８９万２,０００円、前年度と比較いたしま

して２４８万８,０００円の減でございます。財

源内訳は、すべてその他特定財源でございます。

、 。 、次 １４２ページをお開き願います ２目利子

本年度予算額６７万円で、前年度と比較して８万

３,０００円の減でございます。財源内訳は、す

べてその他特定財源でございます。これらの減額

は、いずれもＣＴ購入債の償還完了にかかわるも

のでございます。

、 、 、５款予備費 １項予備費 １目予備費１０万円

前年度と同額でございます。

以上、歳出の説明を終わらせていただきます。

続きまして、歳入に入らせていただきます。１

。 、 、 、３８ページになります ２ 歳入 １款医療収入

１項診療収入でありますが、本年度につきまして

は１日当たりの患者数を４２人と見込み、計上し

たものでございます。

１目患者負担収入、本年度予算額１,４７０万

１,０００円で、前年度との比較では１５６万８,

０００円の減でございます。

２目保険者負担収入、本年度予算額６,０３０

万円で、前年度と比較して６４３万２,０００円

の減でございます。

合計で本年度予算額７,５００万１,０００円

、 。で 前年度と比較して８００万円の減となります

これらにつきましては、先ほど歳出で申し上げた

とおり、長期入院や施設入所などから受診数が減

少し、昨年４月の診療報酬改定による減額による

ものでございます。

次に、２款分担金及負担金、１項負担金の１目

老人保健施設負担金と２目特別養護老人ホーム負

、 。担金につきましては 前年度と同額でございます

３款諸収入、１項雑入、１目雑入、本年度予算

額５００万円で、前年と同額です。

４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会

、 、計繰入金 本年度予算額５４２万７,０００円で

前年度との比較で３３７万３,０００円の減でご

ざいます。診療収入など財源不足について一般会

計から繰り入れし、収支の均衡を図ったところで

ございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

以上で内容の説明を終わ〇委員長（椿原満春）

ります。

これより質疑に入ります。歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

これより採決いたします。議案第２６号につい

て、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第２６号 平成１９年度上砂川町

立診療所事業特別会計予算は、原案のとおり可決

いたしました。

◎議案第２７号

次に、議案第２７号 平〇委員長（椿原満春）

成１９年度上砂川町老人保健施設事業特別会計予

算について議題といたします。

内容の説明を求めます。是洞老人保健施設長。

ご指示によりま〇老人保健施設長（是洞春輝）

して、平成１９年度上砂川町老人保健施設事業特

別会計予算についてご説明申し上げます。

、 。初めに 歳出の方から説明させていただきます

１５５ページをお開きください。３、歳出、１款

老人保健施設費、１項総務費、１目一般管理費、

本年度予算額１億３,６７３万９,０００円、前年

度と比較しまして１,３５８万９,０００円の減で

ございます。財源内訳は、その他特定財源が１,

８７８万１,０００円、一般財源１億１,７９５万

８,０００円となっております。節のうち主なも

のについて申し上げます。２節給料、３節職員手

当等、４節共済費、１９節負担金補助及交付金の

うち退職手当組合負担金など、介護員６名、看護

、 、師３名 ほか４名の計１３名分の人件費の総額は

一般会計の職員と同様の削減により、前年度と比

較しまして８９９万７,０００円減の６,７４１万

６,０００円となります。７節賃金につきまして

も、代替介護員６名、代替看護師３名のほか１名

など合計１０名分の賃金で、嘱託職員の異動等に

より、前年度と比較しまして６５万６,０００円

減の１,６４４万５,０００円となります。９節旅

費は、前年度と比較しまして、研修旅費削減によ

り１８万円減の５万円となるものです。次、１５

６ページをお開きください。１１節需用費につき

ましては、前年度と比較しまして３４１万８,０

００円減の３,２０９万２,０００円となります。

消耗品の総額は、前年度と比較し１０４万５,０

００円減の７２３万円で、燃料費は５０万円増の

８００万となります。いずれも経費節減や燃料費

単価アップによるものでございます。賄い材料費

は、食費にかかわる単価を国の基準や近隣施設の

状況から１食３００円から２５０円に見直し、２

５６万４,０００円減の１,２７１万７,０００円

となります。１２節役務費は、前年度と比較しま

して４万５,０００円増の１１４万２,０００円と

なります。主な内容は、新たに介護サービス情報

調査と公表手数料の６万６,３００円、介護支援

専門員証更新手数料２,５００円、同じく研修受

講料１万１,０００円の計上と火災保険２万８,０

００円減の２万８,５００円となるものでござい

ます。１３節委託料は、３７万１,０００円減の

３３８万５,０００円となります。これは、各種

業務委託の契約額見直しによる減となるものでご

ざいます。１４節使用料及賃借料、１６節原材料

費、１９節負担金補助及交付金は、前年度と同額

、 。ですので 内容の説明は省略させていただきます

２款公債費、１項公債費、１目元金、本年度予

算額１,４４４万円、前年度と比較しまして６３

万８,０００円の増です。財源内訳は、すべて一

般財源でございます。
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次のページになります。２目利子、本年度予算

額１,００５万６,０００円、前年度と比較しまし

て６３万９,０００円の減でございます。財源内

訳は、すべて一般財源でございます。これらは、

いずれも施設整備の償還にかかわるものでござい

ます。

３款予備費、１項予備費、１目予備費、本年度

予算額１０万円で、前年度と同額でございます。

以上、歳出の説明を終わらせていただきます。

続きまして、歳入に入らせていただきます。１

５４ページにお戻りください。２、歳入、１款施

設サービス収入、１項介護給付費収入であります

が、入所者を１日当たり前年度と同様の４５人と

見込み、計上したものでございます。

１目施設介護サービス費収入、本年度予算額１

億２,８３１万７,０００円で、前年度と比較いた

しまして７１２万３,０００円の減となります。

２目居宅介護サービス費収入、本年度予算額１

１４万６,０００円で、前年度と比較しまして５

５万３,０００円の減となります。

２項自己負担金収入、１目自己負担金収入、本

年度予算額１,２９５万１,０００円で、前年度と

比較しまして１１０万７,０００円の減となりま

す。これらは、いずれも介護度の階層区分の変動

による介護報酬額の減と短期入所利用者数の減に

よるものでございます。

２款利用料、１項利用料、１目利用料、本年度

予算額１,８７８万１,０００円で、前年度と比較

。しまして４８０万７,０００円の減でございます

これらにつきましては、国の指導により日用品費

の徴収方法が見直されたことにより、利用料が減

額となるものでございます。

３款諸収入、１項雑入、１目雑入、本年度予算

額１４万円で、前年度と同額でございます。

以上で老人保健施設会計の説明を終わらせてい

ただきます。

以上で内容の説明を終わ〇委員長（椿原満春）

ります。

これより質疑に入ります。歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようでございますの〇委員長（椿原満春）

で、打ち切ります。

これより採決いたします。議案第２７号につい

て、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第２７号 平成１９年度上砂川町

老人保健施設事業特別会計予算は、原案のとおり

可決いたしました。

◎議案第２８号

次、議案第２８号 平成〇委員長（椿原満春）

１９年度上砂川町土地取得事業特別会計予算につ

いて議題といたします。

内容の説明を求めます。永井総務財政課長。

それでは、土地取〇総務財政課長（永井孝一）

得事業特別会計についてご説明申し上げます。

本特別会計は、公共事業の円滑かつ効率的な執

行と合理的な土地利用を図るため、事業の執行に

先立って用地を取得し、原則取得後１０年以内に

公共用の事業に供するものであります。

それでは、１６９ページをお開きください。本

年度は取得する土地がないことから、公債費のみ

の予算計上となっております。歳出から説明申し

上げます。１款公債費、１項公債費、１目元金、
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本年度予算額１,１１６万９,０００円、前年度比

較３万２,０００円の増額となっております。財

源内訳は、すべてその他特定財源となっておりま

す。２３節償還金利子及割引料１,１１６万９,０

００円は、平成８年度、平成１０年度借り入れの

２件の長期債償還元金であり、元金の増によるも

のであります。

２目利子、本年度予算額８０万６,０００円、

前年度比較１９万５,０００円の減額となってお

ります。財源内訳は、すべてその他特定財源とな

っております。元金同様２件分の償還利子の計上

となったものであり、利子の減によるものであり

ます。

次に、歳入に入らせていただきます。１款繰入

金、１項繰入金、１目一般会計繰入金、本年度予

算額１,１９７万５,０００円、前年度比較１６万

３,０００円の減額となっております。一般会計

繰入金をもって収支の均衡を図るものでありま

す。

以上で説明を終わらせていただきます。

以上で内容の説明を終わ〇委員長（椿原満春）

ります。

これより質疑に入ります。歳出歳入全般にわた

って質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

これより採決いたします。議案第２８号につい

て、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第２８号 平成１９年度上砂川町

土地取得事業特別会計予算は、原案のとおり可決

いたしました。

◎議案第２９号

次、議案第２９号 平成〇委員長（椿原満春）

１９年度上砂川町下水道事業特別会計予算につい

て議題といたします。

内容の説明を求めます。高木建設水道課長。

それでは、平成１〇建設水道課長（高木則和）

９年度下水道事業特別会計予算について内容の説

明を申し上げます。

初めに、歳出から説明を申し上げますので、１

７６ページをお開き願います。１款下水道費、１

項下水道整備費、１目総務管理費、本年度予算額

８７７万１,０００円、前年度対比で２万２,００

０円の増となっております。財源内訳は、全額一

般財源でございます。本目は、石狩川流域下水道

等の負担金及び受益者分担金賦課徴収事務等にか

かわります一般経常経費を措置するものでござい

ます。１９節負担金補助及交付金７４４万２,０

００円の計上で２８万６,０００円の減につきま

しては、流域下水道組合の共同負担金の減による

もので、本年度は７２２万３,０００円を計上す

るものでございます。２７節公課費１１７万６,

０００円の計上で３２万９,０００円の増につき

ましては、前年度使用料収入等の増によるもので

ございます。そのほかの経費につきましては、前

年度とほぼ同額につき、内容の説明は省略をさせ

ていただきます。

続きまして、２目下水道建設費、本年度予算額

１億１,８３８万１,０００円、前年度対比で４,

２２４万８,０００円の減となっております。財

源内訳は、国・道支出金４,５００万円、起債５,

１５０万円、その他特定財源２,１８８万１,００

０円でございます。本目は、下水道事業にかかわ

ります職員の人件費と下水道建設に要する経費を

計上するものでございます。人件費につきまして

は、職員３名分として１,７６３万１,０００円の

計上で２３６万１,０００円の減となっておりま
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すが、第３次行財政改革の追加によるものでござ

います。次のページ、１１節需用費６６万６,０

００円の計上で１２万７,０００円の増につきま

しては、補助対象事務費、消耗品費の増によるも

のでございます。１３節委託料１,１８２万３,０

００円の計上で３６２万４,０００円の減となっ

ておりますが、本年度は平成２０年度事業にかか

わります鶉、朝駒地区９５５メートル分の実施設

計費と鶉地区５１５メートルの測量調査費を計上

するものでございます。１４節使用料及賃借料９

６万７,０００円の計上で６９万円の減につきま

しては、積算システムの借上料などを平成１８年

度繰越明許で４月分から８月分を計上しておりま

すので、残り７カ月分を計上したことによるもの

でございます。１５節工事請負費８,２００万円

、の計上で３,５００万円の減となっておりますが

本年度の事業につきましては別紙資料ナンバー１

６の１と２に記載をしております。資料ナンバー

１６の１をご参照いただきたいと思いますが、今

年度につきましては、緑が丘、鶉地区で延長１,

０５０メートルの汚水管の布設工事を施工するも

のでございます。１９節負担金補助及交付金のう

ち、石狩川流域下水道建設負担金につきまして３

００万９,０００円の計上で５５万円の減につき

ましては、奈井江浄化センター等の整備にかかわ

ります経費の減によるものでございます。２２節

補償補填及賠償金２００万円につきましては、下

水道工事の過程において支障物件等に対応するた

め、前年度と同額を計上するものでございます。

次のページをお開き願います。下水道費、下水

道維持費、１目維持管理費、本年度予算額４０２

万３,０００円、前年度対比で１１５万７,０００

円の減となっております。財源内訳につきまして

は、全額一般財源でございます。本目は、下水道

の維持管理にかかわります経費を措置している目

でございます。１１節需用費１２８万円の計上で

２０万円の増につきましては、修繕料でマンホー

ルポンプ清掃箇所の増などによるものでございま

す。１３節委託料２３０万８,０００円の計上で

６２万９,０００円の減につきましては、下水道

台帳整備委託の減によるものでございます。１４

節使用料及賃借料３１万１,０００円の計上で６

５万６,０００円の減につきましては、下水道台

帳管理システムの更新によるものでございます。

そのほかの経費につきましては、前年度とほぼ同

額につき、内容の説明は省略をさせていただきま

す。

続きまして、公債費、公債費、１目元金、本年

度予算額９,８４９万８,０００円、前年度対比で

８６１万４,０００円の増となっております。財

源内訳は、起債５,８７０万円、その他特定財源

３,９７９万８,０００円でございます。平成１５

年度借り入れの起債が元金の償還に入ったことに

、 。よる分で ５２件分を計上するものでございます

２目利子、本年度予算額２,６３９万３,０００

円、前年度対比３８万１,０００円の増となって

おります。財源内訳は、その他特定財源１,５６

７万１,０００円、一般財源１,０７２万２,００

０円でございます。平成８年度から平成１８年度

までの起債借り入れにかかわります償還利子７９

件分として６６万９,０００円減の２,４８９万

３,０００円、本年度の下水道建設費の委託料及

び工事費等の支払いにかかわります一時借入金の

利子といたしまして、合計で１０５万円増の１５

０万円を計上するものでございます。

予備費につきましては、前年度と同額を計上す

るものでございます。

続きまして、１７５ページの歳入につきまして

説明をいたします。１７５ページです。１款分担

金及負担金、１項受益者分担金、１目受益者分担

金、本年度予算額５１１万円、前年度対比で１８

２万円の減でございます。平成１５年から４年分

割で賦課をした受益者分担金が平成１８年に終了

したことによるものでございまして、本年度は公

的住宅で前年度より３４戸減の１８３戸分と一般

住宅で７０戸減の１０５戸分の合計２８８戸分に
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ついて計上するものでございます。

２款使用料及手数料、１項使用料、１目下水道

使用料、本年度予算額２,３６１万４,０００円、

前年度対比で２９万５,０００円の増でございま

す。下水道使用料につきましては、公的住宅、一

般住宅を合わせまして８７１戸分について計上す

るものでございます。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道

事業費補助金、本年度予算額４,５００万円、前

年度対比で２,０００万円の減となっております

が、汚水管布設工事など補助対象事業費の減によ

るもので、実施設計、測量調査及び工事費と事務

費分の補助対象事業費９,０００万円の２分の１

を計上するものでございます。

４款繰入金、１項他会計繰入金、１目他会計繰

入金、本年度予算額７,２２４万円、前年度対比

で５,６５６万３,０００円の減につきましては、

本年度新たに借り入れをいたします町債分で、資

本費平準化債の増によるものでございます。

次に、５款諸収入、１項延滞金及過料、１目延

滞金１,０００円、前年度と同額につき、内容の

説明は省略をさせていただきます。

２項雑入、１目雑入１,０００円、これも前年

度と同額につき、内容の説明は省略をさせていた

だきます。

６款町債、１項町債、１目下水道事業債、本年

度予算額１億１,０２０万円、前年度対比４,３７

０万円の増となっております。特定環境保全公共

下水道債４,８７０万円の計上で１,４５０万円の

減につきましては、汚水管布設工事等の起債対象

事業費の減によるものであり、流域下水道事業債

２８０万円の計上で５０万円の減につきまして

は、歳出の建設負担金に連動するもので、これも

起債対象事業費等の減によるものでございます。

なお、本年度新たに借り入れをいたします資本費

平準化債５,８７０万円につきましては、下水道

の開始当初は有収水量も少なく、処理原価が著し

く高くなるということから、これを解消するため

に借り入れをする起債でありまして、このたび制

度の内容が拡大をされたことにより、借り入れを

。 、するものでございます 償還期限につきましては

３年据え置きの２０年で、平準化債借り入れの２

分の１が普通交付税から減額されることになって

おります。

以上で内容の説明を終わらせていただきます。

以上で内容の説明を終わ〇委員長（椿原満春）

ります。

これより質疑に入ります。歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

これより採決いたします。議案第２９号につい

て、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第２９号 平成１９年度上砂川町

下水道事業特別会計予算は、原案のとおり可決い

たしました。

◎議案第３０号

次、議案第３０号 平成〇委員長（椿原満春）

１９年度上砂川町水道事業会計予算について議題

といたします。

内容の説明を求めます。高木建設水道課長。

それでは、平成１〇建設水道課長（高木則和）
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９年度水道事業会計予算について内容の説明を申

し上げます。

収益的支出から説明申し上げますので、１９５

ページをお開き願います。収益的支出、水道事業

費用、営業費用、１目原水及び浄水費、本年度予

算額１,３９３万６,０００円、前年度対比で１１

。 、７万５,０００円の減となっております 本目は

原水の取水、ろ過、滅菌等にかかわります施設の

維持管理及び作業に要する費用を措置している目

でございます。主なものについて説明を申し上げ

ます。賃金１４０万円の計上で１０万円の減につ

きましては、浄水場、各施設等の草刈り及び除雪

作業の一部を職員対応することによるものでござ

います。委託料１２６万５,０００円の計上で１

０３万２,０００円の減につきましては、浄水場

のガラス清掃業務と配水池及び送水管の排泥作業

が隔年実施の休止の年に当たることなどによるも

のでございます。動力費４００万円の計上で２０

万円の増につきましては、単価アップによるもの

でございます。次のページをお開き願います。保

険料１７万円の計上で１７万円の減につきまして

は、浄水場等にかかわります火災保険料の掛け率

の変更によるものでございます。

２目配水及び給水費 本年度予算額６６７万６,、

０００円、前年度対比で５３１万３,０００円の

減となっております。本目につきましては、配水

池、配水管、量水器等、給水装置及びその他の設

備の維持管理に要する費用を措置している目でご

ざいます。修繕費４３０万円の計上で５１０万円

、 、の減につきましては 検満量水器の整備について

財政状況が大変厳しいということもございまして

当面繰り延べ、故障分のみを実施するものとした

ものでございます。

３目業務費、本年度予算額１６６万４,０００

円、前年度対比で３万８,０００円の減となって

おりますが、検針業務委託料等の件数の減による

ものでございます。

４目総係費、本年度予算額３,０１５万円、前

年度対比２９２万９,０００円の減となっており

ます。本目は、職員の人件費、事業活動の全般に

関連する費用及び料金の調定及び収納などに要す

る費用を措置している目でございます。人件費に

つきましては、職員３名分といたしまして２,２

８５万３,０００円の計上で３０８万４,０００円

の減につきましては、第３次行財政改革の追加に

よるものでございます。委託料３９万６,０００

円の計上で１７万１,０００円の減につきまして

は、昨年度の電算システム変更等の減によるもの

でございます。負担金５９０万円の計上で２３万

７,０００円の増につきましては、砂川北光ポン

プ場の解体費用１０３万２,０００円の増と給与

費負担金７０万円の減などの相殺によるものでご

ざいます。ただいま申し上げました砂川市との共

同施設であります北光ポンプ場につきましては、

当町では水利権を奥沢に移行いたしました昭和６

３年度まで利用しております。砂川市でも平成２

年度に中空知広域水道企業団に加入したことによ

りまして、今日まで休止の施設となっておりまし

たが、このたび不用となりました浄水場を解体を

、 、いたしまして この用地を国に返還することから

昭和６３年度に締結をいたしました協定に基づ

き、解体費用１０３万２,０００円を計上するも

のでございます。

５目減価償却費、本年度予算額６,１４０万９,

０００円、前年度対比２１０万円の減でございま

すが、構築物等にかかわります償却資産の減によ

るものでございます。

６目その他の営業費用につきましては、前年度

と同額につき、説明を省略させていただきます。

次に、１９８ページをお開き願います。次のペ

ージでございます。営業外費用、１目支払利息及

び企業債取扱費、本年度予算額５,７８４万９,０

００円、前年度対比で１８２万９,０００円の減

でございますが、償還利子等の件数の減によるも

ので、本年度につきましては昭和５３年度から平

成１８年度までの借り入れに係ります企業債１８
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件分、５,６３４万９,０００円を計上いたします

とともに、一時借入金利息１５０万円につきまし

ては建設改良工事事業債利子及び元金の償還等に

係ります費用といたしまして、前年度対比１００

万円増で計上するものでございます。

２目雑支出、本年度予算額１５０万円、前年度

対比で１１万７,０００円の減でございますが、

料金の不納欠損で５１件分を計上するものでござ

います。

３目消費税及び地方消費税、本年度予算額２７

０万３,０００円、前年度対比２７９万７,０００

円の減でございますが、建設改良事業実施に伴い

ます控除対象の消費税の増によるものでございま

す。

予備費につきましては、前年度と同額を計上す

るものでございます。

収益的収入の説明に入りますので、１９４ペー

。 、 、ジをお開き願います １９４ページ 収益的収入

水道事業収益、営業収益、１目給水収益、本年度

予算額１億４,０６０万１,０００円、前年度対比

２１８万７,０００円の減で計上しております。

内訳といたしましては、家事用が前年度対比２４

２万４,０００円の減で７,４４７万４,０００円

を計上し、このうち一般分といたしまして４７件

増の１,７４０件、福祉料金該当分といたしまし

て平成１８年度の地方税法の改正によりまして老

人世帯等１００件減の３５０件、合計で２,０９

０件を見込んで計上したものでございます。業務

用につきましては、５件減の１３０件を見込み、

前年度対比３８万６,０００円増の６,４１０万

１,０００円を計上するものでございます。浴場

用は緑が丘共同浴場の休止を見込み、前年度対比

１４万９,０００円減の２００万１,０００円を計

上するもので、臨時用は前年度と同額を計上する

ものでございます。

２目その他の営業収益は、水道給水工事の設計

審査手数料等といたしまして、前年度と同額を計

上しております。

次に、営業外収益、１目受取利息及び配当金に

つきましても、前年度と同額を計上するものでご

ざいます。

２目繰入金につきましては、収支不足補てんの

ために一般会計から繰り入れをするものでござい

ますけれども、本年度予算額３,３７２万７,００

０円、前年度対比１,２１４万１,０００円の減で

、 、 、計上しておりますけれども 検満量水器 人件費

支払利息、消費税などの減によるものでございま

す。

３目他会計負担金、本年度予算額１４５万７,

、 、０００円 前年度対比８万円の減でございますが

下水道会計からの使用料等賦課徴収事務の委託負

担金で、積算根拠となります人件費等の減による

ものでございます。

４目雑収益につきましては、前年度同額を計上

しております。

引き続き、資本的支出について説明を申し上げ

ますので、２００ページをお開き願います。２０

０ページの資本的支出、企業債償還金、１目企業

、 、債償還金 本年度予算額５,７８９万６,０００円

前年度対比で１,０３５万８,０００円の減となっ

ておりますが、償還元金の減によるもので、昭和

５３年度から平成６年度までの企業債１６件分を

計上するものでございます。

建設改良費、１目簡易水道等施設整備事業費、

本年度予算額６,２８７万５,０００円につきまし

ては、工事請負費で老朽化が著しい温泉沢取水施

設及び浄水施設の流量計、水位計などの計装設備

の更新にかかわる費用として５,６９３万５,００

０円を計上いたしますとともに、委託料につきま

してはこれら事業に係ります測量調査及び実施設

計費といたしまして５９４万円を計上するもので

ございます。

最後に、資本的収入について説明を申し上げま

すので、１９９ページ、前のページをお開き願い

ます。資本的収入、企業債、１目企業債４,４９

０万円、国庫補助金、１目国庫補助金１,７８９
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万２,０００円、これにつきましては簡易水道等

施設整備事業に伴うものでございまして、他会計

補助金、１目他会計補助金８万３,０００円につ

きましては、建設改良費から企業債及び国庫補助

金を差し引きました一般財源相当分を計上するも

のでございます。

出資金、負担区分に基づかない出資金につきま

しては、廃目となっているものでございます。

なお、資本的収入額に対し資本的支出額が不足

する額５,７８９万６,０００円につきましては、

内部留保資金にて補てんをするものでございま

す。

以上で内容の説明を終わらせていただきます。

以上で内容の説明を終わ〇委員長（椿原満春）

ります。

これより質疑に入ります。歳出全般にわたって

質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

歳入全般にわたって質疑を受けます。質疑ござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

続いて討論を行います。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち〇委員長（椿原満春）

切ります。

これより採決いたします。議案第３０号につい

て、原案のとおり可決することにご異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇委員長（椿原満春）

よって、議案第３０号 平成１９年度上砂川町

水道事業会計予算は、原案のとおり可決いたしま

した。

◎閉会の宣告

以上をもちまして本予算〇委員長（椿原満春）

特別委員会に付託になりました議案の審査がすべ

て終了いたしました。

全議案が原案のとおり可決されましたので、そ

の旨本会議において報告いたします。

これをもって予算特別委員会を閉会いたしま

す。

委員各位のご協力に心から感謝申し上げます。

ご苦労さまでした。

（閉会 午前１０時５７分）
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平 成 １ ９ 年

上砂川町議会第１回定例会会議録（第４日）

３月２３日（金曜日）午前１０時００分 開 議

午前１０時２２分 閉 会

〇議事日程 第４号

第 １ 会議録署名議員指名について

第 ２ 予算特別委員会委員長報告

議案第２３号 平成１９年度上砂川

町一般会計予算

議案第２４号 平成１９年度上砂川

（ ）町国民健康保険特別会計 事業勘定

予算

議案第２５号 平成１９年度上砂川

町土地開発造成事業特別会計（事業

勘定）予算

議案第２６号 平成１９年度上砂川

町立診療所事業特別会計予算

議案第２７号 平成１９年度上砂川

町老人保健施設事業特別会計予算

議案第２８号 平成１９年度上砂川

町土地取得事業特別会計予算

議案第２９号 平成１９年度上砂川

町下水道事業特別会計予算

議案第３０号 平成１９年度上砂川

町水道事業会計予算

※ 報告に対する討論・採決とする。

（質疑は省略とする ）。

第 ３ 調査第１号 所管事務調査について

（追加日程）

第 ４ 意見書案第１号 後期高齢者医療制

度の充実を求める意見書

第 ５ 意見書案第２号 リハビリテーショ

ンの改善を求める意見書

第 ６ 意見書案第３号 医師不足を解消

し、安心できる地域医療体制の確保

を求める意見書

第 ７ 意見書案第４号 「がん対策推進基

本計画」の早期決定を求める意見書

第 ８ 意見書案第５号 公開制度見直しな

ど戸籍法の早期改正を求める意見書

〇会議録署名議員

３番 高 橋 成 和

４番 大 内 兆 春

◎開議の宣告

ただいまの出席議員は１０〇議長（貝沼宏幸）

名であります。

なお、理事者側につきましても全員出席してお

ります。

定足数に達しておりますので、平成１９年第１

回上砂川町議会定例会は成立いたしましたので、

休会を解きまして再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

（開議 午前１０時００分）

◎会議録署名議員指名について

日程第１、会議録署名議員〇議長（貝沼宏幸）

指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定

によって、３番、高橋議員、４番、大内議員を指

名いたします。よろしくお願いいたします。

◎議案第２３号 議案第２４号 議案第２５号

議案第２６号 議案第２７号 議案第２８号

議案第２９号 議案第３０号
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日程第２、予算特別委員会〇議長（貝沼宏幸）

委員長報告について議題といたします。

お諮りいたします。予算特別委員会に付託いた

しました議案第２３号から議案第３０号までにつ

いては、一括して予算特別委員長より審査結果の

報告を願い、その後議案ごとに討論、採決を行っ

てまいりたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、予算特別委員会に付託いたしまし

た議案について、その審査結果を委員長より一括

報告することに決定いたしました。

椿原予算特別委員長、ご登壇の上、審査結果の

報告をお願いいたします。

平成１９年度予〇予算特別委員長（椿原満春）

算特別委員会報告を申し上げます。

本予算特別委員会に付託になりました議案第２

３号 平成１９年度上砂川町一般会計予算外７件

について、３月１９日、２０日、２２日の３日間

にわたりまして慎重なる審査を行った結果、次の

とおり決定いたしましたので、会議規則第７６条

の規定により報告いたします。

なお、審査の経過及び質疑の内容等につきまし

ては、全員による審査をいたしておりますので、

省略させていただきます。

初めに、議案第２３号 平成１９年度上砂川町

一般会計予算でありますが、討論、採決の結果、

原案可決すべきものと決定いたしました。

次に、特別会計７件について報告いたします。

議案第２４号 平成１９年度上砂川町国民健康保

険特別会計（事業勘定）予算、議案第２５号 平

成１９年度上砂川町土地開発造成事業特別会計

（事業勘定）予算、議案第２６号 平成１９年度

上砂川町立診療所事業特別会計予算、議案第２７

号 平成１９年度上砂川町老人保健施設事業特別

会計予算、議案第２８号 平成１９年度上砂川町

土地取得事業特別会計予算、議案第２９号 平成

１９年度上砂川町下水道事業特別会計予算、議案

第３０号 平成１９年度上砂川町水道事業会計予

算、それぞれ討論、採決の結果、原案可決すべき

ものと決定しました。

以上のとおり、全案件について全会一致をもっ

て原案可決されましたことをご報告いたします。

以上でございます。

以上で予算特別委員長の報〇議長（貝沼宏幸）

告を終わります。

お諮りいたします。付託されました各議案につ

きましては、特別委員会において十分審議がなさ

れておりますので、質疑を省略いたしまして直ち

に討論、採決に入りたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

、 、 。それでは 順次討論 採決を行ってまいります

議案第２３号 平成１９年度上砂川町一般会計

予算について討論を受けます。討論ございません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２３号について採決をいたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２３号 平成１９年度上砂

川町一般会計予算は、委員長報告のとおり可決い

たしました。

次、議案第２４号 平成１９年度上砂川町国民

健康保険特別会計（事業勘定）予算について討論

を受けます。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２４号について採決をいたしま



- 128 -

す。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２４号 平成１９年度上砂

川町国民健康保険特別会計（事業勘定）予算は、

委員長報告のとおり可決いたしました。

次、議案第２５号 平成１９年度上砂川町土地

開発造成事業特別会計（事業勘定）予算について

討論を受けます。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２５号について採決をいたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告のとおり、

原案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２５号 平成１９年度上砂

川町土地開発造成事業特別会計（事業勘定）予算

は、委員長報告のとおり可決いたしました。

次、議案第２６号 平成１９年度上砂川町立診

療所事業特別会計予算について討論を受けます。

討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２６号について採決をいたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２６号 平成１９年度上砂

川町立診療所事業特別会計予算は、委員長の報告

のとおり可決いたしました。

次、議案第２７号 平成１９年度上砂川町老人

保健施設事業特別会計予算について討論を受けま

す。討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２７号について採決をいたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２７号 平成１９年度上砂

川町老人保健施設事業特別会計予算は、委員長報

告のとおり可決いたしました。

次、議案第２８号 平成１９年度上砂川町土地

取得事業特別会計予算について討論を受けます。

討論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２８号について採決をいたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２８号 平成１９年度上砂

川町土地取得事業特別会計予算は、委員長報告の

とおり可決いたしました。

次、議案第２９号 平成１９年度上砂川町下水

道事業特別会計予算について討論を受けます。討

論ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第２９号について採決をいたしま

す。
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本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第２９号 平成１９年度上砂

川町下水道事業特別会計予算は、委員長報告のと

おり可決いたしました。

次、議案第３０号 平成１９年度上砂川町水道

事業会計予算について討論を受けます。討論ござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより議案第３０号について採決をいたしま

す。

本件に対する委員長の報告は、原案可決すべき

ものとなっております。委員長の報告どおり、原

案可決することにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、議案第３０号 平成１９年度上砂

川町水道事業会計予算は、委員長報告のとおり可

決いたしました。

◎調査第１号

日程第３、調査第１号 所〇議長（貝沼宏幸）

管事務調査について議題といたします。

お手元に配付してありますように、議会運営委

員長から、会議規則第７４条の規定により、閉会

中の継続調査についての申し出がありましたの

で、委員長の申し出のとおりこれを許可してまい

りたいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、本件は、委員長の申し出のとおり許可

することに決定いたしました。

◎追加日程について

ただいま議長の手元に意見〇議長（貝沼宏幸）

書案５件が所定の手続を経て提出されております

ので、これを追加日程のとおり追加し、議題に付

したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、追加議事日程のとおり追加するこ

とに決定いたしました。

◎意見書案第１号

お諮りいたします。〇議長（貝沼宏幸）

日程第４、意見書案第１号から日程第８、意見

書案第５号まで５件の意見書案の本文は相当量に

なっておりますので、本文読み上げについて省略

したいと思いますが、これにご異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

したがって、意見書案第１号から意見書案第５

号まで、本文読み上げによる内容説明を省略する

ことに決定いたしました。

日程第４、意見書案第１号 後期高齢者医療制

度の充実を求める意見書を議題といたします。

２番、堀内議員、ご登壇の上ご発言願います。

後期高齢者医療制度の充実〇２番（堀内哲夫）

を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 堀 内 哲 夫

賛成議員 椿 原 満 春 森 国 三

大 内 兆 春 川 上 三 男

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第１号 後期高齢者医療制度の充実を
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求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、厚生労働大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第１号を原案のとおり決定することに

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、意見書案第１号 後期高齢者医療制度

の充実を求める意見書は、原案のとおり決定いた

しました。

◎意見書案第２号

日程第５、意見書案第２号〇議長（貝沼宏幸）

リハビリテーションの改善を求める意見書を議

題といたします。

２番、堀内議員、ご登壇の上ご発言願います。

リハビリテーションの改善〇２番（堀内哲夫）

を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 堀 内 哲 夫

賛成議員 椿 原 満 春 大 内 兆 春

川 上 三 男 森 国 三

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第２号 リハビリテーションの改善を

求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、厚生労働大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第２号を原案のとおり決定することに

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、意見書案第２号 リハビリテーション

の改善を求める意見書は、原案のとおり決定いた

しました。

◎意見書案第３号

次、日程第６、意見書案第〇議長（貝沼宏幸）

３号 医師不足を解消し、安心できる地域医療体

制の確保を求める意見書を議題といたします。

、 、 。１０番 椿原議員 ご登壇の上ご発言願います

医師不足を解消し、安心〇１０番（椿原満春）

（ ）。できる地域医療体制の確保を求める意見書 案
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本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 椿 原 満 春

賛成議員 高 橋 成 和 小 林 繁

大 内 兆 春 川 上 三 男

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第３号 医師不足を解消し、安心でき

る地域医療体制の確保を求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、厚生労働大臣、総務大臣、文部科学大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第３号を原案のとおり決定することに

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、意見書案第３号 医師不足を解消し、

安心できる地域医療体制の確保を求める意見書

は、原案のとおり決定いたしました。

◎意見書案第４号

日程第７、意見書案第４号〇議長（貝沼宏幸）

「がん対策推進基本計画」の早期決定を求める

意見書を議題といたします。

、 、 。１０番 椿原議員 ご登壇の上ご発言願います

「 」〇１０番 椿原満春（ ） がん対策推進基本計画

の早期決定を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 椿 原 満 春

賛成議員 大 内 兆 春 小 林 繁

川 上 三 男 高 橋 成 和

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第４号 「がん対策推進基本計画」の

早期決定を求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科

学大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第４号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

意見書案第４号 「がん対策推進基本計画」の
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早期決定を求める意見書は、原案のとおり決定い

たしました。

◎意見書案第５号

日程第８、意見書案第５号〇議長（貝沼宏幸）

公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める

意見書を議題といたします。

、 、 。１０番 椿原議員 ご登壇の上ご発言願います

公開制度見直しなど戸籍〇１０番（椿原満春）

法の早期改正を求める意見書（案 。）

本意見書案について、会議規則第１３条の規定

により提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸 様

提出議員 椿 原 満 春

賛成議員 森 国 三 大 内 兆 春

川 上 三 男 横 溝 一 成

本文に入りますが、朗読、内容説明は省略させ

ていただきます。

意見書案第５号 公開制度見直しなど戸籍法の

早期改正を求める意見書。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。

平成１９年３月２３日

上砂川町議会議長 貝 沼 宏 幸

提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、法務大臣。

以上でございます。

以上で本件に対する説明を〇議長（貝沼宏幸）

終わります。

。 。引き続き質疑を受けます 質疑ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、打ち切〇議長（貝沼宏幸）

ります。

。 。これより討論を行います 討論ございませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

討論なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

これより採決を行います。

意見書案第５号を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。〇議長（貝沼宏幸）

よって、意見書案第５号 公開制度見直しなど

戸籍法の早期改正を求める意見書は、原案のとお

り決定いたしました。

◎閉会の宣告

以上で本定例会に付議され〇議長（貝沼宏幸）

ました案件につきましては、すべて終了いたしま

した。

よって、平成１９第１回上砂川町議会定例会を

閉会いたします。

長い間大変ご苦労さまでございました。

（閉会 午前１０時２２分）

地方自治法第１２３条第２項の規定に

よりここに署名する。

議 長 貝 沼 宏 幸

署 名 議 員 高 橋 成 和

署 名 議 員 大 内 兆 春
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出 席 議 員

議席 １ 定 予 特
氏 名

番号 3. 9 3.13 3.16 3.23 3.19 3.20 3.22

１ 貝 沼 宏 幸 ○ ○ ○ ○ ― ― ―

２ 堀 内 哲 夫 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

３ 高 橋 成 和 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ 大 内 兆 春 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 川 上 三 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ 小 林 繁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７ 横 溝 一 成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８ 柳 川 暉 雄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９ 森 国 三 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０ 椿 原 満 春 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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説 明 の た め 出 席 し た 者

１ 定 予 特
役 職 名 氏 名

3. 9 3.13 3.16 3.23 3.19 3.20 3.22

町 長 加賀谷 政 清 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

助 役 貝 田 喜 雄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教 育 長 樫 満 雄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

教 育 委 員 長 滝 田 潤 一 ○ ○ ○ ○ ― ― ―

監 査 委 員 道 藤 秋 夫 ○ ○ ○ ○ ― ― ―

議会事務局長
伊 藤 伸 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

監査事務局長

総務財政課長 永 井 孝 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

企画産業課長 林 智 明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉保健課長 貝 田 喜 雄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉保健課主幹 高 橋 良 ― ― ― ― ○ ○ ○

町民生活課長 山 本 丈 夫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建設水道課長 高 木 則 和 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

出 納 室 長 勝 又 寛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

消 防 長 川 下 清 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

教 育 次 長 小 林 均 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

町民保養施設長 前 田 厚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

老人保健施設長

是 洞 春 輝 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○町 立 診 療 所 事 務 長

特別養護老人ホーム施設長

介護医療係長 斉 藤 昭 彦 ― ― ― ― ― ― ○

下 水 道 係 長 中 島 隆 行 ― ― ― ― ― ― ○

上 水 道 係 長 佐 藤 康 弘 ― ― ― ― ― ― ○

事 務 局 職 員 出 席 者

１ 臨 １ 定 予 特
職 名 氏 名

1.12 3. 9 3.13 3.16 3.23 3.19 3.20 3.22

事 務 局 長 伊 藤 伸 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

書 記 高 橋 真利子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


